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はじめに 
 

札幌市の人口は、これまで一貫して増加してきましたが、少子高齢化の進行などに

より、ここ数年のうちに、人口減少に転じることが見込まれています。 

 こうした社会情勢の変化に対応するため、札幌市では、平成 25年にまちづくりの

基本的な指針として「札幌市まちづくり戦略ビジョン」を策定しており、このビジョ

ンに掲げた「人口減少の緩和」の方向性を具現化するとともに、国における「地方創

生」等の動向も踏まえ、「さっぽろ未来創生プラン」を策定しました。 

この計画では、札幌市の将来の姿を市民と共有するために、札幌市の人口の将来展

望を示すとともに、「目指すべき札幌の将来」を設定し、その実現に向けて、「経済的

な不安を軽減し、結婚・出産の希望をかなえることで、子どもが増え経済が活性化し、

さらなる雇用の創出につながる」という、市民が明るい未来を描くことができる好循

環の確立を目指しています。 

札幌は、先人が幾多の困難を乗り越えて作り上げてきたまちであり、札幌人は、既

存の価値観にとらわれず、常に新しいことに挑戦していく進取の気風に富んでいると

言われています。 

そんな私たちだからこそ、人口減少というこれまで経験したことのない問題にも真

摯に向き合い、力を合わせて札幌・北海道の明るい未来を築いていくことができると

信じています。 

最後に、計画の策定に当たり、ご尽力を賜りましたさっぽろ未来創生プラン策定検

討有識者会議委員及びワークショップなどを通じて様々な意見をお寄せいただいた

市民の皆様に心からお礼を申し上げます。 
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第１章 さっぽろ未来創生プランの策定に当たって 

１ 策定の背景 

２ 位置付け 

３ 構成 

■さっぽろ未来創生プランの全体像 
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さっぽろ未来創生プランの策定に当たって 

 

 

１ 策定の背景 

国は、人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是

正し、活力ある日本社会を維持していくことを目指し、平成 26 年 11月に基本理

念や国などの責務等を定めた「まち・ひと・しごと創生法」を制定しました。こ

れに基づいて、平成 72年（2060年）に１億人程度の人口を確保する長期展望を

示す長期ビジョンである「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と、平成 27～

31年度（2015～2019 年度）（５か年）の政策目標や施策をまとめた「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を策定しました。 

札幌市では、ここ数年のうちに人口減少が始まることが見込まれており、「札幌

市まちづくり戦略ビジョン」（平成 25～34 年度）において、「私たちが目指す札幌

市の将来」の実現に向けて、市民・企業・行政などが一丸となって人口減少の緩

和に努めるとともに、都市の活力と生活の質を高めながら、このまちを次世代に

良好な形で引き継いでいかなければならないとしているところです。 

そこで、この「人口減少の緩和」の方向性を具現化するため、国の動向も踏ま

えて、札幌市の人口の将来展望や、今後５か年の基本目標、施策等を示す新たな

計画を策定することとしました。  

第１章 さっぽろ未来創生プランの策定に当たって 
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２ 位置付け 

この計画は、札幌市の最上位の総合計画である「札幌市まちづくり戦略ビジョ

ン」の基本的な方向性に沿った個別計画の一つとして策定します。 

「人口減少の緩和」の観点は、多岐にわたる分野と関連があるため、本計画は

「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2015」（平成 27～31 年度）

はもとより、「札幌市産業振興ビジョン1」をはじめとする各分野の個別計画とも

考え方や方向性、施策などについて、相互に整合性を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 構成 

  【人口ビジョン編】<対象期間：平成 72 年（2060年）まで> 

   札幌市における人口の現状を分析するとともに、人口の将来展望と今後目指す

べき将来の方向を提示します。 

 

【総合戦略編】<計画期間：５か年（平成 27～31年度（2015～2019 年度））> 

   人口ビジョン編を踏まえ、基本目標とその達成度を計る数値目標を設定すると

ともに、施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）を提示します。 

   また、「さっぽろ」の未来をつくる重要な５つのテーマを設定し、特に関連性

のある施策群を「未来創生アクション」として提示します。 

 

  

                                              
1【札幌市産業振興ビジョン】 札幌の産業振興の目指すべき姿やその実現に向けた方向性を示した計画。 

まちづくり戦略ビジョン 
（H25～H34） 

 

戦略編 

アクションプラン 2015 
（H27～H31） 

ビジョン編
 
 
  

総合計画 

○札幌市産業振興ビジョン 

○札幌市観光まちづくりプラン 

○新・さっぽろ子ども未来プラン 

○札幌市教育振興基本計画  等 

まちづくり戦略ビジョン
の基本的な方向性に沿っ
て策定 

さっぽろ未来創生プラン 
（H27～H31） 

相互に整合性を図る 

個別計画 
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【さっぽろ未来創生プランの全体像】 

 

 

 

 

 

 

     

 
人口ビジョン編【対象期間：2060年まで】 

さっぽろ未来創生プランの策定について 

・策定の背景 ・位置付け ・構成 

第２章 札幌市の人口 

・札幌市の人口動向 

・将来推計人口 

・人口減少が札幌市に与える影響 

第３章 札幌市の人口動態の考察 

・札幌市の自然動態の考察 

・札幌市の社会動態の考察 

・将来人口に及ぼす自然増減の影響分析 

第４章 目指すべき札幌の将来 

総合戦略編【計画期間：平成 27～31年度の５か年】 

第１章 総合戦略編の策定に当たって 

第２章 基本目標 

 目指すべき将来の実現に向けて基本目標を設定 
 

・基本目標１ 安定した雇用を生み出す 

・基本目標２ 結婚・出産・子育てを支える環境づくり 

第３章 未来創生アクション 

「さっぽろ」の未来をつくる重要な５つのテーマに関連する施策群を設定 

第１章 人口ビジョン編の策定に当たって 

第４章 プラン推進に当たって 

第 5章 主要事業一覧 



 
 

 

 

 

人口ビジョン編 

 

 

 

第１章 人口ビジョン編の策定に当たって 

第２章 札幌市の人口 

  １ 札幌市の人口動向 

  ２ 将来推計人口 

  ３ 人口減少が札幌市に与える影響 

第３章 札幌市の人口動態の考察 

  １ 札幌市の自然動態の考察 

  ２ 札幌市の社会動態の考察 

  ３ 将来人口に及ぼす自然増減の影響分析 

第４章 目指すべき札幌の将来 
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第１章 人口ビジョン編策定に当たって 

 

 

1 策定に当たっての考え方 

人口ビジョン編では、札幌市における人口の現状を分析し、そこから導き出さ

れる将来の人口に関して市民と認識を共有するとともに、今後、目指すべき将来

の方向を提示します。 

また、人口ビジョン編は、総合戦略編において、人口減少の緩和に向けて効果

的な施策を企画立案する上での重要な基礎と位置づけます。 

 

２ 人口ビジョン編の対象期間 

将来人口を推計した場合、今後の出生や移動の傾向に変化が生じても、その変

化が総人口や年齢構成に及ぶまで数十年の長い期間を要します。そのため、人口

ビジョン編における対象期間は、平成 72 年（2060年）までとし、推計に当たっ

ては札幌市の最上位計画である「札幌市まちづくり戦略ビジョン」（平成 25～34

年度）策定時の考え方を踏襲します。 

 

３ 人口ビジョン編の枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口ビジョン編 

第１章 人口ビジョン編の策定に当たって 

 

総 合 戦 略 編 

札幌市の人口の現状分析 

・札幌市の人口推移 

・札幌市の人口動態 

自然動態 社会動態 

出生・死亡 転入・転出 

 
 

・現状の未来（将来人口推計） 

目指すべき札幌の将来 

札幌市の人口の将来展望 

 

 

 

 

 

 

・将来人口に及ぼす自然増減の影響 

自然動態

の考察 

社会動態

の考察 
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第２章 札幌市の人口 

 

 

１ 札幌市の人口動向 

１ 札幌市の人口推移  

現在の市域で数値を取ることができる昭和 25 年以降の人口をみると、昭和 25

年に 393,756人と 40万人程度だった人口は、昭和 35年まで緩やかな増加を続け、

昭和 35年以降は、高度経済成長期における都市部への人口集中や、エネルギー革

命による産炭地からの人口流入などの影響により急激に増加し、昭和 45 年には

1,010,123人と、全国で８番目の 

100万都市になりました。 

その後の５年間（昭和 45～50年）

の人口増加数は 230,490人と 20万

人を超えていましたが、昭和 50年

以降は縮小が続き、平成２～７年

には 10万人を下回り、平成 17～22

年には 32,682人で戦後最低の増加

数となりました。 

このように規模は縮小している

ものの、人口増加自体は続いてい

ることから、平成 22 年の人口は

1,913,545人と、過去最多となって

います。 

  

（万人）

注：　現在の市域に組替えた数値である。各年10月１日を基準とした

　  ５年間の増加数である。

札幌市の人口増加数の推移

＜資料＞　総務省「国勢調査」
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＜資料＞　総務省「国勢調査」

  札幌市の年齢（３区分）別人口の推移（各年10月１日現在）
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第２章 札幌市の人口 

  １ 札幌市の人口動向 
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２ 自然動態（出生、死亡）  

自然動態（出生、死亡）を昭和 50年以降の住民基本台帳（過去との比較のため、

平成 24年以降は日本人のみ。以下、同様。）でみていきます。 

出生数は、昭和 50年の 23,449人から減少傾向が続き、昭和 60 年には２万人を

下回りました。さらに平成 15 年には 14,871 人と１万５千人を下回りましたが、

その後は１万４千人台が続いています。 

一方、死亡数は、昭和 50年の 5,470人から増加を続け、平成 10年には 10,009

人と、初めて１万人を超えました。その後、平成 14 年（11,109 人）以降は一貫

して増加を続け、平成 26年には 17,650人に達しています。 

 この結果、自然増

加数（出生数－死亡

数）は昭和 50 年か

ら縮小傾向が続き、

平成 21 年にはマイ

ナス 136 人と初め

て自然減少に転じ

ました。その後、減

少規模は一貫して

拡大を続け、平成

26 年にはマイナス

3,107人にまで拡大

しています。 

 

 

３ 社会動態（転入、転出）  

市外からの転入者数、市外への転出者数を昭和 50年以降の住民基本台帳からみ

ていきます。 

昭和 50年に 94,096 人だった転入者数は、その後も同程度で推移していました

が、平成２年（95,301 人）以降は減少傾向で推移し、平成 10年には８万人を、

平成 20年には７万人を下回り、その後は６万人台で推移しています。 

一方、昭和 50年に 75,020人だった市外への転出者数はその後も同程度で推移

していましたが、平成５年の 79,529人をピークに減少傾向となり、平成 13年に

は７万人を下回りました。その後、転出者数はさらに減少し、平成 22年以降は５

万人台で推移しています。 

転入超過数（転入－転出）は、バブル景気後の平成３年の 14,449 人以降大幅に

縮小し、平成５年に 8,130人と１万人を下回りました。その後、大型金融機関の

相次ぐ破綻などの社会経済情勢の影響を受けながら推移し、平成 20年には 3,116

（千人）

注： 住民基本台帳による。日本人のみの数値である。

＜資料＞　札幌市

出生数及び死亡数の推移（各年中）
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人まで縮小しました。東日本大震災後、その規模は拡大し、平成 23年には 10,195

人と 15年ぶりに１万人を超え、その後も８～９千人台で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 札幌市の人口動向の特徴  

札幌市の人口動向を自然動態及び社会動態に分けて考察します。自然動態では

死亡数の増加が顕著となっていることから、平成 21年以降、出生数を死亡数が上

回る「自然減少」となっており、これは少子高齢化の進展に伴って今後も拡大し

ていくと考えられます。一方、縮小傾向にあるものの、社会増加（転入超過）は

一貫して続いており、社会増加数が自然減少数を上回っていることから、札幌市

においては現在も人口増加が続いています。 

（万人）

注：　住民基本台帳による。日本人のみの数値である。

＜資料＞　札幌市

転入者数及び転出者数の推移（各年中）
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注： 住民基本台帳による。日本人のみの数値である。

＜資料＞　札幌市

転入超過数の推移（各年中）
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このように、現在の

札幌市の人口増加は社

会増加によって支えら

れていますが、ここ数

年のうちには自然減少

数が社会増加数を上回

り、札幌市においても

人口減少社会の到来が

予想されます。 

 

 

 

 

 

 

２ 将来推計人口 

 

１ 札幌市の将来推計人口  

「札幌市まちづくり戦略ビジョン」策定時に推計した平成 47 年（2035 年）ま

での推計を延長した将来推計人口では、札幌市の人口は、平成 72 年（2060 年）

には 143 万人になると推計されており、平成 22 年の 191 万人から 48 万人減少す

ることになります。 

年齢別では、経済活動を主に支える生産年齢人口（15～64 歳）は、平成 72 年

（2060 年）には 69 万人となり、平成 22 年の 129 万人から 60 万人減少し、年少

人口（０～14歳）は、平成 72年（2060年）には 11万人となり、平成 22年の 22

万人から 11万人減少することになります。 

注：　グラフ内の数字は基準年を表し、基準年を含めた後５年間の総計をプロットした

　　ものである。

＜資料＞　札幌市

総人口に与えてきた自然増減と社会増減の影響
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注：　平成22年の総数には年齢「不詳」を含む。

＜資料＞　総務省「国勢調査」、札幌市

札幌市の人口の将来見通し（各年10月１日現在）
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２ 北海道の将来推計人口  

北海道の人口は、平成９年の 570 万人をピークとして、その後、減少が続き、

平成 22 年に 551 万人となりました。国の推計では、これが平成 52 年（2040 年）

には 419万人になると予測されており、平成 22年と比べて 132万人減少すること

になります。 

年齢別では、生産年齢人口は、平成 52年（2040年）には 213万人となり、平成

22年の 348万人から 135万人減少し、年少人口は、平成 52年（2040年）には 35

万人となり、平成 22年の 66万人から 31 万人減少することになります。 

  

　 ＜資料＞　総務省「国勢調査」、札幌市

札幌市の人口構造の変化（各年10月１日現在）
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注：　平成22年の総数には年齢「不詳」を含む。

＜資料＞　総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所

北海道の人口の将来見通し（各年10月１日現在）
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３ 人口減少が札幌市に与える影響 

 

１ 生産年齢人口の減少による経済規模の縮小  

札幌市に先行して人口減少が進んで

いる北海道においては、この 10 年間で

経済活動を主に支える生産年齢人口は

30万人以上減少しています。これと北海

道の経済規模を示す指標である道内総

生産の関係をみると、強い相関関係にあ

ることがみてとれます。札幌市において

も生産年齢人口の減少が続くことが予

測されており、経済規模の縮小が懸念さ

れるところです。 

 

 

 

２ 北海道の人口減少による札幌市の経済への影響  

北海道の人口減少による道内市場の縮

小に伴い、道内需要に依存した札幌市の

経済は縮小することが懸念されます。 

例えば、札幌市の主力産業の一つであ

る卸売業の年間商品販売額2と北海道の

人口の関係をみると、相関関係にあるこ

とがみてとれます。 

  

                                              
2【年間商品販売額】 1年間の事業所における商品の販売額をいう。 

 

 (兆円)

(万人)　

注：　グラフ内の数字は、各年を表す。

＜資料＞　経済産業省、北海道

 商品販売額（昭和51年～平成24年）

北　 海 　道 　の 　人 　口

 北海道の人口と札幌市の卸売業の年間
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間
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   (兆円)

(万人)　

注：　グラフ内の数字は、各年度を表す。

＜資料＞　北海道

北海道の生産年齢人口と名目道内総生産
　　　　　　　（平成14年度～24年度）
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 ３ 人口減少が札幌市に与える影響 
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３ 社会保障制度の危機  

今後の札幌市は、「２ 将来推計人口」でみたとおり、人口減少が進んでいくこ

とが予想されています。その際、少子化と長寿化も同時に進行していくことから、

現在の人口構造とは大きく変わっていくと考えられます。 

札幌市の人口において、65歳以上１人に対する 20～64歳の人数は、昭和 50年

には 12.1 人の「胴上げ型」でしたが、平成 22 年には 3.1 人と「騎馬戦型」とな

り、その 30年後の平成 52年（2040年）には 1.3人と、ほぼ１人が１人を支える

「肩車型」社会へと移行していくことが予想され、社会保障制度の持続可能性が

脅かされています。 

 

 

４ 人口減少への市民意識  

平成 27年に実施した「社会移動及び人口減少に関する意識調査3」の結果から、

「札幌市において人口減少が進むことへの将来の不安はありますか」という設問

に対する回答をみると、「あまり不安ではない」、「全く不安ではない」は全体の４

分の１であるのに対し、「非常に不安」、「まあまあ不安」は全体の５割を占めてい

ます。 

また、「札幌市は人

口減少問題にどのよ

うに取り組むべきか」

という設問に対して

は、５割以上の方が

「すぐに取り組むべ

き」と回答しており、

「次世代のために

徐々に取り組むべき」

を含めると、９割以上

                                              
3【社会移動及び人口減少に関する意識調査】 社会移動の状況や人口減少等に関する意識を把握するために市内在

住の 18歳以上の男女に対し実施した調査。調査概要は、資料編の各種調査参照。 

 

　どのように取り組むべきか　　　　　　　　　

＜資料＞　札幌市「社会移動及び人口減

　　　　少に関する意識調査」
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の市民の方が人口減少問題に取り組むべきと考えています。さらに、「人口減少に

対応するために札幌市において必要だと考える取組は何か」という設問に対する

回答をみると、「正規雇用化の推進などの雇用対策」が５割を超えて最も高く、以

下、「若い世代の就職支援」、「結婚、妊娠、出産、子育ての切れ目のない支援」、

「保育所整備などの子育て支援の充実」などと続いており、雇用対策や子育て支

援の充実を求めていることがわかります。 

  

＜資料＞　札幌市「社会移動及び人口減少に関する意識調査」

注：　複数回答である。
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第３章 札幌市の人口動態の考察 

 

 

１ 札幌市の自然動態の考察 

 

１ 自然動態（合計特殊出生率4）  

札幌市の平成 26 年の合計特殊出生

率は 1.16 で、これは都道府県で最も

低い東京都（1.15）と同水準となって

おり、札幌市の合計特殊出生率の低さ

がうかがえます。 

合計特殊出生率の算出に用いる年

齢別出生率を５歳階級別にみると、25

～39 歳の年齢層が上位の３つとなっ

ており、この年齢層の出生率が大きな

影響を与えています。 

全国と比較すると、札幌市は、全て

の年齢階級で全国を下回っています。

特に上位の３つを占める 25～39 歳で

全国を大きく下回っており、この年齢

層が札幌市の合計特殊出生率を低位

に留める要因になっていると考えら

れます。 

 

                                              
4【合計特殊出生率】 その年次の 15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が仮にその年

次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。 

 

全国、北海道、東京都及び札幌市の

＜資料＞　厚生労働省「人口動態統計」、札幌市

合計特殊出生率の推移　　　　　　
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 １ 札幌市の自然動態の考察 
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２ 合計特殊出生率 4が低位の原因（高い未婚率）  

日本では嫡出子が出生の 98％程

度を占めており、合計特殊出生率に

は、女性の婚姻の有無が大きな影響

を与えていると考えられます。 

そこで、年齢別出生率で上位の３

つとなっている 25～39歳の未婚率

の全国との格差をみると、他の年齢

層に比べて大きくなっています。こ

のように、出生率の高い年齢層にお

いて、全国と比べ未婚率が高いこと

が、札幌市の合計特殊出生率を押し

下げる大きな要因であると考えら

れます。 

 

 

３ 未婚者の結婚へのハードル  

平成 27 年に実施した「結婚及び

出産・育児に関する意識調査5」の

結果から、全国と比べ未婚率が高

くなっている 25～39 歳の未婚者の中で、「現在交際している人と（あるいは理想

的な相手が見つかった場合）一年以内に結婚するとしたら、何か障害になること

があると思いますか」との設問に対し、結婚に対し何らかの障害があると回答し

た方の結婚への最大の障害を具体的な内容別にみていきます。 

男性は、「結婚後の生活を維持していくための資金」が３割を超えて最も高く、

以下、「非正規で雇用が不安定」、「挙式の費用など結婚するための資金」と続いて 

                                              
5【結婚及び出産・育児に関する意識調査】 独身者の結婚や出産等に関する意識を把握するために市内在住の 18～

49歳の独身の男女に対し実施した調査。調査概要は、資料編の各種調査参照。 

 

注：　札幌市の未婚率から全国の未婚率を差し引いた数値。

＜資料＞　総務省「国勢調査」

との格差（平成22年10月１日現在）　 
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｜

39
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｜
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｜
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平成22年10月１日現在　

格 差

札 幌 市 全 国 札幌市－全国

28.6 23.3 5.3
20 ～ 24 歳 91.5 89.6 1.9
25 ～ 29 67.0 60.3 6.7
30 ～ 34 42.3 34.5 7.8
35 ～ 39 30.4 23.1 7.3
40 ～ 44 23.7 17.4 6.4
45 ～ 49 18.0 12.6 5.5

＜資料＞　総務省「国勢調査」

主な年齢別女性の未婚率の全国との格差

総 数

年 齢
未　婚　率（％）

平成26年　

北 海 道 東 京 都 札 幌 市 全 国 北海道－全国 東京都－全国 札幌市－全国

15 ～ 19 歳 0.02 0.01 0.02 0.02 △ 0.00 △ 0.01 △ 0.01
20 ～ 24 0.16 0.07 0.12 0.15 0.01 △ 0.08 △ 0.02
25 ～ 29 0.39 0.26 0.33 0.42 △ 0.03 △ 0.16 △ 0.09
30 ～ 34 0.43 0.43 0.41 0.50 △ 0.07 △ 0.07 △ 0.10
35 ～ 39 0.22 0.30 0.24 0.27 △ 0.05 0.02 △ 0.04
40 ～ 44 0.04 0.07 0.04 0.05 △ 0.01 0.02 △ 0.01
45 ～ 49 0.00 0.00 0.00 0.00 △ 0.00 0.00 △ 0.00
＜資料＞　厚生労働省「人口動態統計」、総務省「人口推計」、札幌市

年 齢 別 出 生 率 格 差
年 齢

北海道、東京都及び札幌市の女性の年齢別出生率の全国との格差
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　札幌市及び全国の完結出生児数及び

　女性の平均予定子ども数

完結出生児数

1.96

1.44

0 0.5 1.0 1.5 2.0

全 国

札幌市

（人）

います。 

女性は、「結婚後の生活を維持していくための資金」が男性同様最も高く、以下、

「健康上のこと」、「挙式の費用など結婚するための資金」と続いています。 

 

４ 合計特殊出生率 4が低位の原因（少ない完結出生児数6）  

合計特殊出生率に影響を与えるもう一つ

の要因として、結婚した後に夫婦で何人の

子どもを持つかがあげられます。 

そこで、「出産・育児に関する意識調査7」

の結果から完結出生児数をみると、札幌市

は 1.44 人で、国の出生動向基本調査によ

る全国の 1.96 人を大きく下回っており、

完結出生児数が少ないことが出生率を押

し下げていることがわかります。 

 

５ 夫婦の子どもについての考え方  

ここからは、完結出生児数が全国よりも

少なくなっている理由を、婚姻した女性が

実際に持つつもりの子ども数からみてい

きます。 

                                              
6【完結出生児数】 夫婦が結婚後、十分に時間が経過して、もはや子どもを生まなくなった時点の子ども数。わが

国の場合、結婚から 15年を経過すると追加出生がほとんどみられなくなるので、出生動向基本調査では結

婚持続期間 15～19年の夫婦の平均出生児数を完結出生児数としている。 
7【出産・育児に関する意識調査】 有配偶者の出産や育児等に関する意識を把握するために市内在住の 20～49歳の

有配偶の男女に対し実施した調査。調査概要は、資料編の各種調査参照。 

 

注：　現在交際している人と（あるいは理想的な相手が見つかった場合）、一年以内に結婚する場合に障害と考え

　　る理由の割合。

＜資料＞　札幌市「結婚及び出産・育児に関する意識調査」

25～39歳の男女別結婚への最大の障害の割合

男 女
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注：　完結出生児数の対象は札幌市は回答者が初婚、全

　　国は初婚どうしの夫婦(出生子ども数｢不詳｣を除く)｡ 

＜資料＞　国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本

　　　　調査」、札幌市「出産・育児に関する意識調査」

予定子ども数

2.07

1.87
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「出産・育児に関する意識調査 7」の結

果から、実際に持つつもりの子どもの数

である予定子ども数の平均をみると、札

幌市は 1.87人で、全国の 2.07人と比べ

ると 0.2人少なくなっています。 

札幌市の予定子ども数が全国と比べて

少ない理由を予定子ども数の人数別割

合からみると、１人以下は、全国は２割

を下回っているのに対し、札幌市は３割

を超えて高くなっている一方で、２人では、全国を 10ポイント以上下回っており、

このことが予定子ども数が全国よりも低い要因となっていると考えられます。 

 

６ 予定子ども数を実現できない場合の理由  

札幌市は、全国と比べて予定子ども数が少なくなっていますが、この予定子ど

も数を結果的に実現できないとした場合の理由別割合をみると、「収入が不安定な

こと」が最も高く、次いで、「年齢や健康上の理由で子どもが出来ないこと」とな

っており、ともに４割を超えています。 

全国と比べると、「収入が不安定なこと」は、札幌市が全国を大幅に上回ってい

ます。このことは、札幌市民は「収入が不安定なこと」を、予定子ども数を実現

できない場合の最大の理由として考えており、かつ、全国以上に心配しているこ

とがわかります。 

また、「年齢や健康上の理由」も全国同様に４割を超えて高くなっていますが、

これは、年齢が上がるにつれて出産に伴うリスクが上昇することや不妊に対する

心配などが影響しているものと考えられます。 

  

注：　複数回答である。全国は「不詳」を除いて算出している。今後１人以上の追加の子どもを持つつも

　　りの夫婦に、予定の子ども数を実現できないとしたときに考えられる理由の割合。対象は、札幌市は

　　回答者が初婚、全国は初婚どうしの夫婦。

＜資料＞　国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」、札幌市「出産・育児に関する意識調査」

札幌市及び全国の女性の予定子ども数を実現できない場合の理由別割合
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＜資料＞　国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本

　　　　調査」、札幌市「出産・育児に関する意識調査」

　　 札幌市及び全国の女性の予定
　　 子ども数の人数別割合
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２ 札幌市の社会動態の考察 

 

１ 社会動態の特徴  

住民基本台帳

より市外からの

転入超過数を道

内・道外別にみ

ると、道内との

関係は一貫して

転入超過となっ

ており、その規

模は平成 13 年

以降、１万～１

万３千人程度で

推移しています。 

道外との関係

は平成９年以降

一貫して転出超過が続いており、平成 20 年には昭和 50 年以降最大の転出超過と

なりました。その後、転出超過規模は縮小に転じ、平成 23年には東日本大震災の

影響により１千人を下回る規模にまで縮小しましたが、それ以降は緩やかに拡大

が続いています。 

このように、道内との関係は、一貫して転入超過、道外との関係は、平成９年

以降転出超過が続いていることがわかります。 

 

２ 年齢別移動状況  

平成 26年の道

内・道外別転入超

過数を年齢、男女

別にみると、道内

は、男女とも 15

～24歳で大幅な

転入超過となっ

ており、特に女性

の 20～24歳の転

入超過が目立っ

ています。 

道外は、男女と

も 20～29歳で大

男 女

注：　住民基本台帳による。日本人のみの数値である。

＜資料＞　札幌市

男女、道内・道外、年齢（５歳階級）別転入超過数（平成26年中）
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注：　住民基本台帳による。日本人のみの数値である。

＜資料＞　札幌市

道内・道外別転入超過数の推移（各年中）
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 ２ 札幌市の社会動態の考察 
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幅な転出超過となっており、転出先のほとんどの地域は首都圏8となっています。 

 

３ 主な理由別移動状況  

年齢別にみた際に、男女とも道外

に対して大幅な転出超過となった

20～29歳について、さらに、道内・

道外、男女、移動理由別にみていき

ます。 

道内で転入超過となっている移動

理由は、男性は、「結婚、離婚」、「親

族から独立」などが多いのに対し、

女性は、「就職」や「求職」など職業

的理由が多くなっています。 

道外で転出超過となっている移動

理由は、女性は、「結婚、離婚」が多

くなっています。男性は、「就職」が

多くなっており、これは、大学等を

卒業して道外企業に就職する人が多

いことによるものと考えられます。 

 

４ 大学・大学院卒業後の就職地  

20～29歳の道外への主な移動理由として「就職」や「結婚、離婚」があげられ

ますが、ここでは、男女ともに道外転出超過となっている「就職」について、こ

の年齢層が多く含まれると考えられ

る市内の大学・大学院の卒業者の卒業

後の就職地からみていきます。 

平成 26 年３月に市内の大学・大学

院を卒業した卒業者の就職地を文

系・理系9別にみると、道外を就職地

としている割合は、文系が３割を下回

っているのに対し、理系では５割以上

を占めています。 

文系・理系別卒業者をさらに男女別

                                              
8【首都圏】 ここでは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県を指す。 
9【文系・理系】 ここでは、文系は、人文科学系、社会科学系（未来デザイン学部を除く）、教育系、芸術系（芸術

学部）、その他（国際広報メディア研究科、国際広報メディア・観光学院）の各学科・専攻分野を指し、理

系は、理学系、工学系、農学系、保健系、家政系、社会科学系（未来デザイン学部）、芸術系（デザイン学

部）、その他（生命科学院、デザイン研究科）の各学科・専攻分野を指す。 

 

注：　住民基本台帳による転入・転出者数（日本人のみ）と「札幌

　　市人口移動実態調査」結果を用いて算出した推計値である。

＜資料＞　札幌市

　道内・道外、男女、移動理由別20～29歳の
　転入超過数（平成26年中）

　　道　内 　　道　外

家賃

改善

-2

-1

0

1

2

3

4

男 女
-2

-1

0

1

2

3

4

男 女

(千人) (千人)

転入

超過

転出

超過

通勤、

通学

改善

転職

転職

求職

入学
入学

結婚、

離婚

親族か

ら独立

親族

から

独立

その他

通勤、

通学

改善

結婚、

離婚
その他

求職

転勤

就職

就職

就職

入学

結婚、

離婚

転職

入学

求職

親族

との

同居

その他

親族

との

同居

その他
就職

注：　平成26年３月卒業者の数値である。

＜資料＞　市内各大学

　 文系・理系、就職地別就職者数の割合
　　　　　   （平成26年５月１日現在）
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にみると、男性で道外を就職地としている割合は、文系が３割に過ぎないのに対

し、理系は６割となっており、理系の半数以上が道外を就職地としていることが

わかります。また、女性で道外を就職地としている割合でも、理系が文系を 10

ポイント近く上回り、４割近くとなっています。 

このように、男性で理系の大学・大学院を卒業し、高い専門性を持った卒業者

の半数以上が、道外を就職地として札幌市から転出していることがうかがえます。 

 

５ 就職地に対する学生意識  

平成 27 年に実施した「地元就職促進施策検討調査10」の結果から、学生の道外

転出の背景となる希望就職地（既に就職先が決まっている方は予定就職地）をみ

ていきます。 

文系では、男女とも就職地として市内を希望する割合が７割近くとなっており、

特に男性では「札幌市内」または「札幌市以外の道内」を希望する割合が９割近

くを占め、地元就職志向が非常に高くなっています。理系で就職地として「札幌

市内」または「札幌市以外の道内」を希望する割合は、女性が７割以上、道外転

出が多い男性でも６割近くとなっています。 

                                              
10【地元就職促進施策検討調査】 就職に関する意識や希望等を把握するために市内 15大学に在籍する大学４年生

及び大学院修士２年生に対し実施した調査。調査概要は、資料編の各種調査参照。 

 

注：　希望就職地のうち、既に就職先が決まっている者は、予定就職地である。「首都圏」とは、埼玉県、

　　千葉県、東京都、神奈川県である。

＜資料＞　札幌市「地元就職促進施策検討調査」

文系・理系、男女、希望就職地別学生数の割合
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注：　平成26年３月卒業者の数値である。

＜資料＞　市内各大学

男

男女、文系・理系、就職地別就職者数の割合（平成26年５月１日現在）

女

48.5 14.7 36.8

0 20 40 60 80 100

理系

文系

（％） （％）

28.0

10.5

61.4

0 20 40 60 80 100

理系

文系
市内

46.3

道外

29.7

道内

24.0

市内

50.2

道内

22.9

道外

26.9



 
22 

このように、市内の学生は地元就職志向が強いものの、実際には道外の就職地

になる場合も多く、希望がかなえられていないことがうかがえます。 

 

６ 移動状況と性比11  

これまでの分析から、特に、若年

層において、男女の人口移動の傾向

が異なることがわかりましたが、こ

のことは札幌市の性別のバランスに

大きな影響を与えています。 

そこで、札幌市の性比をみると、

10歳代後半から 20 歳代後半にかけ

て低下する傾向がみられます。こう

した性比のゆがみは、女性の結婚機

会に影響を与えている可能性があり

ます。 

 

３ 将来人口に及ぼす自然増減の影響分析 

 

１ 札幌市の将来推計人口  

「札幌市まちづくり戦略ビジョン」策定時に推計した平成 47 年（2035年）ま

での推計を延長した将来推計人口（以下、「長期将来推計人口」という。）では、

札幌市の人口は、平成 22年の 191万人から、30年後の平成 52年（2040年）には

175万人、50年後の平成 72年（2060年）には 143万人になると推計されます。 

 

２ 合計特殊出生率 4が上昇すると仮定した場合  

ここで、将来人口に及ぼす自然増減の影響をみるため、合計特殊出生率が上昇

すると仮定した場合の推計を行います。 

・純移動率12の仮定は長期将来推計人口と同様とする。 

      想定１：合計特殊出生率が平成 42年（2030年）に 1.5（札幌市民の希望出生 
      率13）、平成 52年（2040年）に 1.8（国民の希望出生率）、平成 62年 
     （2050 年）に 2.07（人口置換水準14）まで上昇すると仮定。 

      想定２：想定１より 10年遅れて出生率が上昇する（合計特殊出生率が平成 

                                              
11【性比】 女性 100人に対する男性の数。  
12【純移動率】 ある地域の人口に対する他地域との転入超過数の割合。 
13【希望出生率】 若い世代の結婚や出産の希望が実現した場合の出生率。 
14【人口置換水準】 人口移動がない状況で人口が増加も減少もしない均衡した状態となる出生率の水準。 

 

（女＝100）

＜資料＞　総務省「国勢調査」

主な年齢別性比（平成22年10月１日現在）
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 52年（2040 年）に 1.5、平成 62年（2050年）に 1.8、平成 72年（2060年）
に 2.07まで上昇する）と仮定。 

想定１（平成 62 年（2050年）までに出生率が人口置換水準 14まで上昇する場

合）では、平成 52 年（2040年）に総人口が 185万人、平成 72年（2060年）に

169万人になると推計され、長期将来推計人口と比べて平成 72年（2060年）では

26万人多くなっています。 

また、想定２（想定１より 10年遅れて出生率が上昇する場合）では、平成 52

年（2040年）に 181 万人、平成 72年（2060 年）に 161万人になると推計され、

想定１と比べて平成 72年（2060年）では８万人少なくなっています。 

  

 （万人）

＜資料＞　総務省「国勢調査」、札幌市

将来推計人口の比較
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第４章  目指すべき札幌の将来 

 

 

１ 現状から導き出される将来  

自然動態では死亡数の増加と出生数の減少により、今後、自然減は拡大するこ

とが予想されます。また、社会動態では、転入超過となっているものの、若年層

は道外、特に首都圏 8に対して、転出が転入を上回る転出超過となっており、札

幌市における課題であると考えられます。 

これらのことから、札幌市において、戦後一貫して増加を続けていた人口は、

ここ数年のうちに減少に転じるものと推計されています。 

 

２ 目指すべき将来 ～札幌市の基本的方針～  

これまでの考察から、以下の２点を札幌市における基本的方針とします。 

  

「結婚や出産を望む市民の希望がかなえられる社会の実現を目指す」 

札幌市が独自に行った意識調査により算出した希望出生率 13は 1.5となって

いるのに対し、合計特殊出生率 4は 1.16 であることから、市民の希望をかなえ

ることによって、合計特殊出生率を上昇させることは可能であると考えられま

す。 

そのために、安心して働ける環境づくりを進め、社会全体で子育て支援をす

ることで、結婚や出産を望む市民の希望がかなえられる社会の実現を目指しま

す。 

 

「地域に定着できる環境づくりを進める」 

札幌市は 20歳代の首都圏への転出超過が顕著であり、移動理由としては主に

「就職」や「転職」など、職業に関することがあげられています。 

このことから、20歳代の若年層を中心とする人口流出を抑制し、道外からの

人口流入を促進するために、安定した雇用の場を創出するとともに、北海道・

札幌経済の成長分野を振興して地域を活性化させ、活力ある社会を形成するこ

とで地域に定着できる環境づくりを進めます。 

 

  

第 4章 目指すべき札幌の将来 
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総合戦略編 

 

第１章 総合戦略編の策定に当たって 

第２章 基本目標 

 基本目標１ 安定した雇用を生み出す 

  (1) 札幌市産業の競争力強化【分野別】 

  (2) 札幌市産業を支える基盤づくり【業種横断的】 

  (3) 地域が必要とする人材の育成・定着 

 基本目標２ 結婚・出産・子育てを支える環境づくり 

  (1) 結婚・出産・子育ての切れ目のない支援 

  (2) 子どもへの支援の充実 

  (3) 子育てを支える社会の形成 

第３章 未来創生アクション 

第４章 プラン推進に当たって 

第５章 主要事業一覧 
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第１章 総合戦略編の策定に当たって 

 

＜策定に当たっての考え方＞ 

「人口ビジョン編」で示した札幌市の人口の長期的な見通しのとおり、合計

特殊出生率 4が早く向上すればするほど、将来人口に与える効果は大きいことが

わかります。 

そこで、「総合戦略編」では、「人口ビジョン編」に掲げた目指すべき将来で

ある「結婚や出産を望む市民の希望がかなえられる社会」及び「地域に定着で

きる環境」の実現に向けて、平成 27 年度から平成 31 年度までの５か年の基本

目標や施策とＫＰＩ（重要業績評価指標）を示します。 

 

＜総合戦略の枠組み＞ 

(1) 基本目標 

目指すべき将来の実現に向け、２つの基本目標とそれぞれに３つの施策の柱

を設け、様々な具体的な施策を幅広く提示します。 

 

(2) 未来創生アクション 

「さっぽろ」の未来をつくる重要な５つのテーマを設定し、特に関連性のあ

る施策群を示します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総合戦略編の策定に当たって 

 

≪基本目標１≫ 

安定した雇用を生み出す 
 

(1) 札幌市産業の競争力強化【分野別】  

(2) 

(3) 地域が必要とする人材の育成・定着 

≪基本目標２≫ 

結婚・出産・子育てを支える環境づくり 
 

(1) 結婚・出産・子育ての切れ目のない支援 

(2) 子どもへの支援の充実 

(3) 子育てを支える社会の形成 

 ≪未来創生アクション≫ 

グローバル展開 まちの魅力アップ 若者の希望実現 

安心子育て 人材の育成 

※施策の柱ごとにＫＰＩを設定 
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＜基本目標の設定＞ 

「低い合計特殊出生率 4」と「道外への転出超過」を改善するためには、「安定

した雇用を生み出すことで、経済的な不安を軽減し、市民がより安心して子ども

を生み育てることができる環境をつくり、子どもが増え地域が活性化することで

経済も活性化し、さらなる雇用の創出につながる」という、市民が明るい未来を

描くことができる好循環を実現することが必要です。 

そこで「総合戦略編」では、好循環の実現に必要不可欠な「安定した雇用を生

み出す」ことと、好循環を促進する「結婚・出産・子育てを支える環境づくり」

を目指すべき将来の実現に向けた基本目標とし、その達成度を計る「数値目標」

を設定します。 

 

 

  ≪基本目標１≫ 安定した雇用を生み出す 

  ≪基本目標２≫ 結婚・出産・子育てを支える環境づくり 

 

 

指標 現状値 目標値 

(1) 合計特殊出生率 
1.16 

(平成 26年) 

1.36 

（平成 31年） 

(2) 20～29歳の道外への転出超過数 
2,637人 

(平成 26年) 

1,300人 

（平成 31年） 

 

(1) 合計特殊出生率 

「人口ビジョン編」において、合計特殊出生率が平成 42 年（2030 年）に市

民の希望出生率 13である 1.5 まで上昇する場合の長期的な人口の見通しを推計

しています。「総合戦略編」では、結婚や出産に係る個人の自己決定権を尊重し

ながら、平成 42 年（2030 年）までに合計特殊出生率を 1.5 まで上昇させるこ

とを目指します。その過程として、平成 31 年（2019年）には、平成 15年以降

14,000人台で推移してきた年間出生数を、15,000人台にまで上昇させることを

目指して数値目標を設定します。 

 

(2) 道外への転出超過数 

札幌市における平成 26 年の 20～29 歳の道外への転出超過数は、2,637 人と

なっています。 

  10年後の平成 36 年（2024年）に道外への転出超過数を０人とし、道外への転

出と道外からの転入を均衡させることを目指します。その過程として、平成 31

年（2019年）には、転出超過数を半減させる数値目標を設定します。 

 数値目標 

 基本目標 
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第２章 基本目標 

 

 

基本目標１ 安定した雇用を生み出す 

 

＜現状と課題＞ 

  札幌市の合計特殊出生率 4 は、全国の中でも低水準にありますが、これは雇

用形態や収入など経済面での不安が大きな障害となり、未婚率が高く、夫婦間

の出産数が少なくなっていることが要因と考えられます。 

社会動態では、男女とも 20～29歳の年齢層が首都圏 8に対して大幅に転出超

過となっており、特に男性の多くは「就職」を理由としていますが、市内大学

生の地元就職志向は強く、希望がかなえられていないことがうかがえます。 

そこで、雇用情勢をみると、景気回復により確実に改善しているものの、有

効求人倍率は依然として職種によってばらつきがあり、求人企業と求職者の 

ニーズが一致していない雇用のミスマッチが続いています。 

雇用形態では、正規雇用の割合が他の産業に比べて低い「宿泊業・飲食サー

ビス業」や「卸売業・小売業」が、札幌市産業の中でも従業者数が多くなって

います。 

 

＜施策の方向性＞ 

「安定した雇用を生み出す」ためには、雇用形態や賃金、やりがいなど「雇

用の質」と、希望する職種・地域で働くことができる「雇用の量」を確保・拡

大できるよう、多様で活発な経済活動を通じて、都市の活力を向上させ、社会

経済情勢の変化に対応できる足腰の強い経済基盤を確立することが不可欠で

す。 

札幌市経済の活性化に当たり、競争力のある魅力的な地場産業を育成するた

め、札幌市の成長をけん引する分野である「観光」「食」「環境」「健康・福祉」

を重点的に振興していくことが必要です。 

また、経済基盤の確立に向けては、地域の潜在的な可能性を引き出すため、

業種にかかわらず、意欲的・創造的な個人や企業がより活動しやすい環境を整

えることが重要です。 

さらに、地域で働きたいと考える若者をはじめ、「適材」が「適所」で安心し

て働き続けることができるよう、地域内外から企業を支える「源」である人材

を確保・育成することが重要です。 

第２章 基本目標 

 ≪基本目標１≫ 安定した雇用を生み出す 
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(1) 札幌市産業の競争力強化【分野別】 

 

札幌市の成長をけん引し、様々な産業への波及が期待できる分野である、北

海道・札幌ならではの強みの「観光」と「食」に加え、需要の拡大が見込まれ、

理系人材の受け皿ともなり得る「環境」や「健康・福祉」において、地域の特

性を最大限に生かしながら、一層の高度化を図り、札幌市産業全体の競争力強

化につなげます。 

 

 

                                              
15【ＭＩＣＥ】 多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称。Meeting（会議・セミナー）、Incentive 

Travel(Tour)（企業報奨・研修旅行）、Convention（大会・学会・国際会議）、Exhibition（イベント・展

示会・見本市）の頭文字をとったもの。 
16【地域スポーツコミッション】 大会誘致によるスポーツ振興や観光振興、地域経済の活性化を目指して、地方公共団

体、民間企業、スポーツ団体等により構成される地域レベルの連携組織で、①国際スポーツ大会等のスポ

ーツ関連イベントの誘致、②スポーツ合宿、会議の誘致、③大会開催、合宿等に対する協力、支援等を行

う。 

 

 

● 外国人観光客の受入体制整備 

  急増するインバウンド消費を取り込むため、Ｗｉ－Ｆｉ環境を充実し、観光

情報発信力を強化するとともに、観光情報サイトや観光案内サインなどの多言

語表示を進めるほか、外国人富裕層等に向けた客室グレードアップといった宿

泊施設の増改築等への支援や、急増する宿泊需要への対応策の検討など受入環

境の改善に取り組みます。 

  また、アジア各国への誘客プロモーションを強化するほか、北海道と連携し、

新千歳空港への海外直行便誘致に取り組み、海外航空会社等にトップセールス

団を派遣します。 

 

● ＭＩＣＥ15誘致の強化 

直接的・間接的な経済波及効果や札幌の国際知名度の向上を図るため、札幌

の強みを生かしたＭＩＣＥの誘致戦略を展開するとともに、誘致や開催支援を

担う体制を強化します。 

また、大規模な国際会議等を積極的に誘致するため、新たなＭＩＣＥ施設の

整備について検討します。 

 

● スポーツイベント等の積極的な誘致・開催 

スポーツイベント等の誘致を戦略的に行う専門組織である地域スポーツコ 

ミッション16を設立し、国際競技大会といったスポーツイベント等を積極的に誘

致・開催します。 

 

(1) 札幌市産業の競争力強化【分野別】 

① 国内外の需要を積極的に取り込む観光・ＭＩＣＥの振興 

 施 策 （主要事業は 62ページから 66ページに記載） 
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 ● ６次産業17の活性化 

道産品の付加価値を向上させるため、札幌市内における食品製造業の集積を

生かし、道内１次産業者と市内の２・３次産業者が連携した商品開発を支援し

ます。 

 

● 食関連企業等の海外展開の推進 

食関連企業等の輸出拡大を図るため、海外市場ニーズに適合した商品開発か

ら海外物産展・展示会への出展等による販路拡大までを一貫して支援するとと

もに、道内商社を活用し、中国やＡＳＥＡＮをはじめとした有望市場への展開

を支援します。 

                                              
17【６次産業】 第１次産業、第２次産業、第３次産業を融合させ、農水畜産物等に新たな付加価値を生み出そうと

する考え方を表す用語。１×２×３＝６であることに由来する。 

● 札幌の魅力資源の積極活用 

国内外からの集客力を高めるため、「雪まつり」や「オータムフェスト」、「ホ

ワイトイルミネーション」など札幌ならではの観光イベントを充実させるとと

もに、定山渓をはじめとした集客交流拠点や円山動物園の魅力向上に取り組み

ます。 

 

● 文化芸術を生かした誘客機会の創出 

  観光客誘致の多様な機会を創出するため、「パシフィック・ミュージック・ 

 フェスティバル」や「国際芸術祭」をはじめとした文化芸術イベントを継続開

催するとともに、「時計台」や「豊平館」などの歴史的な文化資産を有効活用す

るほか、「札幌コンサートホール Kitara」や「札幌芸術の森」、「札幌市民交流プ

ラザ（平成 30 年度供用開始予定）」などにおいて、文化芸術活動の充実を図り

ます。 

 

● 観光客の満足度向上 

  観光客の満足度を高めるため、観光情報サイトの充実や観光案内所の機能拡

充に加え、路面電車の利便性向上に取り組むほか、中心市街地における観光バ

スの危険・迷惑な駐停車の減少に向けて、乗降者スペースの確保などに取り組

みます。 

 

● 広域連携による一体的な観光振興 

  観光資源を相互に結び付け、地域の魅力を相乗的に高めるため、道内市町村

と連携し、首都圏 8をはじめ、道内外に向けて北海道・札幌の魅力を一体的に発

信するとともに、周遊促進に向けた取組を展開します。 

② 食の魅力を生かした産業の高度化 
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また、札幌に集積する外食産業等の海外展開を支援し、経営基盤の強化と「食」

をはじめとする札幌の認知度向上を図ります。 

 

● 商品の安全性・製造品質の向上 

食関連企業の国内外での競争力を高めるため、食品・食素材の機能性に係る科

学的データの取得や、品質管理認証制度の取得を支援します。 

 

 

 

 ● 技術開発支援などによる環境産業の競争力強化 

積雪寒冷地関連技術など、札幌の特性を生かした技術を磨き上げることによ

り、市内外における環境・エネルギーの技術・製品等への需要を取り込むため、

市内企業が行う環境・エネルギー分野の技術・製品・システム開発を支援しま

す。 

 

● 次世代エネルギーシステムなどの普及啓発 

低炭素社会の実現と、環境・エネルギー分野の技術等に対する需要の拡大に 

向けて、市民や企業に対し、札幌版次世代住宅や太陽光発電、家庭用燃料電池

に加えて「札幌版省エネ技術」などの次世代エネルギーシステムの導入を支援

します。 

  

● 環境負荷低減に配慮した新たなまちづくり 

低炭素社会の実現に向けた持続可能なまちづくりを進めるため、既存の熱供

給基盤や札幌に集積する大学等が持つ知的資源、地元企業が持つ技術など、札

幌の特性を生かした世界に誇れる環境・エネルギーシステムを導入したスマー

トコミュニティ18の構築について検討します。  

 

 

 

 ● 健康・医療・バイオ関連企業や研究機関の誘致促進 

理系人材の受け皿とするため、北海道や周辺市町村と連携して、健康・医療・

バイオ関連企業や研究機関の誘致に積極的に取り組みます。 

 

● 産学官連携による健康関連産業の競争力強化 

健康増進や予防医療等の需要の高まりを踏まえ、先進的な研究・技術を生か

した健康関連産業の創出・拡大に向け、食・健康分野の産学官連携による研究

開発や、研究シーズのビジネス化を支援します。 

                                              
18【スマートコミュニティ】 電力、水、交通・物流、医療、情報など、あらゆるインフラの統合的な管理・最適制御を

実現した次世代のコミュニティ。 

③ エネルギー転換に対応した環境産業の創出・振興 

④ 需要が高まる健康・福祉産業の育成 
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 ● 医療を切り口にした産学官の連携強化 

   急拡大が見込まれる医療・介護需要の高まりを踏まえ、研究機関や医療機関

が集積する札幌の強みを生かし、民間企業等とも連携しながら、医療を切り口

にした新たな産業集積の形成に向けた検討を行います。 

 

 

 

 

指標 現状値 目標値 

観光地としての総合満足度 

（「満足」と回答した人の割合） 

23.0％ 

（平成 26年度） 

36.1％ 

（平成 31年度） 

札幌市内での総観光消費額 
4,293 億円 

（平成 26年度） 

4,414 億円 

（平成 31年度） 

年間来客数 
1,342 万人 

（平成 26年度） 

1,441 万人 

（平成 31年度） 

国際会議の開催件数 
86 件 

（平成 25年度） 

108 件 

（平成 31年度） 

食料品製造業の製造品出荷額 
2,150 億円 

（平成 25年度） 

2,314 億円 

（平成 31年度） 

食料品製造業の粗付加価値額 
889 億円 

（平成 25年度） 

927億円 

（平成 31年度） 

大学発ベンチャー企業数（環境・エネルギー） 
16 社 

（平成 24年度） 

27社 

（平成 31年度） 

バイオ産業19の売上高 
332 億円 

（平成 25年度） 

617億円 

（平成 31年度） 

 

  

                                              
19【バイオ産業】 バイオテクノロジー技術を応用して商品開発を行う産業。 

 ＫＰＩ（重要業績評価指標） 
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(2) 札幌市産業を支える基盤づくり【業種横断的】 

 

 

  札幌市産業全体の底上げを図るとともに、様々な産業の高度化・高付加価値

化を促進し、新たな価値の創出や国内外への販売力を強化することで、業種横

断的に企業の活動を支えます。 

 

 

● 資金面での中小企業の下支え 

  地域の雇用を支える中小企業を振興するため、ノウハウやネットワークを

持つ地域の金融機関と連携して、運転資金や設備資金等の事業活動に必要な

資金を供給します。 

 

● 経営相談の充実 

市内中小企業の経営基盤の強化や経営革新、創業の促進を図るため、経営

や融資、創業等に関する相談業務等を実施します。 

 

● 中小企業の活性化 

中小企業の競争力を向上させるため、各々の市内企業の強みが生きるマッ

チングにより、企業間連携を促進するとともに、新製品や新技術開発などを

支援します。 

 

 

 

● ＩＴを活用した他産業の付加価値創出 

札幌に集積するＩＴ企業の市場を開拓するとともに、市内企業によるＩＴ

を活用した新製品やサービスの創出を図るため、モデルとなる事例の創出支

援や普及啓発、マッチング支援など市内ＩＴ企業と他産業の企業との連携を

促進します。 

 

● クリエイティブ産業の振興を通じた付加価値創出  

  コンテンツ（映像・音楽・ゲーム・アニメなど）やデザイン、ファッショ

ンといったクリエイティブ産業の振興を通じた付加価値を創出するため、次

代の新たな産業の担い手を発掘・育成するとともに、産学官連携によるメ 

 ディアミックスイベントを支援するなど、「観光」や「食」といった他産業と

の連携を促進します。 

(2) 札幌市産業を支える基盤づくり【業種横断的】 

① 札幌市経済を支える企業の基盤強化 

② 競争力を高める付加価値の創出 

 施 策 （主要事業は 67ページから 70ページに記載） 
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● 積極的な企業誘致の展開 

経済を活性化させ、新たな雇用を創出するため、災害が少ないといった札

幌の優位性を生かし、周辺市町村とも連携して、本社機能移転をはじめとし

た企業誘致に積極的に取り組みます。 

 

● 創業しやすい環境づくり 

地域に新たなビジネスや雇用の場を創出し、地域経済の活性化につなげる

ため、起業講座の開催や起業家の表彰など創業マインドの向上に向けた取組

や、販路拡大やマーケティングなどの総合的な経営支援を行うほか、地域コ

ミュニティの活性化にもつながるよう空き店舗を活用した起業を支援しま

す。 

 

 

 

● 食関連企業等の海外展開の推進≪再掲≫ 

食関連企業等の輸出拡大を図るため、海外市場ニーズに適合した商品開発

から海外物産展・展示会への出展等による販路拡大までを一貫して支援する

とともに、道内商社を活用し、中国やＡＳＥＡＮをはじめとした有望市場へ

の展開を支援します。 

また、札幌に集積する外食産業等の海外展開を支援し、経営基盤の強化と

「食」をはじめとする札幌の認知度向上を図ります。 

 

● 海外拠点の強化 

企業の海外展開を促進するため、経済・観光の一大市場である中国の現地

事務所を有効活用するほか、企業のニーズが高い香港や台湾にコーディネー

ター21を配置します。 

 

 

                                              
20【ＳＮＳ】 ソーシャル・ネットワーキング・サービス。インターネット上でのメッセージのやり取りなどを通じて、  

   人と人との交流を広げていくサービス。  
21【コーディネーター】 物事の調整・まとめ役。 

● ＩＴの積極的な活用による戦略的な地域活性化 

  スマートフォンの普及やＳＮＳ20（ソーシャル・ネットワーキング・サー

ビス）の発展など、市民を取り巻く情報通信環境の急速な変化に対応し、Ｉ

Ｔの利活用を進めることで、様々な分野の産業振興や市民の暮らしの利便性

向上を図る総合的な計画を策定します。 

 

③ 新たな企業の誘致・創出 

④ 国内外への販路拡大の推進 
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● 海外への戦略的な情報発信 

効果的・効率的に海外展開するため、インドネシアやベトナムをはじめと

したアジア各国に対し、札幌の認知度や好感度を高めるシティプロモートを

推進します。 

 

● 道内連携による販路拡大 

札幌の都市機能22を活用し北海道経済を活性化するため、札幌に集積する 

卸売業と道内現地メーカーとのマッチングを行うなど、道内連携による販路

拡大を支援します。 

 

 

 

● 新幹線や道路網の整備推進 

ヒトの流れを活性化し、経済効果を道内・市内に循環させるため、北海道新

幹線札幌延伸の早期実現を目指し、関係機関と連携した建設事業の円滑な推進

に向けた調整や、情報発信による機運醸成を積極的に図るほか、都心と高速道

路間のアクセス強化に向けた検討を進めます。 

 

● 物流・交流拠点の高度利用の推進 

道内・市内への物流循環を活性化するため、道央圏の重要な物流拠点であ

る大谷地流通業務団地の高度化・効率化の検討を支援します。 

また、道内外からのアクセス性を高め、ヒトやモノなどの流れを加速させ

るため、広域的な連携による航空路線の拡充促進や関係団体との協働による

プロモーションなどを通じて、丘珠空港の利用を促進します。 

   

● 札幌の顔にふさわしい都心の形成 

国内外の観光客・ビジネスパーソンを惹きつける集客交流都市として、札

幌駅周辺の再整備をはじめとした都市機能の充実・強化を図るとともに、札

幌市北３条広場・札幌駅前通地下広場などの広場空間や、道路空間などの地

上地下の公共空間を活用したにぎわい創出を図ります。 

 

● 民間活力を導入した都心整備 

都心にふさわしい土地の高度利用や都市機能の更新を図るため、北１西１

地区をはじめとした市街地再開発事業を推進するほか、優良な民間開発を誘

導します。 

 

 

                                              
22【札幌の都市機能】 ここでは、業務、商業、居住、工業、交通、政治、行政、教育などの諸活動によって担われ 

   る都市の持つ種々の働きのことをいう。 

⑤ 交通ネットワークの充実と道都・札幌の都心の魅力づくり 
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● 都心商業の活性化 

都心の商業地の魅力を高めるため、遊休不動産の利活用促進や回遊性の向

上に向けた事業などに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              
23【グローバル化】 ヒト、モノ、カネ、情報の国境を越えた移動が地球規模で盛んになり、政治や経済など様々な    

   分野での境界線がなくなることで、相互依存の関係が深まっていく現象。 

指標 現状値 目標値 

新製品・新技術の開発や新分野進出に取り組むと

答える企業の割合 

56.7％ 

（平成26年度） 

70.0％ 

（平成31年度） 

ＩＴ・コンテンツを活用して高付加価値をつけよ

うと思っている企業の割合 

14.0％ 

（平成26年度） 

18.2％ 

（平成31年度） 

誘致施策を活用した立地企業数（累計） 
111社 

（平成26年度） 

160 社 

（平成31年度） 

開業率 
7.3％ 

（平成24年度） 

7.3％ 

（平成31年度） 

グローバル化23への取組を行っている企業の割合 
12.3％ 

（平成26年度） 

37.5％ 

（平成31年度） 

札幌を含めた広域経済圏の輸出額 
3,072 億円 

（平成26年度） 

3,143 億円 

（平成31年度） 

 ＫＰＩ（重要業績評価指標） 
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(3) 地域が必要とする人材の育成・定着 

 

 

企業を支える源は「人」であるとの認識の下、地域が必要とする人材を育成

するとともに、首都圏 8から人材を還流させる新たな人の流れをつくります。 

また、若者や女性の就労の不安を軽減し、将来にわたり安心して活躍できる

環境づくりに取り組むとともに、高齢者が、豊富な経験や知識を生かしながら

働き続け、あるいは、まちづくりの担い手となり、サービスを受ける側だけで

はなく、サービスを提供する側となって社会に貢献できるよう環境を整えるな

ど、誰もが生涯現役として輝き続ける街の実現を目指します。 

 

 

 

 

● 各分野の担い手育成 

担い手不足に対応するため、建設、介護、保育、観光バスドライバーなど、

業種に応じた情報提供やマッチング、各種の助成などを行い、企業が求める人

材の育成・確保を行います。 

 

● グローバル人材の育成 

若者の国際感覚を醸成するとともに、進路の選択肢を広げるため、高校生や

大学生に対し国際理解教育及び留学支援を行います。 

 

● グローバル人材の誘致・定着 

  大学や地域における国際化を促進するとともに、企業が求めるグローバル人

材を確保するため、外国人留学生の誘致を進め、企業への就業支援を行います。 

 

● おもてなしなど外国人対応力の向上 

  外国人観光客の著しい増加に対応し、来札者の満足度を向上させるため、観

光従事者を対象とした外国語コミュニケーション講座の開催を支援するほか、

おもてなし意識を醸成するキャンペーンの実施や、事業者・観光ボランティア

のスキルアップを図ります。 

 

● 大学と連携した地域の担い手養成・定着 

地域を活性化する人材を集積させるため、それぞれ強みを持つ道内の複数大

学や民間企業と連携・協力して、魅力ある就職先を創出するとともに、地域が

求める人材を養成します。 

 

(3) 地域が必要とする人材の育成・定着 

 施 策 

① 産業を支える人づくり 

（主要事業は 70ページから 72ページに記載） 
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24【ＵＩＪターン】 大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称。Ｕターンは出身地に戻る形態、Ｊターンは出身地

の近くの地方都市に移住する形態、Ｉターンは出身地以外の地方へ移住する形態を指す。 
25【あいワーク】 ハローワークと札幌市が協力して運営する就職に関する相談窓口。 

 

 

● 札幌圏への移住・定住の促進 

  生産年齢人口をはじめとした様々な人材の還流につなげるため、北海道や

周辺市町村と連携して、首都圏 8へのＰＲを行います。 

 

● 首都圏大学からの人材の還流創出 

就職を機会とした新しい人の流れをつくるため、首都圏の大学生に対し、

地域や地域企業の魅力を伝えるほか、雇用と結び付ける機会を創出します。 

 

● 首都圏からのＵＩＪターン24促進 

即戦力となる経験者の不足に対応するため、ＩＴ産業などの技術・経験の

ある人材のＵＩＪターンの促進を図ります。 

   

 

 

● 正社員就職の促進 

  若者が地元で安定した就労ができるよう、正社員就職や定着に向けたきめ

細かい支援を行うとともに、企業に対して採用力や人材育成力の強化を支援

するなど、経済団体と連携し、企業の正規雇用化に向けた取組を促します。 

  また、正社員転換や待遇改善の機運を高めるため、「北海道働き方改革・雇

用環境改善推進会議」等において、国や北海道、経済団体、労働団体と連携

を進めていきます。 

 

● 就業機会の創出 

  地元企業への就業機会を創出するため、市内全区で就業相談・職業紹介を

実施するとともに、合同企業説明会を開催するほか、大学や経済団体と連携

し、市内に就職を希望する学生に対して魅力ある市内企業の情報を効果的に

伝えます。 

 

● 高齢者の活躍の促進 

  高齢者の社会参加を促進するため、「就業サポートセンター」や「あいワー

ク25」におけるセミナーや求人開拓による就業支援を行うほか、生涯現役社会

の実現につながる社会参加支援策を検討します。 

 

 

③ 安心して働ける環境づくり 

② 人材の還流を創出 
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指標 現状値 目標値 

医療・福祉産業の従業者数 
105,642人 

（平成24年度） 

120,000人 

（平成31年度） 

クリエイティブ産業の従事者数 
33,947 人 

（平成24年度） 

38,630 人 

（平成31年度） 

20～29歳の首都圏 8からの転入者数 
3,427 人 

（平成 26年） 

4,000 人 

（平成 31年） 

市内新規学卒者の道内就職割合 
60.5％ 

（平成26年度） 

65.0％ 

（平成31年度） 

 

 

 

 

 

 

  

● 女性の活躍の推進 

    女性が能力を存分に発揮できる環境をさらに整えていくため、女性の起業

や経営に関する相談支援を行うほか、子育て女性向けに再就職セミナーを開

催し、求職活動を支援します。 

 

 ＫＰＩ（重要業績評価指標） 
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基本目標２ 結婚・出産・子育てを支える環境づくり 

 

＜現状と課題＞ 

  札幌市は未婚率が高く、かつ夫婦間の出生数が少ない状態にあります。札幌

市が実施した意識調査結果によると、現在独身でいる理由としては、「適当な相

手にまだめぐり会わない」ことが男性も女性も高い割合であげられているとと

もに、市民が子育てに対して経済的、体力的、精神的な負担を感じていること

もうかがえます。 

  また、子どもの成長については、核家族化の進行、地域のつながりの希薄化

などによる家庭や地域における教育力の低下が指摘されていることから、子ど

もが健やかに育つ環境づくりが求められています。 

  さらに、男性も女性も労働が長時間にわたり、仕事と育児の両立が難しく 

 なっていることから、やむを得ず、仕事を辞めた女性も少なくありません。こ

うした仕事と生活の調和のとれない状況も少子化の原因の一つになっていると

考えられます。 

 

＜施策の方向性＞ 

市民の結婚、出産、子育てに係る不安・負担を軽減し、希望をかなえるため

には、女性をはじめ個人の自己決定権を尊重しつつ、個々人の状況に応じて適

切な支援を切れ目なく行うことが重要です。 

子どもが健やかに成長していくためには、子どもの権利を尊重しながら、学

習支援に加え、様々な体験活動を量的にも、質的にも充実させることが必要で

す。 

仕事と暮らしの調和した子育てしやすい環境を整えるためには、誰もが結婚、

出産、子ども・子育てを大切にするという意識を共有し、子育て家庭等を社会

全体で支援することが必要です。 

 

  

 ≪基本目標２≫ 結婚・出産・子育てを支える環境づくり 
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(1) 結婚・出産・子育ての切れ目のない支援 

 

 

 安心して子どもを生み育てる環境をつくるためには、結婚・出産・子育ての

各段階に応じてきめ細かい支援を行う必要があります。 

結婚期においては、男女の出会いの機会の充実や希望する人数の子どもをも

うけることができるライフプラン26を構築するための支援、出産期においては、

安全かつ安心して妊娠・出産できる環境整備、子育て期においては、障がいの

あるなしにかかわらず全ての子どもを持つ家庭を対象に、多様な保育サービス

等を利用できる環境の整備や経済的負担の軽減による子育て支援を実施します。 

 

 

 

 

 

● 産前・産後ケア27の充実 

  女性がより健やかに妊娠期を過ごし、安心して子どもを生み育てられるよう

にするため、初妊婦への家庭訪問を実施するとともに、産後の母体ケアや乳児

ケアを宿泊・日帰りで実施するなど、妊娠期からの切れ目のない支援体制の充

実強化を図ります。 

 

 

                                              
26【ライフプラン】 自分らしく幸せに生きるための人生設計。 
27【産前・産後ケア】 妊産婦などに対する相談支援や産後の母子に対する心身のケア。 

 

  

● 結婚に関する情報提供の充実 

  結婚を考えている方を支援するため、北海道と連携して、結婚支援情報の発

信強化を図ります。 

 

● 男女の出会いの場の創出 

  結婚を望む方の出会いの機会の充実を図るため、独身の方を対象とした男女

の出会いの場を創出します。 

 

● ライフプランの実現支援 

   結婚や出産を含め、仕事と暮らしの調和したライフプランを実現できるよう、

様々な支援を行います。 

 

(1) 結婚・出産・子育ての切れ目のない支援 

 

② 妊娠期から子育て期までの支援 

① 結婚の希望をかなえる支援 

 施 策 （主要事業は 73ページから 75ページに記載） 
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● 健診・相談の充実 

子どもの健やかな発育を支援するため、初めて子どもを持った方への育児に

関する講座等を実施するほか、乳幼児の健診と発達相談の充実を図ります。 

 

● 産婦人科の救急医療相談体制の拡充 

  夜間・早朝の産婦人科領域の相談に応じ、適切な医療につなげるため、産婦

人科救急相談電話の対応時間を拡充します。 

 

● 不妊に悩む方への支援 

  不妊に悩む方の経済的・精神的負担の軽減を図るため、特定不妊治療費の一部

助成及び不妊に関する相談・情報提供を行います。 

 

 

 

● 保育施設等の整備 

待機児童を解消するため、認可保育所・認定こども園の整備や小規模保育事業

等の追加整備を行い、保育ニーズの高い低年齢児をはじめとした保育定員を拡大

します。 

 

● 子育て支援施設の整備 

子育て支援施設を充実させるため、区保育・子育て支援センター（ちあふる）

の全区設置を進めるほか、都心部に常設の子育てサロンを設置します。 

 

● 子育て支援のネットワークづくりの推進 

子育て支援を充実させるため、子育て支援総合センター等を拠点として、関係

機関とのネットワークづくりを進めるほか、子どもの預かりの支援を受けたい人

とそれを援助したい人の会員組織を運営し、子育て支援活動を推進します。 

 

● 多様な保育サービスの提供 

保護者の就労形態の多様化などを反映し、様々な保育ニーズに対応するため、

保育時間を延長する延長保育や休日保育、夜間保育を実施するほか、一時預かり

を実施する幼稚園等や病気回復期の児童を一時的に保育する施設を拡大します。 

 

● 子育て世帯の経済的負担の軽減 

  子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、第３子以降の保育料を無料として

いることに加えて、３歳未満の第２子の保育料を無料化するとともに、就学前児

童の入院・通院と小・中学生の入院を助成対象としている子ども医療費助成につ

いて、小学１年生の通院まで対象を拡充します。 

 

③ 子育て支援の充実 
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● 子育て世帯に対する住宅支援 

   安心して子どもを生み育てることのできる居住環境づくりのため、子育て世

帯を対象とした市営住宅の整備や住み替え支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

指標 現状値 目標値 

子どもを生み育てやすい環境だと思う市民

の割合 

59.8％ 

（平成 26年度） 

75.0％ 

（平成 31年度） 

妊娠・出産や子育ての悩みについて相談相手

や情報収集手段があり、相談等により不安や

負担が軽減されている人の割合 

－ 
60.0％ 

(平成 31年度) 

保育所等待機児童数 
69 人 

(平成 27年度) 

０人 

(平成 31年度) 

希望に応じた保育サービスを利用すること

ができた人の割合 

65.6％ 

（平成 26年度） 

80.0％ 

(平成 31年度) 

 ＫＰＩ（重要業績評価指標） 
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(2) 子どもへの支援の充実 

 

 子どもが健やかに育つ環境づくりを進めるため、学校や地域における様々な

体験活動を充実させます。さらに、子育て家庭が安心して働ける環境をつくる

ため、障がいのあるなしにかかわらず全ての子どもが安心して過ごせる場所を

地域に確保することに加え、不安や悩みを抱える子どもが安心して学校で学べ

るよう、子ども一人一人の状況に応じた支援を行います。 

 

                                              
28【課題探究的な学習】 児童生徒自らが疑問や課題を持ち、主体的に解決する学習。 

 

 

● 幼児教育の推進 

  健やかな身体、豊かな心、学ぶ力など、生きる力の基礎を育むため、幼稚園

や認定こども園において幼児教育の充実等を図るほか、白石区複合庁舎に（仮

称）絵本図書館を整備します。 

 

● 多様な学びの機会の充実 

学校における情報化を推進するほか、英語専門教師の小学校への配置や、外

国語指導助手（ＡＬＴ）の市立小・中・高等学校等への増員配置を行います。 

また、小学校５、６学年を対象とした算数の少人数指導や、進路探究学習、

課題探究的な学習28などの充実を図ります。 

 

● 小中一貫教育の検討 

  中学校進学時に生じる「中１ギャップ」等の課題に対応するため、小学生が

中学校の授業を体験するなどの小中連携を推進するとともに、先進都市の視察

やモデル校での調査・研究を通して、小中一貫教育の在り方等を検討します。 

 

● 通学交通費の助成 

  通学交通費の負担を軽減するため、通学区域設定の関係から交通機関による

通学を余儀なくされている状況にある小・中学生や、一定額を超えて交通費を

負担している高校生等に助成します。 

 

● グローバル人材の育成≪再掲≫ 

若者の国際感覚を醸成するとともに、進路の選択肢を広げるため、高校生や

大学生に対し国際理解教育及び留学支援を行います。 

(2) 子どもへの支援の充実 

① 子どもの学習支援の充実 

 施 策 （主要事業は 75ページから 78ページに記載） 
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● 児童の放課後の居場所づくり 

  子どもが小学校入学後も、安心して自由に放課後を過ごせる場所を確保し、

子育て家庭が安心して働ける環境をつくるため、放課後児童クラブ29の過密化

を解消します。また、障がい児に対して放課後等デイサービス等の適切な支援

を行います。 

 

● いじめの未然防止等による子どもが安心して学べる支援や対応の充実 

  いじめ・不登校などの未然防止や早期発見・早期対応を行うため、スクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用し、子どもが安心して通え

る校内支援体制を構築するとともに、子どもの悩みや不安感を解消するための

相談及び居場所づくりを推進します。 

 

● 学校施設の維持・更新 

   児童生徒が安心して学べる環境を確保するため、学校施設の改築・改修等を

行います。 

 

 

 

 

                                              
29【放課後児童クラブ】 放課後帰宅しても保護者が就労などにより家庭にいない児童に対し、適切な遊び及び生活

の場を与え、その健全育成を図る事業。 

 

 

● 中学校運動部活動の振興 

生徒の健やかな身体の育成や好ましい人間関係づくりなどを推進するため、

外部人材の活用を進めることで、中学校運動部活動の振興を図ります。 

 

● ウインタースポーツの振興 

子どもたちが様々なウインタースポーツを体験できる機会を充実させるた

め、（仮称）ウインタースポーツ塾を開校するとともに、小学校３年生がスキー

場やスケート場を利用する際の料金の一部を助成します。 

 

● 文化芸術に親しむ機会の充実 

   芸術的な感性や豊かな心を育むため、子どもを対象とした美術、音楽、舞台

芸術に親しむ機会を提供します。 

 

③ 子どもが安心して過ごせる学校・施設の環境づくり 

② 子どものスポーツ・文化に親しむ機会の充実 
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指標 現状値 目標値 

難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦し

ている子どもの割合 

小 6 71.4％ 

中 3 66.4％ 

高 2 58.8％ 

（平成 26年度） 

小 6 76.0％ 

中 3 72.0％ 

高 2 67.0％ 

(平成 30年度) 

将来の夢や目標をもっている子どもの割

合 

小 6 84.6％ 

中 3 70.0％ 

高 2 72.6％ 

（平成 26年度） 

小 6 89.0％ 

中 3 77.0％ 

高 2 79.0％ 

(平成 30年度) 

授業や校務にＩＣＴ30を効果的に活用でき

る教員の割合 

67.6％ 

（平成 25年度） 

77.0％ 

(平成 30年度) 

子どもが、自然、社会、文化などの体験を

しやすい環境であると思う人の割合 

60.8％ 

（平成 26年度） 

65.0％ 

(平成 31年度) 

いじめなどの不安や悩みを身近な人など

に相談する子どもの割合 

小学校 92.0％ 

中学校 82.2％ 

高 校 83.0％

（平成 26年度） 

小学校 95.0％ 

中学校 88.0％ 

高 校 86.0％

(平成 30年度) 

 

  

                                              
30【ＩＣＴ】 インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジーの略。情報や通信に関連する科学技

術の総称。ＩＴ（インフォメーション・テクノロジー：情報通信技術）もほぼ同義として用いられる。 

 ＫＰＩ（重要業績評価指標） 
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(3) 子育てを支える社会の形成 

 

子育て家庭を社会全体で支援するため、ワーク・ライフ・バランス31を推進し、

男性も女性も主体的に家事・育児等へ参画するなどあらゆる場での男女共同参

画の推進等により、子育て家庭が安心して働き続けられる環境を整えます。 

また、地域によって実情が異なることから、地域特性を生かした子育て環境

の整備を進めるほか、虐待を受けているなど配慮を要する子どもについては、

特に社会がきめ細やかに支援を行います。 
 

 

 

 

 

● ワーク・ライフ・バランスの推進 

子育て家庭が安心して働き続けられるように、育休代替職員雇用への助成な

ど、企業に対する支援を充実させるほか、未来を担う若者たちが、仕事と暮ら

しの調和したライフプラン 26を実現できるよう、様々な情報発信を行います。 

 

● 女性の活躍の推進≪再掲≫ 

  女性が能力を存分に発揮できる環境をさらに整えていくため、女性の起業や

経営に関する相談支援を行うほか、子育て女性向けに再就職セミナーを開催

し、求職活動を支援します。 

 

● ひとり親家庭に対する就労支援の充実 

  ひとり親家庭の経済的自立に向けた就労を支援するため、就職に有利な資格   

 取得に係る養成施設に通った場合等に給付金を支給します。  

 

● ひとり親家庭に対する生活支援の実施 

  ひとり親家庭が子育てと生計の担い手の二つの役割を担うことにより生じ 

 る様々な困難に対応するため、母子福祉団体などの関係団体と連携しながら、 

 生活相談や日常生活の支援等のきめ細やかな支援を実施します。 

 

 

 

● 地域の教育力を生かした学習環境づくり 

身近な地域の教育力を生かした学習環境をつくるため、多様な経験や技能を

持つ人材による学習支援等を実施するサッポロサタデースクール事業に取り 

組みます。 
                                              
31【ワーク・ライフ・バランス】 「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった「仕事以外の生活」と

の調和をとり、その両方を充実させる働き方・生き方。 

(3) 子育てを支える社会の形成 

 施 策 

① 子育てしながら働ける環境の整備 

 

 

② 地域で子育てを支える環境の整備 

 

 

（主要事業は 78ページから 83ページに記載） 
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● 身近な地域での子育て支援機能の強化 

子育て家庭を取り巻く環境の変化に対応し、子どもを核とした多世代交流によ

る地域コミュニティの活性化を図るため、児童会館とそれを補完するミニ児童会

館を、小学校やまちづくりセンターと複合化した新型児童会館として整備します。 

 

● 地域の活性化による子育て環境の充実 

   地域で子どもが健やかに過ごせる環境をつくるため、町内会への加入促進や

活動に対する支援の充実のほか、各区における地域課題の解決を図る取組など

を通じて、地域コミュニティの活性化を図ります。 

  

● 地域交流拠点32における公共機能の集約化等による利便性向上 

   子育て世帯を含めた市民の利便性を高めるため、アクセスが容易な地下鉄駅

やＪＲ駅周辺などの地域交流拠点へ、区役所などの公共機能の集約や商業・業

務・医療などの中核的な都市機能の集積を図ります。 

 

 

 

● 児童虐待などの困難を抱える子どもの支援 

  虐待などの深刻な権利侵害から子どもを救済するため、児童相談所をはじめ

とする関係機関との連携により、子どもの安全を守る体制の充実を図ります。 

 

● 障がいのある子どもの教育機会の充実 

  誰もが互いの人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、障がいのある

子どもの教育機会の充実を図るため、障がいのある子どもとない子どもが可能

な限り同じ場で共に学べる機会の増加を図るとともに、障がいの多様化等に対

応し、安心して学び育つための教育環境の充実を図ります。 

 

● 経済的な困難を抱えた子どもの学習機会に対する支援 

  経済的な理由により学習が困難な子どもの学習機会の充実を図るため、生活

保護受給世帯等の中学生に対し学習支援等を行うほか、技能習得を目的とした

高等学校等に通う生活困窮世帯の子どもに奨学金を支給するとともに、児童福

祉施設入所児童の大学進学を支援します。 

 

● 子どもの貧困に対する総合的な対策の検討 

  子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることがないように、教

育・生活・就労などの分野を総合的に支援するための計画を策定します。 

                                              
32【地域交流拠点】 交通結節点である主要な地下鉄・ＪＲ駅の周辺で、都市基盤の整備状況や機能集積の現況・動

向などから、地域の生活を支える主要な拠点としての役割を担う地域や、区役所を中心に生活利便機能が

集積するなど、区の拠点としての役割を担う地域。 

③ 配慮を要する子どもへの支援 
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● 不登校の子どもへの支援 

  様々な理由により学校に通うことが困難な子どもへの支援の充実を図るため、

個々の状況に応じたきめ細かな相談・支援を行うほか、学校以外の子どもの学び

の環境づくりを進めるため、不登校児童生徒の受け皿となっているフリースクー

ル等民間施設に対する支援を実施します。 

 

● 社会的自立が困難な若者への支援 

困難を有する若者の社会的自立を促すため、若者支援総合センターを中核施

設として相談・支援を実施します。また、困難を有する状態に陥ることを未然

に防ぐため、中学校・高等学校卒業時の進路未決定者等への相談・支援を実施

します。 

 

 

 

 

 

指標 現状値 目標値 

仕事と生活の調和がとれていると思う人の

割合 

47.3％ 

（平成 26年度） 

65.0％ 

（平成 31年度） 

今後の生活（経済的・子育て等）に不安のあ

る母子・父子家庭の割合 

母子 94.0％ 

父子 91.2％ 

（平成 24年度） 

母子 80.0％ 

父子 80.0％ 

（平成 29年度） 

市内社会的養護体制における「家庭的養育環

境」の割合 

34.8％ 

(平成 25年度) 

45.0％ 

（平成 31年度） 

障がいのある子どもにとって地域でくらし

やすいまちであると思う保護者の割合 
－ 

60.0％ 

（平成 31年度） 

困難を有する若者が自立に向けて支援機関

を利用し、職業訓練への参加や進路決定をし

た割合 

46.5％ 

(平成 25年度) 

60.0％ 

（平成 31年度） 

 

  

 ＫＰＩ（重要業績評価指標） 
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第３章 未来創生アクションの設定 

 

＜未来創生アクション＞ 

札幌市では、まちづくりの指針である「札幌市まちづくり戦略ビジョン」に

おいて、目指すべき２つの都市像「北海道の未来を創造し、世界が憧れるまち」、

「互いに手を携え、心豊かにつながる共生のまち」を掲げ、その実現に向けた

取組を進めています。この目指すべき都市像を実現することで、「さっぽろ」の

まちの魅力が高まり、将来を担う若者や子どもたちが、明るい未来を描くこと

ができると考えています。 

この計画においても、「さっぽろ」の魅力を高めるため、基本目標に位置づけ

た個々の施策を着実に推進することはもとより、これまで以上に分野横断的な

視点で関連する施策を意識し、効果的に取り組む必要があります。 

そこで、「さっぽろ」の未来をつくる重要な５つのテーマを設定し、特に関連

性のある施策群を「未来創生アクション」として取りまとめました。 

この「未来創生アクション」を推進することで、「さっぽろ」の魅力を一層高

めていきます。 
 

＜新たな活力を生み出すフィールドの醸成に向けて＞ 

「さっぽろ」の魅力を生かし、さらなる活性化につなげていくため、積極的

な企業誘致の展開や人材還流の促進に取り組みます。 

今後、企業や人材はもとより、コンテストや実証実験といったプロジェクト

など、様々な分野の活性化につながる資源を国内外から呼び込むためにも、「さ

っぽろ」が、チャレンジを創出するフィールドとなり、多様な主体が活躍でき

る都市として、広く認知されることを目指します。 

このことにより、これまで育んできた、「市民に愛され、国内外の人が憧れる」

都市ブランドをより確かなものとし、市民・企業・行政などの参加・協力の下、

企業や人材、プロジェクトを惹きつける「さっぽろ」を築いていきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第３章 未来創生アクション 
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海外市場を獲得するため、北海道・札幌の強みである「食」に関連する産業を

高度化し、海外展開を一層強化していきます。 

また、「観光」はもとより、「グローバルＭＩＣＥ強化都市」に認定されたポテ

ンシャルの高さを生かし、海外からの誘客を促進するとともに、受入環境の整備

やおもてなし人材の育成を行い、再訪にもつながるよう観光客の満足度を高めま

す。 

これらを、都市ブランドなどの戦略的な情報発信と一体的に行い、世界に躍進

する「さっぽろ」をつくります。 

【アクション１】 グローバル展開 

 

北海道・札幌の「食」の海外展開 

・道内商社を活用した中国やASEANをはじ 

 めとした有望市場への展開支援 

・香港、台湾にコーディネーターを配置 

・札幌に集積する外食産業の海外展開を支援 
 

海外からの誘客を促進 

・アジア各国への誘客プロモーション 

・北海道と連携した新千歳空港の海外 

  直行便誘致 

・MICE推進体制や開催支援を強化 

受入体制強化 

・Wi-Fi 環境充実、観光情報発信

力の強化、多言語化の推進 

・宿泊施設のグレードアップ促進 

・新たなMICE施設の整備検討 

進 

おもてなし人材の育成 
・意識醸成キャンペーンの実施 

・事業者やボランティアの 

スキルアップ 

世界に躍進する「さっぽろ」 

海外 

札幌 

戦略的な情報発信 

・インドネシア、ベトナムなどへ

のシティプロモート実施 

・中国の現地事務所の活用 

食産業の高度化 

・食材の機能性に係るデータの取得 

・商品の安全性・製造品質の向上 

食産業

の集積 
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【アクション２】 まちの魅力アップ 

国内外の多くの人が行き交い、市民が誇りを持てるまちづくりを進めるため、

大型イベントや集客交流拠点をはじめ、冬季オリンピック・パラリンピックの招

致を見据えたスポーツや、豊かな文化芸術あふれる環境など、「さっぽろ」なら

ではの魅力資源を積極的に活用します。 

これらと合わせ、札幌の顔にふさわしい都心を形成することで、世界から注目

を集める「さっぽろ」をつくります。 

札幌の顔にふさわしい都心の形成 

・新幹線延伸を見据えた札幌駅周辺再整備 

・札幌市北３条広場、札幌駅前通地下広場

などの広場空間の活用 

・北 1 西 1 地区をはじめとした市街地再開発 

スポーツによる魅力向上 
●国際的なスポーツ大会の開催 

 ・FIS スノーボードW杯 2016 

  ・2017 冬季アジア札幌大会 

  ・ラグビーW 杯 2019 など 

文化芸術による魅力向上 
●文化芸術イベントの開催 

 ・ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

 ・札幌国際芸術祭   など 

●札幌特有の歴史的資産や文化芸

術施設の活用 

世界から注目を集める「さっぽろ」 

「さっぽろ」ならではの魅力資源を積極活用 

●大型イベントの魅力向上 

 ・さっぽろ雪まつり 

 ・さっぽろオータムフェスト 

 ・ホワイトイルミネーション  など 

●定山渓地区など集客交流拠点の魅力向上 

冬季オリンピック・ 

パラリンピックの招致 
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【アクション３】 若者の希望実現 

正社員就職の推進 
・正社員就職や定着に向けたきめ  

 細かい支援 

・経済団体と連携して企業の取組 

  を促進 

結婚の希望をかなえる支援 
・北海道と連携した結婚支援情報の発信強化 

・若い世代の理想のライフプランを構築するための支援 

地元就業の機会創出 
・市内全区で就業相談・職業紹介 

・合同企業説明会の開催 

・魅力ある市内企業の情報を効果

的に発信 

若者の希望をかなえる「さっぽろ」 

生活 

札幌市産業の振興 

●札幌市産業をけん引する産業の振興 

 ・外国人観光客の受入体制  ・６次産業の活性化  など 

●理系人材を受け入れる産業の振興 

 ・健康・医療・バイオ関連企業 ・札幌に集積するＩＴ企業 など 

若者の雇用の選択肢を広げ、希望する地域でやりがいのある職業に就くことが

できる環境を整えるため、札幌市産業をけん引する産業や、理系人材を受け入れ

る産業を振興するとともに、正社員就職の推進や地元就業の機会創出に取り組

み、雇用の質の確保や量の拡大を図ります。 

また、北海道と連携した情報発信など、結婚の希望をかなえる支援を行うこと

で、若者の希望をかなえる「さっぽろ」をつくります。 

雇用の「質」の確保 
雇用の「量」の拡大 

仕事 
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子育て支援施設の整備 

・認可保育所、認定こども園 

・小規模保育 

・区保育・子育て支援センター 

・都心部の常設子育てサロン など 

【アクション４】 安心子育て 

より安心して子育てできるよう、子育て世帯の経済的負担の軽減、子育て支援

施設の整備、多様な保育サービスの提供など、様々な支援を充実していきます。 

また、ワーク・ライフ・バランス 31の推進をはじめとして、子育てしながら働

ける環境づくりを進めるとともに、地域での支援を充実させ、子育てを支える社

会を形成することで、子育ての希望をかなえる「さっぽろ」をつくります。 

経済的負担の軽減 
・子ども医療費助成の拡大 

（小１まで） 

・保育料無料化の対象拡大 

（３歳未満の第２子） 

多様な保育サービスの提供 

・延長・休日・夜間の保育 

・幼稚園等での一時預かり 

・病気回復期の一時保育（小 6 まで） 

など 

地域での子育て支援の充実 
・行政機能の複合化による多世代交流促進 

（小学校・児童会館・まちづくりセンター） 

・地域の活性化による子育て環境の充実 

一層の 

支援充実 

子育てしながら働ける環境づくり 

・ワーク・ライフ・バランスの推進 

・女性が能力を存分に発揮できる環境づくり 

 

子育てを支える 

社会を形成 

子育ての希望をかなえる「さっぽろ」 



 
57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ★を付したのは、教育分野で特に人材育成の基礎となる取組  

  

【アクション５】 人材の育成 

成長過程に応じて、様々な学習・体験機会を設けることにより、広い視野で活躍し

地域に貢献する人材が育つ「さっぽろ」をつくります。 

とりわけ、生涯にわたる人格形成の基礎が培われる幼児期と、知・徳・体の調和の

とれた「生きる力」の基礎・基本が育まれる小中学生の時期は、その後の学習や職業・

社会生活の基盤が形成される重要な時期です。そのため、教育分野で特に人材育成の

基礎となる取組について、この計画の方向性を踏まえた詳細なプランを別途策定し、

着実に推進していきます。 

広い視野で活躍する人材が育つ「さっぽろ」 

など 

 

 

成
長
過
程
に
応
じ
た
人
材
育
成
の
取
組 

学習支援の充実 

★学校における情報化の推進 

★課題探究的な学習の充実 

・英語専門教師の配置 

・少人数による算数授業 

・小中一貫教育の検討 など 

スポーツ・文化に親しむ機会充実 

・文化芸術に親しむ機会の充実 

・ウインタースポーツ体験機会の拡大 

・中学校運動部活動の振興 など 

グローバル人材の育成 

・高校生や大学生に対する国際理 

  解教育や留学支援 

大学と連携した地域の担い手育成 

・道内の複数大学や民間企業と連携・協 

  力して、地域が求める人材を養成 

産業を支える担い手育成 

・担い手不足に対応し、各産業を支える人材の育成・確保 

ＩＴ 観光 建設 運輸 介護 保育 

幼児教育の推進 

★幼稚園や認定こども園における幼児教育の充実 

・（仮称）絵本図書館の整備 

など 

 



 
58 

 

第４章 プラン推進に当たって 

 

＜推進体制＞ 

札幌市では、市長を本部長、副市長を副本部長とし、局長級を本部員とする

「札幌市人口減少対策推進本部」を設置し、組織横断的に推進していきます。 
 
＜進行管理＞ 

この計画においては、計画期間である５年間で目指すべき数値として「数値

目標」及び「ＫＰＩ」を設定し、進捗管理を行うとともに、外部有識者などの

意見も取り入れつつ、施策の効果を検証し、必要に応じて取組内容の変更や追

加を行います。 
 
＜北海道・市町村との連携＞ 

人口減少対策は、札幌市のみならず、北海道全体に共通する課題であるため、

北海道や道内市町村と問題認識を共有し、連携して取り組んでいきます。 

また、「人口減少問題対策協議会」を通じて、札幌市の合計特殊出生率 4が低

位にある原因のさらなる分析やその向上に向けた取組等について、これまで以

上に北海道と協力していきます。 

さらに、北海道全体の発展が、札幌市の発展にもつながるという考えの下、

札幌圏をはじめとした道内市町村と連携して、札幌の都市機能 22を活用するな

ど、道都として北海道活性化の推進エンジンの役割を果たしていきます。 
 
＜国への働きかけ＞ 

地方創生の実現に向けては、札幌市をはじめとする地方公共団体の取組だけ

でなく、結婚や出産・子育てを後押しする経済的支援制度の創設、正規雇用に

つながる雇用施策を実施するための財源の確保など、国が総力をあげて取り組

むことが必要です。 

そのため、地方創生が真に実効性を伴った取組となるよう、この計画に基づ

き、北海道や他の市町村との連携の下、国に対して積極的に提案等を行うこと

とします。 
 
＜市民・企業との連携＞ 

人口減少対策は、安定した雇用の創出や子育てを支える社会の形成など、行

政だけの取組だけでなく、市民・企業と連携した取組が求められることから、

社会が一丸となってオール札幌で取り組むことを目指します。 
 
＜市民・企業への周知＞ 

この計画に基づいた取組を着実に進めながら、人口の将来展望や目指すべき将

来の方向について、広く市民や企業に、様々な機会を通じて分かりやすく伝えて

いきます。また、これからの札幌を担う子どもたちをはじめ、市民が札幌の未来

について考える機会をつくっていきます。 

第４章 プラン推進に当たって 
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成果指標一覧 

 

【数値目標】 

指標 現状値 目標値 

(1) 合計特殊出生率 4 
1.16 

(平成 26年) 

1.36 

（平成 31年） 

(2) 20～29歳の道外への転出超過数 
2,637人 

(平成 26年) 

1,300人 

（平成 31年） 

 

【ＫＰＩ（重要業績評価指標）】 

№ 指標 現状値 目標値 

≪基本目標１≫ 安定した雇用を生み出す 

  (1) 札幌市産業の競争力強化【分野別】 

 
1 

観光地としての総合満足度 

（「満足」と回答した人の割合） 

23.0％ 

（平成 26年度） 

36.1％ 

（平成 31年度） 

２ 札幌市内での総観光消費額 
4,293 億円 

（平成 26年度） 

4,414 億円 

（平成 31年度） 

３ 年間来客数 
1,342 万人 

（平成 26年度） 

1,441 万人 

（平成 31年度） 

４ 国際会議の開催件数 
86 件 

（平成 25年度） 

108 件 

（平成 31年度） 

５ 食料品製造業の製造品出荷額 
2,150 億円 

（平成 25年度） 

2,314 億円 

（平成 31年度） 

６ 食料品製造業の粗付加価値額 
889 億円 

（平成 25年度） 

927億円 

（平成 31年度） 

７ 
大学発ベンチャー企業数（環境・エネ

ルギー） 

16 社 

（平成 24年度） 

27社 

（平成 31年度） 

８ バイオ産業 19の売上高 
332 億円 

（平成 25年度） 

617億円 

（平成 31年度） 

(2) 札幌市産業を支える基盤づくり【業種横断的】 

 
９ 

新製品・新技術の開発や新分野進出に

取り組むと答える企業の割合 

56.7％ 

（平成 26年度） 

70.0％ 

（平成 31年度） 

10 

ＩＴ・コンテンツを活用して高付加価

値をつけようと思っている企業の割

合 

14.0％ 

（平成 26年度） 

18.2％ 

（平成 31年度） 

11 
誘致施策を活用した立地企業数（累

計） 

111社 

（平成 26年度） 

160 社 

（平成 31年度） 

 数値目標・ＫＰＩ一覧 
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12 開業率 
7.3％ 

（平成 24年度） 

7.3％ 

（平成 31年度） 

13 
グローバル化 23への取組を行っている

企業の割合 

12.3％ 

（平成 26年度） 

37.5％ 

（平成 31年度） 

14 札幌を含めた広域経済圏の輸出額 
3,072 億円 

（平成 26年度） 

3,143 億円 

（平成 31年度） 

(3) 地域が必要とする人材の育成・定着 

 
15 医療・福祉産業の従業者数 

105,642人 

（平成 24年度） 

120,000人 

（平成 31年度） 

16 クリエイティブ産業の従事者数 
33,947 人 

（平成 24年度） 

38,630 人 

（平成 31年度） 

17 20～29歳の首都圏 8からの転入者数 
3,427 人 

（平成 26年） 

4,000 人 

（平成 31年） 

18 市内新規学卒者の道内就職割合 
60.5％ 

（平成 26年度） 

65.0％ 

（平成 31年度） 

≪基本目標２≫ 結婚・出産・子育てを支える環境づくり 

  (1) 結婚・出産・子育ての切れ目のない支援 

 
19 

子どもを生み育てやすい環境だと思

う市民の割合 

59.8％ 

（平成 26年度） 

75.0％ 

（平成 31年度） 

20 

妊娠・出産や子育ての悩みについて相

談相手や情報収集手段があり、相談等

により不安や負担が軽減されている

人の割合 

－ 
60.0％ 

(平成 31年度) 

21 保育所等待機児童数 
69 人 

(平成 27年度) 

０人 

(平成 31年度) 

22 
希望に応じた保育サービスを利用す

ることができた人の割合 

65.6％ 

（平成 26年度） 

80.0％ 

(平成 31年度) 

(2) 子どもへの支援の充実 

  

23 
難しいことでも、失敗を恐れないで挑

戦している子どもの割合 

小 6 71.4％ 

中 3 66.4％ 

高 2 58.8％ 

（平成 26年度） 

小 6 76.0％ 

中 3 72.0％ 

高 2 67.0％ 

(平成 30年度) 

24 
将来の夢や目標をもっている子ども

の割合 

小 6 84.6％ 

中 3 70.0％ 

高 2 72.6％ 

（平成 26年度） 

小 6 89.0％ 

中 3 77.0％ 

高 2 79.0％ 

(平成 30年度) 

25 
授業や校務にＩＣＴ30 を効果的に活用

できる教員の割合 

67.6％ 

（平成 25年度） 

77.0％ 

(平成 30年度) 
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26 

子どもが、自然、社会、文化などの体

験をしやすい環境であると思う人の

割合 

60.8％ 

（平成 26年度） 

65.0％ 

(平成 31年度) 

27 
いじめなどの不安や悩みを身近な人

などに相談する子どもの割合 

小学校 92.0％ 

中学校 82.2％ 

高 校 83.0％

（平成 26年度） 

小学校 95.0％ 

中学校 88.0％ 

高 校 86.0％

(平成 30年度) 

(3) 子育てを支える社会の形成 

 
28 

仕事と生活の調和がとれていると思

う人の割合 

47.3％ 

（平成 26年度） 

65.0％ 

（平成 31年度） 

29 
今後の生活（経済的・子育て等）に不

安のある母子・父子家庭の割合 

母子 94.0％ 

父子 91.2％ 

（平成 24年度） 

母子 80.0％ 

父子 80.0％ 

（平成 29年度） 

30 
市内社会的養護体制における「家庭的

養育環境」の割合 

34.8％ 

(平成 25年度) 

45.0％ 

（平成 31年度） 

31 

障がいのある子どもにとって地域で

くらしやすいまちであると思う保護

者の割合 

－ 
60.0％ 

（平成 31年度） 

32 

困難を有する若者が自立に向けて支

援機関を利用し、職業訓練への参加や

進路決定をした割合 

46.5％ 

(平成 25年度) 

60.0％ 

（平成 31年度） 
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第５章 主要事業一覧 

基本目標 安定した雇用を生み出す 

 

(1) 札幌市産業の競争力強化【分野別】 

 

 

事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

ＩＣＴ30 社会に対応

した観光まちづくり

推進事業 

札幌市公式観光アプリ「札幌いんふぉ」の機能を拡充すると

ともに、札幌市内の公衆無線ＬＡＮ33環境の充実を行い、外

国人観光客の満足度を高めます。 

観）観光コンベンション部 ○新たに公衆無線ＬＡＮ環境を整備した施設の数 

[172百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H27）：19施設 

国際観光誘致事業 

 

訪日旅行客が急増しているアジア各国に対し、食やショッピ

ングをはじめとした札幌の都市の魅力を発信し、外国人観光

客の誘致に取り組みます。 

観）観光コンベンション部 ○誘客プロモーション実施数（累計） 

[454百万円]  H26：31件 ⇒ 目標（H31）：41件 

宿泊施設民間投資誘

発事業 

観光消費額の大きい外国人富裕層などの受入環境整備を促

進するため、宿泊施設が行う客室グレードアップにつながる

増改築を支援する制度を創設します。 

観）観光コンベンション部 ○宿泊施設への支援件数（累計） 

[364百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：4件 

新千歳空港国際便誘

致事業 

国際定期便の就航につなげるため、新千歳空港におけるチャー

ター便の就航や道民の海外旅行を促進します。 

観）観光コンベンション部 ○新千歳空港への国際定期便就航会社数 

[29百万円]  H26：16社 ⇒ 目標（H31）：21社 

ＭＩＣＥ推進事業 

 

経済効果の高い国際会議やインセンティブツアーなどのＭ

ＩＣＥ15を積極的に誘致するため、他自治体との連携などを

通じた誘致活動の強化に取り組みます。 

観）観光コンベンション部 ○①ＭＩＣＥ見本市等での年間商談件数②インセンティブ

ツアー誘致の年間支援件数 

[177百万円]  H26：①272件②54 件 ⇒ 目標（H31）：①350件②80件 

ＭＩＣＥ施設整備事

業 

大規模な国際会議などを積極的に誘致するため、国際会議

場・展示場を備えた新たなＭＩＣＥ施設の整備に向けた検討

を進めます。 

観）観光コンベンション部 ○ＭＩＣＥ施設整備基本計画の策定 

[29百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H29）：策定 

                                              
33【公衆無線 LAN】 駅や空港などの公共施設や飲食店などで、ケーブルがなくてもインターネットに接続できる仕

組み。 

第５章 主要事業一覧 

 
 ≪基本目標１≫ 安定した雇用を生み出す  

(1) 札幌市産業の競争力強化【分野別】 
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

コンベンションビュー

ロー運営補助事業 

ＭＩＣＥ15 キーパーソンに対するセールスなどを強化するた

め、誘致活動の中核を担う札幌国際プラザ・コンベンション

ビューロー34の体制を強化します。 

観）観光コンベンション部 ○①ＭＩＣＥ見本市等での年間商談件数②インセンティブ

ツアー誘致の年間支援件数 

[384百万円]  H26：①272件②54 件 ⇒ 目標（H31）：①350件②80件 

地域スポーツコミッ

ション事業 

スポーツイベントなどの誘致を戦略的に行う専門組織である

地域スポーツコミッション 16 を設立し、国際競技大会誘致や

合宿誘致に取り組むとともに、大会運営支援や各国際競技連

盟とのネットワークづくりを行います。 

観）スポーツ部 ○地域スポーツコミッションの設立 

[159百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H27）：設立 

スポーツイベント招

致促進事業 

冬季オリンピック・パラリンピック招致に向け、スポーツイ

ベントなどを積極的に招致・開催するための支援を行いま

す。 

観）スポーツ部 ○新たに開催するスポーツイベント件数（累計） 

[30百万円] H26：－ ⇒ 目標（H31）：6件 

冬季オリンピック・ 

パラリンピック招致

事業 

冬季オリンピック・パラリンピックの招致に向けて、招致委

員会の立ち上げや招致気運醸成、広報、各種調査、立候補フ

ァイルの作成などを行います。 

観）スポーツ部 

[－] 

2017 冬季アジア札

幌大会開催事業 

日本国内はもとより、アジア地域に広くウインタースポーツ

と札幌・北海道の魅力を発信するとともに、市民・道民が国

際理解を深める機会を創出するため、平成 29 年 2月に札幌・

帯広を会場に冬季アジア札幌大会を開催します。 

観）スポーツ部 ○2017冬季アジア札幌大会の開催 

[－]  H26：－ ⇒ 目標（H28）：開催 

さっぽろ雪まつり魅

力アップ事業 

雪まつりの魅力アップとさらなる集客増を図るため、開催期

間の延長や将来にわたって安定的にイベントを継続してい

くための人材育成に取り組みます。 

観）観光コンベンション部 ○雪まつり年間来場者数 

[2,095百万円]  H26：235万人 ⇒ 目標（H31）：275万人 

さっぽろオータムフ

ェスト事業 

秋季の観光客増加と道内各市町村の情報発信のため、オータ

ムフェストの会場を拡大し、開催期間を 1週間延長します。 

観）観光コンベンション部 ○オータムフェスト来場者数 

[164百万円]  H26：200万 9千人 ⇒ 目標（H31）：240 万人 

                                              
34【コンベンションビューロー】 公益財団法人札幌国際プラザの主要事業部門の一つ。コンベンション（大会・学会・

国際会議）誘致やコンベンション関連産業の振興などを行う。 



 
64 

事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

さっぽろホワイトイ

ルミネーション魅力

アップ事業 

さっぽろホワイトイルミネーションの会場を拡大し、メディ

アアーツを活用した新しいイルミネーションを設置するほ

か、参加型イベントを新たに実施し、魅力を高めます。 

観）観光コンベンション部 ○大通公園でのイベント実施会場数 

[510百万円]  H26：3会場 ⇒ 目標（H28）：8会場 

定山渓地区魅力アッ

プ事業 

平成 28 年に開湯 150 周年を迎える定山渓エリアの魅力を総

合的に高め、さらなるにぎわいを生み出すため、老朽施設の

改修や集客交流拠点施設の整備、イベント実施、ＰＲ活動に

取り組みます。 

観）観光コンベンション部 ○定山渓の年間宿泊者数 

[352百万円]  H26：115万人 ⇒ 目標（H31）：130万人 

ホッキョクグマ・ア

ザラシ館建設事業 

海外からの新規個体の導入を可能とする、世界基準を満たし

たホッキョクグマ・アザラシ館の建設を行います。 

環）円山動物園 ○施設整備 

[2,326百万円] H26：－ ⇒ 目標（H29）：整備完了 

国際芸術祭事業 札幌の地域特性を活かした多様な芸術表現に触れられる札

幌国際芸術祭を３年に１度定期的に開催するとともに、札幌

市資料館を拠点として芸術祭に対する理解促進につながる

取組を行います。 

観）文化部 ○国際芸術祭の普及啓発のためのイベント実施回数（累計） 

[763百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：100回 

時計台魅力アップ推

進事業 

札幌のシンボルとして魅力アップとさらなる集客を図るた

めに、時計台の保存活用計画を策定の上、保存活用工事を実

施するための基本実施設計を行います。 

観）文化部 ○時計台保存活用工事の基本実施設計 

[27百万円] H26：－ ⇒ 目標（H31）：実施 

パシフィック・ミュージ

ック・フェスティバル

事業 

国際教育音楽祭として成長を続けているパシフィック・ミュー

ジック・フェスティバル（ＰＭＦ）を継続開催します。 

観）文化部 ○ＰＭＦ修了生の延べ人数 

[1,329百万円] H26：3,018人 ⇒ 目標（H31）：3,500人 

観光案内所機能強化

事業 

来札観光客の満足度を高めるため、観光案内所の機能拡充な

どによる案内機能の強化を進めます。 

観）観光コンベンション部 ○北海道さっぽろ観光案内所への窓口案内システムの導入 

[293百万円] H26：－ ⇒ 目標（H28）：導入 

プレミアム付旅行券 

発行事業 

観光閑散期における道内観光客の消費喚起を目的として、道

民が市内の宿泊施設や観光施設で利用できるプレミアム付

旅行券を発行します。 

観）観光コンベンション部 ○プレミアム付旅行券を利用した観光消費額 

[148百万円] H26：－ ⇒ 目標（H27）：5億 5,000万円 
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

観光バス対策事業 中心市街地における観光バスの危険・迷惑な駐停車を減らす

取組を行うと同時に、増加する貸切バス需要に対応するた

め、事業者と連携してバスドライバーの確保に取り組みま

す。 

観）観光コンベンション部 ○観光バス待機場利用台数 

[126百万円]  H26：15,236台 ⇒ 目標（H31）：21,600 台 

路面電車活用推進事

業 

路面電車沿線の活性化などを図るため、既設線の振動・騒音

を抑える制振軌道化や低床車両の導入など、路面電車の利便

性向上に向けた取組を実施します。 

市）総合交通計画部 ○路面電車の制振軌道化率 

[2,207百万円]  H26：58％ ⇒ 目標（H31）：75％ 

広域連携による観光

振興事業 

幅広いニーズに応じた観光客誘致を進めるため、道内他市町

村と柔軟に連携し、北海道・札幌の魅力の一体的な発信や周

遊促進の取組を展開します。 

観）観光コンベンション部 ○道内市町村との連携事業数（累計） 

[76百万円]  H26：２事業 ⇒ 目標（H31）：10事業 

６次産業 17活性化推

進事業 

道内の１次産業者と市内の２次・３次産業者が連携し、道内

の農水畜産資源を活用して行う新商品開発の取組を支援し

ます。 

経）産業振興部 ○新商品開発等の補助件数（累計） 

[174百万円]  H26：4件 ⇒ 目標（H31）：21件 

食品海外販路拡大支

援事業 

札幌の産業の主力を担う食関連企業の輸出を促進するため、

海外展示会の出展支援やバイヤー招へい、輸出専門コーディ

ネーター21 による相談対応などを行うほか、市場規模が拡大

している中国や東南アジアに対し、商社を活用した販路拡大

を支援します。 

経）国際経済戦略室 ○市内企業の食品輸出額 

[217百万円]  H26：53億円 ⇒ 目標（H31）：100億円 

外需獲得商材開発支

援事業 

海外現地の市場ニーズに適合した商品開発や外国人観光客

向けの商品・サービス開発を補助し、輸出拡大・インバウン

ド促進の両面から外需獲得を図ります。 

経）国際経済戦略室 ○開発した商品の売上高（累計） 

[102百万円]  H26：22百万円 ⇒ 目標（H31）：566百万円 

健康関連産業競争力 

強化事業 

食・バイオ関連企業の国内外での競争力や生産・品質管理を

高めるため、食品・食素材の機能性に係る科学的データ取得

費用、ＨＡＣＣＰ35などの品質管理認証の取得費用を補助し

ます。 

経）産業振興部 ○科学的データ取得支援及び認証取得支援の補助件数（累計） 

[87百万円]  H26：2件 ⇒ 目標（H31）：30件 

                                              
35【ＨＡＣＣＰ】 原材料の受入から製造・出荷までの全ての工程で発生しうる危害（異物混入など）を予測し、危害

発生を防止するための重要なポイントを特定して、継続的に監視し、管理する手法。 
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

札幌型環境・エネル

ギー技術開発支援事

業 

市内企業などが行う環境・エネルギー分野の技術開発等など

の取組に対し、補助や首都圏 8展示会への出展を支援します。 

経）産業振興部 ○当事業における新製品・新技術の開発件数（累計） 

[270百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：25件 

次世代エネルギーシ

ステム導入補助事業 

 

市民及び事業者などに対して太陽光発電設備、家庭用燃料電

池、木質バイオ燃料機器などの次世代エネルギー機器の普及

を図るため、導入支援補助や普及啓発を行います。 

環）環境都市推進部 ○次世代エネルギーシステム導入による温室効果ガス削減

量 

[2,242百万円]  H26：11,709ｔ-ＣＯ２ ⇒ 目標（H31）：28,608ｔ-ＣＯ２ 

高断熱・高気密住宅 

普及促進事業 

住宅の省エネルギー化を促進するため、高断熱・高気密住宅

の基準である「札幌版次世代住宅基準」に適合する住宅の建

築主に対して建築費の一部を補助します。また、集合住宅に

ついても基礎調査を実施して、新たに基準を設定するととも

に、市営住宅において高断熱改修の実証実験を行います。 

都）市街地整備部 ○新築戸建住宅の「札幌版次世代住宅基準」達成率 

[573百万円]  H26：25％ ⇒ 目標（H31）：85％ 

次世代型エネルギー

タウン検討事業 

低炭素社会と原発に頼らない社会の実現を目指すため、真駒

内地区をモデルとしたスマートコミュニティ 18や、将来的な

水素社会36を見据えた水素タウンの在り方などを検討し、世

界に誇れる次世代型エネルギータウンのコンセプトを提示

します。 

政）政策企画部 ○次世代型エネルギータウンのコンセプトの取りまとめ 

[23百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H29）：取りまとめ 

（再掲） 

企業立地促進事業 

雇用の創出や経済の活性化、産業基盤の強化を図るため、本

社機能移転をはじめとした企業の立地を促進します。 

経）産業振興部 ○企業誘致専用ホームページの整備 

[3,042百万円] H26：－ ⇒ 目標（H28）：開設・運用 

健康関連産業ビジネ

スモデル構築支援事

業 

産業振興の重点分野の一つである「健康・福祉」分野の産業

を活性化するため、安定的なビジネスモデルの構築を支援し

ます。 

経）産業振興部 ○健康関連産業ビジネスモデルの創出件数（累計） 

[29百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：9件 

健康関連産業研究開

発支援事業 

健康・医療・バイオなどの健康関連産業における研究開発を

支援するとともに、そのための環境整備を進め、関連産業の

集積と活性化を図ります。 

経）産業振興部 ○研究開発関連の補助件数（累計） 

[113百万円]  H26：10件 ⇒ 目標（H31）：87件 

                                              
36【水素社会】 家庭用燃料電池や燃料電池自動車など、日常生活や産業活動にクリーンエネルギーとして水素が本

格的に利活用されている社会。 
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

中小企業金融対策資

金貸付事業 

中小企業の経営基盤の強化及び健全な発展と振興を図るた

め、運転資金や設備資金などの事業活動に必要な資金を供給

します。 

経）産業振興部 ○札幌市融資制度の年間新規融資額 

[409,134百万円] H26：88,852百万円 ⇒ 目標（H31）：89,000 百万円 

中小企業支援センター

事業 

中小企業の経営や融資、創業などの相談窓口を引き続き設置

するとともに、優れた技術やサービスなどに係る評価書を発

行することで、小規模事業者の企業価値の見える化や円滑な

資金調達を支援します。 

経）産業振興部 ○経営や創業などに関する相談・アドバイス件数 

[200百万円] H26：4,216件 ⇒ 目標（H31）：4,500件 

札幌型ものづくり開

発推進事業補助事業 

市内の中小企業などが行う、新製品・新技術開発・既製品の

改良に対して補助を行い、市内経済の活性化を図ります。 

経）産業振興部 ○新製品・新技術の開発件数（累計） 

[131百万円]  H26：5件 ⇒ 目標（H31）：30件 

ＩＴ利活用ビジネス

拡大事業 

市内ＩＴ企業と「食」をはじめとする他産業の企業との連携

を促進することで、ＩＴを活用した新たな製品やサービスの

創出、販路拡大を目指します。 

経）産業振興部 ○市内ＩＴ企業との間でマッチングがなされたユーザー企

業数（累計） 

[198百万円] H26：20企業 ⇒ 目標（H31）：53企業 

インタークロス・ク

リエイティブ・セン

ター事業 

コンテンツ産業振興のため、クリエイター37などの人材育成

や多様な産業との連携、新たなビジネスの創出を促進するセ

ミナーやワークショップ、助成事業などを実施します。 

経）国際経済戦略室 ○インタークロス・クリエイティブ・センタープロジェクト新規

登録数（累計） 

[217百万円]   H26：－ ⇒ 目標（H31）：20件 

メディアミックスイ

ベント創出支援事業 

クリエイティブ産業の活性化や創業支援・企業誘致、文化・

芸術を通じた産業・観光振興を図るため、産学官連携による

映画・音楽・ＩＣＴ30などの複合イベントを支援します。 

経）国際経済戦略室 ○年間イベント参加者数 

[292百万円] H26：16,076人 ⇒ 目標（H31）：50,000 人 

企業立地促進事業 雇用の創出や経済の活性化、産業基盤の強化を図るため、本

社機能移転をはじめとした企業の立地を促進します。 

経）産業振興部 ○企業誘致専用ホームページの整備 

[3,042百万円] H26：－ ⇒ 目標（H28）：開設・運用 

 

 

 

                                              
37【クリエーター】 創造的な仕事をしている人。創作家。制作者。 

(2) 札幌市産業を支える基盤づくり【業種横断的】 
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

ベンチャー創出・育

成事業 

起業に関する講座の開催や起業家の表彰、経営支援などによ

り起業マインドを醸成し、起業に挑戦する方を支援します。 

経）産業振興部 ○地域経済をけん引するベンチャーの表彰件数（累計） 

[50百万円] H26：－ ⇒ 目標（H31）：20件 

ストック活用型商い

創出事業 

地域コミュニティと地域経済の活性化を図るため、空き店舗

を活用した開業を支援します。 

経）産業振興部 ○空き店舗を活用した開業件数（累計） 

[33百万円] H26：4件 ⇒ 目標（H31）：15件 

（再掲）食品海外販

路拡大支援事業 

札幌の産業の主力を担う食関連企業の輸出を促進するため、

海外展示会の出展支援やバイヤー招へい、輸出専門コーディ

ネーター21 による相談対応などを行うほか、市場規模が拡大

している中国や東南アジアに対し、商社を活用した販路拡大

を支援します。 

経）国際経済戦略室 ○市内企業の食品輸出額 

[217百万円]  H26：53億円 ⇒ 目標（H31）：100億円 

（再掲）外需獲得商

材開発支援事業 

海外現地の市場ニーズに適合した商品開発や外国人観光客

向けの商品・サービス開発を補助し、輸出拡大・インバウン

ド促進の両面から外需獲得を図ります。 

経）国際経済戦略室 ○開発した商品の売上高（累計） 

[102百万円]  H26：22百万円 ⇒ 目標（H31）：566百万円 

海外拠点強化事業 中国に設置している現地事務所を活用し、企業のビジネス支

援や中国からのインバウンドを推進することに加え、企業の

ニーズが高い香港、台湾に現地コーディネーターを新設する

ことで、企業の海外展開を支援します。 

経）国際経済戦略室 ○海外へのコーディネーター設置箇所数 

[205百万円] H26：－ ⇒ 目標（H30）：2カ所 

海外シティプロモー

ト推進事業 

札幌がこれまで以上に世界から信頼される都市となり、海外

で行う事業展開がより効率的・効果的なものとなるよう、札

幌の認知度と好感度を高めるシティプロモートを海外で実

施します。 

総）国際部 ○対象国・地域数（累計） 

[173百万円] H26：１カ国 ⇒ 目標（H31）：5カ国 

道内連携国内販路拡

大支援事業 

経済分野での道内連携を推進するため、札幌の強みである卸

売機能や消費機能を活用した国内販路拡大を支援します。 

経）国際経済戦略室 ○マッチング・販路拡大事業に参加した企業の商談額・売上

額（累計） 

[57百万円] H26：74百万円 ⇒ 目標（H31）：417百万円 
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

北海道新幹線推進事

業 

北海道新幹線札幌延伸の早期実現に向けて、関係機関と連携

した要望活動や市民への情報発信による機運醸成を図ると

ともに、新函館北斗開業の効果拡大に向けた取組を行いま

す。 

市）総合交通計画部 ○啓発・ＰＲ活動の年間実施回数 

[45百万円] H26：20回 ⇒ 目標（H31）：20回 

創成川通機能強化検

討調査事業 

都心部と高速道路を結ぶ創成川通（国道５号）のアクセス機

能を強化するため、効果検証や市民理解に向けた取組など、

国と連携しながら必要な検討を行います。 

市）総合交通計画部 ○創成川通機能強化に向けた検討 

[30百万円] H26：－ ⇒ 目標（H27）：検討着手 

豊平川通南北延伸検

討調査事業 

都心へのアクセス強化や都心部を通過する自動車を効果的

に抑制することを目的として、豊平川通の南伸・北伸につい

て、整備効果の検証や課題解決のための技術的な検討を進め

ます。 

市）総合交通計画部 ○豊平川通の南北延伸の計画検討 

[60百万円] H26：調査 ⇒ 目標（H31）：計画検討 

大谷地流通業務団地 

高度化検討事業 

道央圏の重要な物流拠点である大谷地流通業務団地の高度

化・効率化を図るため、立地企業などの関係者の機運を醸成

するとともに、対応策を検討します。 

経）産業振興部 ○高度化に向けた意欲が向上したと答える企業の割合 

[19百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：80％ 

丘珠空港利用促進事

業 

道内外からのアクセス性を高め、ヒトやモノなどの流れを加

速させるため、広域的な連携による航空路線の拡充促進や関

係団体との協働によるプロモーションなどを通じて、丘珠空

港の利用促進を図ります。 

市）総合交通計画部 ○丘珠空港年間利用者数 

[34百万円]  H26：17.4万人 ⇒ 目標（H31）：18.3万人 

札幌駅交流拠点まち

づくり推進事業 

北海道新幹線の札幌延伸を見据え、札幌駅周辺の魅力を高め

るため、（仮称）札幌駅交流拠点まちづくり計画を策定し、

北５西１・北５西２街区や関連施設の整備、周辺街区の事業

化に向けた検討に官民協働で取り組みます。 

市）都市計画部 ○（仮称）札幌駅交流拠点まちづくり計画の策定 

[95百万円] H26：－ ⇒ 目標（H29）：策定 

地下鉄さっぽろ駅魅

力アップ事業 

地下ネットワークの充実強化・新たなにぎわいや回遊性の創

出のため地下鉄さっぽろ駅を改修し、道都札幌の玄関口にふ

さわしい質の高い空間を形成するとともに、通行の支障とな

っている東豊線連絡通路の柵を撤去します。 

市）都市計画部 ○地下鉄さっぽろ駅の改修 

[1,174百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H29）：整備完了 
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

民間投資を活用した 

市街地再開発事業等

の推進 

民間活力を活用し、土地の高度利用と都市機能の更新を図る

ため、公共施設の整備や防災性の向上など、安全で快適な都

市環境の形成が進められる市街地再開発事業や優良建築物

等整備事業38を支援します。 

都）市街地整備部 ○新規再開発事業などに着手した地区数（累計） 

[999百万円]   H26：－ ⇒ 目標（H31）：2地区 

札幌創世 1.1.1 区北

1 西 1 地区市街地再

開発事業 

民間活力を活用し、都心にふさわしい土地の高度利用や都市

機能の更新を図るとともに、札幌市民交流プラザなどを整備

するため、北１西１地区の再開発事業を支援します。 

都）市街地整備部 ○札幌創世 1.1.1区北１西１地区市街地再開発事業の進捗 

[14,529百万円] H26：工事着工 ⇒ 目標（H29）：工事しゅん功 

都心商業魅力アップ 

事業 

都心の商業地の魅力向上を図るため、遊休不動産の利活用な

ど、商業者のニーズを踏まえた事業に取り組みます。 

経）産業振興部 ○都心の交通量 

[26百万円] H26： 15,952人 ⇒ 目標（H31）： 18,000 人 

  

(3) 地域が必要とする人材の育成・定着 

 

事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

介護人材確保促進事

業 

介護保険サービス事業者が求める人材を適切に確保できる

よう、セミナーなどの開催により自らの事業所の魅力をうま

く伝え、求職者の心をつかむ手法の習得を支援するととも

に、実践の場として合同就職相談説明会などを開催します。 

保）高齢保健福祉部 ○参加事業者のうち計画どおりに採用できた事業者の割合 

[16百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：50％ 

保育士等支援事業 保育士の復職支援や保育所からの求人へのマッチングなど

を行う「保育士・保育所支援センター」を開設します。また

保育士資格を持っていない幼稚園教諭が資格を取得する際

に要する費用などを補助します。 

子）子育て支援部 ○就職支援により就労に至った保育士の数（累計） 

[84百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：500人 

建設業人材確保・育

成支援事業 

建設業従事者の高齢化の進行や若者の新規就業者の減少に

対応するため、将来の担い手として期待される、女性や若者

のほか、喫緊の課題である除雪従事者を確保・育成する取組

に対して助成・支援を行います。 

建）土木部 ○助成・支援制度利用件数（累計） 

[76百万円] H26：－ ⇒ 目標（H30）：160件 

                                              
38【優良建築物等整備事業】 民間の建築活動の適切な誘導により市街地環境の向上などを図るため、国や地方公共

団体が必要な助成を行うもので、国の制度要綱に基づく法定手続きによらない事業。 

(3) 地域が必要とする人材の育成・定着 
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

さっぽろ国際人材育

成事業 

海外で働く日本人や日本で活躍する外国人を講師としてセ

ミナーを行うほか、留学生との交流事業や長期留学費用補助

を実施し、国際理解の促進を図ります。 

総）国際部 ○セミナー及び交流事業の年間参加者数 

[48百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：850人 

留学生誘致促進事業 外国人留学生の受入れを促進し、世界の活力を取り込むこと

により、街の活性化を進めるとともに、多文化共生による都

市の魅力向上を図ります。 

総）国際部 ○ホームステイ受入れ登録ファミリー数 

[23百万円] H26：－ ⇒ 目標（H31）：200家庭 

おもてなし･人材育

成事業 

ホームページや広報誌など様々な広報媒体を活用した市民

のおもてなし意識の醸成やおもてなしを実践する機会の創

出、事業者のサービスアップ、観光ボランティアの活動支援

を通じて、観光客の受入環境を強化し、来札者の満足度向上

につなげます。 

観）観光コンベンション部 ○おもてなしと人材育成に関連する事業の実施数（累計） 

[131百万円] H26：－ ⇒ 目標（H31）：12事業 

東京圏新卒者等ＵＩ

Ｊターン就職支援事

業 

新卒者などのＵＩＪターン 24と市内企業の採用を支援するた

め、都内にＵＩＪターン就職希望者と企業向けの就職支援窓

口を新たに開設します。また、東京圏の大学での説明会のほ

か、市内企業を集めた合同企業説明会を開催します。 

経）雇用推進部 ○訪問大学における説明会実施率 

[101百万円] H26：－ ⇒ 目標（H31）：35％ 

ＩＴ産業ＵＩＪター

ン等支援事業 

理系人材の流出や厳しい雇用イメージによる人材不足が深

刻なＩＴ産業の人材を確保するため、インターンシップ39な

どを実施し、ＩＴ産業の従事者を増やします。 

経）産業振興部 ○札幌市内のＩＴ産業従事者数 

[18百万円] H26：16,743人 ⇒ 目標（H31）：17,000 人 

若年層ワークトライ

アル事業 

おおむね 35 歳以下の求職者及び非正規社員を対象に、就職

に必要な能力及び社会人基礎力を身に付けてもらう研修や

職場実習などを実施し、市内企業への正社員及び正社員への

転換が可能な早期の就職を支援します。 

経）雇用推進部 ○本事業の参加者の就職率 

[132百万円] H26：－ ⇒ 目標（H31）：54％ 

フレッシュスタート

塾事業 

学校卒業後 1 年以内の新卒未就職者を対象に、就職に必要な

能力及び社会人基礎力を身に付けてもらう研修や職場実習な

どを実施し、市内企業への早期の正社員就職を支援します。 

経）雇用推進部 ○正社員就職率 

[274百万円] H26：55％ ⇒ 目標（H31）：60％ 

                                              
39【インターンシップ】 高い職業意識の育成や就職後の職場への適応力の向上を図るため、学生が企業等において一

定期間実習・研修的な就業体験をする制度。 
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

中小企業採用力・人

材育成力強化事業 

人事コンサルタント等の専門家派遣により、中小企業の採用

力や人材育成力の強化等人材に関するトータルコーディネ

ート40を行うことで人材の円滑な採用や育成を図るととも

に、非正規社員の正規雇用化を促します。 

経）雇用推進部 ○専門家派遣企業数 

[40百万円] H26：－ ⇒ 目標（H31）：50社 

ローカルマッチプロ

ジェクト事業 

市内大学生の市内企業への就職を支援するため、民間大手就

職支援サイトに企業情報を掲載するとともに、大学を訪問

し、企業の就職情報の浸透を図ります。 

経）雇用推進部 ○掲載企業の新卒求人充足率 

[40百万円] H26：－ ⇒ 目標（H31）：50％ 

就業サポートセンタ

ー等事業 

就業サポートセンター及び各区あいワーク 25において、ハ 

ローワークと連携した職業紹介を行います。また、高齢者向

けのセミナーや求人開拓などにより、高齢者の就業を支援し

ます。 

経）雇用推進部 ○高齢者雇用を働きかけた企業数（累計） 

[918百万円] H26：－ ⇒ 目標（H31）：14,400社 

高齢者の社会参加支

援の在り方検討 

生涯現役社会の実現に向けた高齢者の社会参加支援の具体

策を立案するため、既存事業の検証・再構築を含めた検討を

行います。 

保）高齢保健福祉部 ○高齢者の社会参加支援に関する基本方針の策定 

[5百万円] H26：－ ⇒ 目標（H29）：策定 

女性起業家育成事業 女性中小企業診断士による相談窓口を開設し、女性の起業や

経営に関する相談を受けるほか、女性起業家交流会を実施

し、女性の起業を支援します。 

経）産業振興部 ○相談窓口年間利用件数 

[11百万円] H26：77件 ⇒ 目標（H31）：80件 

子育てママ再就職支

援事業 

未就学児を抱える子育て女性が希望する多様な就労を支援

するため、各区であいワークなどと連携したセミナーや採用

意欲のある企業での職場体験を実施します。 

経）雇用推進部 ○職場体験参加者のうち、就職に至った人の割合 

[54百万円] H26：－ ⇒ 目標（H31）：50％ 

女性社員の活躍応援

事業 

就労を希望する女性が結婚・出産をしても仕事を続けられる

よう、女性社員向け各種セミナーや、企業向け集合セミナー、

出前講座を実施することにより、女性の仕事と子育ての両立

を支援します。 

経）雇用推進部 ○年間事業参加者数 

[64百万円] H26：808人 ⇒ 目標（H31）：1,000人 

 

                                              
40【コーディネート】 調整し、全体をまとめること。 
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基本目標２ 結婚・出産・子育てを支える環境づくり 

 

(1) 結婚・出産・子育ての切れ目のない支援 

 

事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

出会いの場創出事

業 

独身の方を対象に出会いの場の創出及び地域の活性化を目的

としたイベントを南区で実施します。 

南）市民部 ○イベント参加者数 

[4百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：100人 

仕事と暮らしのラ

イフプラン支援事

業 

札幌の未来を担う若者たちが、仕事と暮らしの調和したライフ

プラン 26を実現できるよう、様々な情報発信を行うとともに、

育休代替職員雇用への助成など、企業に対する支援を充実さ

せ、ワーク・ライフ・バランス 31の推進を図ります。 

子）子ども育成部 ○ワーク・ライフ・バランス認証企業数 

[152百万円]  H26：459社 ⇒ 目標（H31）：760社 

妊娠・出産包括支援

事業 

女性がより健やかに妊娠期を過ごし、安心して子どもを生み育

てられるよう、産前・産後ケア 27を充実させ、妊娠期からの切

れ目のない支援体制の充実強化を図ります。 

保）保健所 ○産後ケア事業の年間利用者数 

[174百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：80人 

５歳児健康診査・ 

５歳児発達相談事

業の拡充 

発達に心配のある５歳児と保護者に対し、子どもの発育・発達

に関する相談・助言を行う５歳児発達相談の開設日を拡充する

ことで、子どもの健やかな発育と発達をより一層支援します。 

保）保健所 ○5歳児発達相談の相談者数 

[70百万円]  H26：226人（H26.10～H27.3） ⇒ 目標（H31）：600人 

産婦人科救急コー

ディネート事業 

夜間・早朝の産婦人科領域の相談に応じ、適切な医療につなげ

るため、産婦人科の救急医療相談の対応時間を拡充します。 

保）保健所 ○拡充した 7～9時の年間相談受付件数 

[565百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：40件 

認定こども園整備

費補助事業 

幼稚園からの幼保連携型認定こども園41または幼稚園型認定

こども園42 への移行を促進するため、必要な整備費を補助し

ます。 

子）子育て支援部 ○認定こども園の保育所機能部分定員数 

[3,307百万円]  H26：1,615 人（Ｈ27.4） ⇒ 目標（H29）：2,634 人（Ｈ30.4） 

小規模保育改修補助

金の拡充 

保育ニーズの高い低年齢児の保育定員を拡大するため、小規模

保育事業の整備に係る補助額を増額します。 

子）子育て支援部 ○小規模保育事業定員数 

[87百万円]  H26：617人（Ｈ27.4） ⇒ 目標（H29）：1,092 人（Ｈ30.4） 

                                              
41【幼保連携型認定こども園】 幼稚園・保育所両方の法的位置付けを持つ単一施設タイプの認定こども園。 
42【幼稚園型認定こども園】 幼稚園が保育機能も兼ね備えるタイプの認定こども園。 

 ≪基本目標２≫ 結婚・出産・子育てを支える環境づくり 

  
(1) 結婚・出産・子育ての切れ目のない支援 

 

(1) 結婚・出産・子育ての切れ目のない支援 

 

(1) 結婚・出産・子育ての切れ目のない支援 

 

(1) 結婚・出産・子育ての切れ目のない支援 
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

区保育・子育て支援 

センター整備事業 

（厚別区・西区） 

区における子育て支援の中心的役割を担う区保育・子育て支援

センターを厚別区に整備します。また、老朽化が進んでいる市

営住宅二十四軒団地に合築している西区保育・子育て支援セン

ターを建替整備します。 

子）子育て支援部 ○区保育・子育て支援センター設置数 

[1,285百万円]  H26：8施設（Ｈ27.4） ⇒ 目標（H31）：9 施設 

都心部常設キッズ

サロン整備事業 

子育て家庭が都心部を訪れたときに利用できる常設の子育て

サロンを開設します。 

子）子育て支援部 ○キッズサロン年間利用組数 

[59百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：30,000組 

子育て援助活動支

援事業 

子どもを預けたい人とそれを支援したい人による会員組織を

構成し、会員間の子どもの預かりをコーディネート 40します。

また、病児・病後児預かりでは、利用料補助制度の対象年齢を

小学校６年生まで引き上げます。 

子）子育て支援部 ○依頼会員数 

[136百万円]  H26：6,912人 ⇒ 目標（H31）：8,500人 

子育て支援総合セン

ター運営事業 

全市の子育て支援の拠点として、関係機関とのネットワークづ

くりを進めるとともに、子育て相談、交流の場の提供、講座の

開催、ボランティア育成などを行います。 

子）子育て支援部 ○常設子育てサロンの利用者数 

[136百万円]  H26：45,776人 ⇒ 目標（H31）：46,000人 

病後児デイサービス

事業 

病気回復期にあって集団保育が困難な小学６年生までの児童

を、病院等に付設した施設で一時的に保育する施設を拡大する

ことで、子どもを生み育てやすい環境促進を図ります。 

子）子育て支援部 ○実施施設数 

[227百万円]  H26：5施設 ⇒ 目標（H31）：7施設 

一時預かり事業の

拡充 

保護者の就労形態の多様化などに伴う様々な保育ニーズに対応

するため、幼稚園などでの一時預かり実施施設を増やします。 

子）子育て支援部 ○一時預かり実施施設数（幼稚園型43） 

[3,056百万円]  H26：39施設 ⇒ 目標（H31）：112施設 

休日保育事業の拡

充 

子育て世帯の多様な働き方を支援するため、休日保育実施施設

を増やします。 

子）子育て支援部 ○休日保育を行う施設数 

[1,812百万円]  H26：5施設 ⇒ 目標（H31）：10施設 

子ども医療費助成

制度の拡充 

子育て支援環境の充実を図るため、現行制度で就学前児童の入

院・通院と小学生・中学生の入院を助成対象としている子ども

医療費助成について、新たに小学１年生の通院を助成対象とし

ます。 

保）保険医療部 ○子ども医療費助成の助成対象（通院） 

[16,417百万円]  H26：未就学児まで ⇒ 目標（H30）：小学１年生まで 

                                              
43【幼稚園型】 ここでは、幼稚園が在園児を対象として預かり保育を実施する類型をいう。  
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

第２子以降の保育

料無料化事業 

これまでの第３子以降に加え、最も保育料の高い３歳未満児童

を対象として、平成 29 年度から第２子についても保育料を無

料化し、子育て世代の経済的負担を軽減します。 

子）子育て支援部 ○第２子の保育料の無料化対象 

[1,655百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H29）：３歳未満児まで 

東雁来団地子育て

支援住宅建設事業 

安心して子どもを生み育てることのできる居住環境づくりの

ため、子育て世帯を対象とした市営住宅を整備します。 

都）市街地整備部 ○子育て世帯を対象とした住宅供給戸数 

[1,855百万円]  H26：40戸 ⇒ 目標（H29）：120戸 

  

 

 

事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

白石区複合庁舎等整

備事業 

白石区役所、保健センター、区民センター、区保育・子育て

支援センター及び（仮称）絵本図書館を白石区複合庁舎とし

て整備するとともに、立地特性を活かした民間機能の導入を

図ります。 

市）地域振興部 ○複合庁舎の整備 

[8,186百万円]  H26：整備着工 ⇒ 目標（H28）：供用開始 

私立幼稚園等補助事

業 

教育・保育サービスの充実を図るため、私立幼稚園・認定こ

ども園に対し様々な補助を行います。 

子）子育て支援部 ○私立幼稚園・認定こども園への補助 

[813百万円]  H26：実施 ⇒ 目標（H28）：実施 

算数にーごープロジ

ェクト事業 

課題探究的な学習 28 の充実の一環として、小学校高学年の算

数で、個に応じた手厚い指導により学習への意欲や論理的思

考力を高めるため、25 人程度の少人数指導の充実を図ります。 

教）学校教育部 ○算数で課題探究的な学習を少人数指導で計画的に行う小

学校の割合 

[52百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：100％ 

小学校における英語

専門教師配置事業 

小学生が、英語を通じて言語や文化について体験的に理解を

深め、発達段階に応じたコミュニケーション能力を身に付け

ることができるようにするため、全ての小学校に英語専門教

師を配置します。 

教）学校教育部 ○英語専門教師が配置されている小学校数 

[3百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：202校（全小学校） 

国際理解教育推進事

業 

外国語教育における児童生徒のコミュニケーション能力の

育成と国際理解教育の一層の充実を図るため、市立小・中・

高等学校などに外国語指導助手（ＡＬＴ）を増員配置します。 

教）学校教育部 ○週１回ＡＬＴとの授業を実施している中学校数 

[2,263百万円]  H26：6校 ⇒ 目標（H31）：97校（全中学校） 

(2) 子どもへの支援の充実 

 

(1) 結婚・出産・子育ての切れ目のない支援 

 

(1) 結婚・出産・子育ての切れ目のない支援 

 

(1) 結婚・出産・子育ての切れ目のない支援 
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

進路探究学習オリエ

ンテーリング事業 

希望する中学生を対象として、夏季休業期間に市内及び近郊

の各種学校・専修学校において様々な職業体験を実施しま

す。 

教）学校教育部 ○参加生徒数 

[36百万円]  H26：859人 ⇒ 目標（H31）：1,140人 

課題探究的な学習モ

デル研究事業 

市立札幌開成中等教育学校において、豊かな国際感覚や課題発

見・解決能力を身に付けたグローバル人材を育成するための、

ＩＢプログラム44やＩＣＴ30を活用した課題探究的な学習 28モ 

デルを研究・確立します。 

教）学校教育部 ○新たな課題探究的な学習モデルの確立 

[229百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：確立 

教育の情報化推進事

業 

急速な情報化・グローバル化 23への対応と子どもたちの学ぶ

力の一層の向上を目指し、ＩＣＴを活用した授業を日常的に

実施できるよう、タブレットなどの機器や教材の整備と授業

での効果的な活用に向けた取組を行います。 

教）生涯学習部 ○教員や児童生徒が授業で活用するタブレット台数 

[9,058百万円]  H26：218台 ⇒ 目標（H31）：3,652台 

小中連携・一貫教育 

推進事業 

中学校進学時の環境変化による様々な課題に対応するため、

小学生が中学校の授業を体験するなどの小中連携を推進す

るとともに、先進都市の視察やモデル校での調査・研究を通

して、小中一貫教育の在り方などを検討します。 

教）学校教育部 ○小中一貫教育のモデル研究校数 

[8百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：2校 

札幌市高等学校等生

徒通学交通費助成事

業 

札幌市内に居住し、公共交通機関を利用して石狩管内の高等

学校などに通う生徒に、通学に要する交通費のうち基準額を

超える額の 1/2を助成します。 

教）学校教育部 ○通学交通費の助成 

[206百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H30）：開始 

義務教育児童生徒 

遠距離通学定期料金 

助成金事業 

札幌市立小・中学校へバス等の交通機関を利用して通学する

児童生徒の保護者に対して通学定期料金の全額を助成しま

す。 

教）学校教育部 ○対象者への助成率 

[252百万円]  H26：100％ ⇒ 目標（H31）：100％ 

（再掲） 

さっぽろ国際人材 

育成事業 

海外で働く日本人や日本で活躍する外国人を講師としてセ

ミナーを行うほか、留学生との交流事業や長期留学費用補助

を実施し、国際理解の促進を図ります。 

総）国際部 ○セミナー及び交流事業の年間参加者数 

[48百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：850人 

                                              
44【ＩＢプログラム】 国際バカロレア機構（ＩＢＯ）が定める、異文化に対する理解と尊敬を通じて、平和でよりよい 

   世界の実現のために貢献する、探究心、知識、思いやりのある若者の育成などを目的とした国際的な教育 

     プログラム。  
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

運動部活動アスリー

ト派遣事業 

中学校の運動部活動に外部指導者としてアスリートを派遣

し、中学生の充実した運動環境を整え、スポーツに対する意

欲・関心の向上を図ります。 

観）スポーツ部 ○アスリートを派遣した中学校数（累計） 

[35百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：40校 

中学校運動部活動に 

おける外部人材の活

用事業 

中学校運動部活動の振興のため、部の運営を単独で行うこと

ができる運動部活動外部顧問を学校に派遣します。また、顧

問教諭が不在でも単独で技術指導ができる特別外部指導者

を新たに派遣します。 

教）学校教育部 ○外部顧問・特別外部指導者の任用人数 

[109百万円]  H26：9人 ⇒ 目標（H31）：55人 

さっぽろっ子ウイン

タースポーツ料金助

成事業 

子どもたちがウインタースポーツに親しめるよう、１シーズ

ンに１度、市内の全小学３年生を対象に、スキー場を利用す

る際のリフト料金やスケート場を利用する際の貸靴料に対

し助成します。 

観）スポーツ部 ○助成クーポンの年間利用者数 

[67百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：15,000人 

さっぽろっ子ウイン

タースポーツパワー

アップ事業 

ウインタースポーツの指導者不足を解消し学習環境を充実

させるため、中学校・高校のスキー授業及び小学校の歩くス

キー授業にインストラクターを派遣します。 

観）スポーツ部 ○インストラクターの年間延べ派遣人数 

[46百万円]  H26：607人 ⇒ 目標（H31）：1,100人 

（仮称）ウインター 

スポーツ塾事業 

小学生を対象にフィギュアスケートやクロスカントリーな

どのウインタースポーツを幅広く体験できる「エントリーコ

ース」と、高いレベルの技術指導を受けられる「エキスパー

トコース」を開設し、ウインタースポーツの裾野の拡大と競

技力の向上を図ります。 

観）スポーツ部 ○事業参加児童数（累計） 

[51百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：810人 

子どもの美術体験事

業 

市内の全小学５年生を美術館に招待するほか、芸術家を小学

校に派遣し一緒に制作活動を行うなど、将来を担う子どもた

ちが美術体験に親しむ機会を提供します。 

観）文化部 ○ハロー！ミュージアム参加学校数 

[49百万円]  H26：202校 ⇒ 目標（H31）：206校 

Kitaraファースト・ 

コンサート事業 

市内の全小学６年生を対象に、札幌コンサートホール Kitara

で、オーケストラ演奏や専属オルガニストによるオルガン演

奏を鑑賞・体験する機会を提供します。 

観）文化部 ○参加学校数 

[95百万円]  H26：203校 ⇒ 目標（H31）：206校 
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

放課後児童クラブの 

過密化解消事業 

放課後児童クラブ 29が過密化している小学校区において、民間

児童育成会45の新規開設やミニ児童会館の面積拡大などによ

り、過密化を解消し、子どもが健やかに育つ環境を整備します。 

子）子ども育成部 ○放課後児童クラブが過密化している小学校区 

[190百万円]  H26：75カ所（H27.4） ⇒ 目標（H31）：0カ所 

スクールカウンセラ

ー配置事業 

子どもや保護者がカウンセリングを受けることで、友人関係

の悩みや登校への不安を和らげることができるように、専門

的知識・経験を有するスクールカウンセラーの配置時間を増

加します。 

教）学校教育部 ○小学校へのスクールカウンセラー配置時間数 

[1,115百万円]  H26：54時間 ⇒ 目標（H31）：69時間 

スクールソーシャル 

ワーカー活用事業 

児童生徒に関して、学校だけでは解決困難な事案に関係機関

と連携して対応するため、教育分野に関する知識に加えて、

社会福祉等の専門的な知識や経験を有するスクールソーシ

ャルワーカーの体制を強化します。 

教）学校教育部 ○スクールソーシャルワーカー配置人数 

[71百万円]  H26：8名 ⇒ 目標（H31）：11名 

いじめ対策自殺予防

事業 

学校では、教員が指導資料等を活用することで「命を大切に

する指導」を充実させます。また、ネットトラブルへの対応

や 24 時間電話相談、教員研修の充実等を図ることで、いじ

め対策や自殺予防の取組を包括的に推進します。 

教）学校教育部 ○関係機関と連携したいじめ対策自殺予防の取組 

[55百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：推進 

 

 

 

事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

（再掲） 

仕事と暮らしのライ

フプラン支援事業 

札幌の未来を担う若者たちが、仕事と暮らしの調和したライ

フプラン 26を実現できるよう、様々な情報発信を行うととも

に、育休代替職員雇用への助成など、企業に対する支援を充

実させ、ワーク・ライフ・バランス 31の推進を図ります。 

子）子ども育成部 ○ワーク・ライフ・バランス認証企業数 

[152百万円]  H26：459社 ⇒ 目標（H31）：760社 

（再掲） 

女性起業家育成事業 

女性中小企業診断士による相談窓口を開設し、女性の起業や

経営に関する相談を受けるほか、女性起業家交流会を実施

し、女性の起業を支援します。 

経）産業振興部 ○相談窓口年間利用件数 

[11百万円]  H26：77件 ⇒ 目標（H31）：80件 

                                              
45【民間児童育成会】 放課後帰宅しても保護者が就労などにより家庭にいない児童に対し、適切な遊び及び生活の

場を与え、その健全育成を図る民間組織の総称。 

(3) 子育てを支える社会の形成 

 

(2) 子どもへの支援の充実 

 

(2) 子どもへの支援の充実 

 

(2) 子どもへの支援の充実 
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

（再掲） 

子育てママ再就職支

援事業 

未就学児を抱える子育て女性が希望する多様な就労を支援

するため、各区であいワーク 25などと連携したセミナーや採

用意欲のある企業での職場体験を実施します。 

経）雇用推進部 ○職場体験参加者のうち、就職に至った人の割合 

[54百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：50％ 

（再掲） 

女性社員の活躍応援

事業 

就労を希望する女性が結婚・出産をしても仕事を続けられる

よう、女性社員向け各種セミナーや、企業向け集合セミナー、

出前講座を実施することにより、女性の仕事と子育ての両立

を支援します。 

経）雇用推進部 ○年間事業参加者数 

[64百万円]  H26：808人 ⇒ 目標（H31）：1,000人 

ひとり親家庭自立支

援給付金事業 

ひとり親家庭の親が、就職に有利な資格取得に係る養成施設

に通った場合に支給する給付金について、平成 28 年度から

対象資格に自動車整備士、理容師、美容師を追加し、平成 29

年度から支給期間の上限を３年に拡大します。 

子）子育て支援部 ○ひとり親家庭自立支援給付金の年間新規申請者数 

[1,215百万円]  H26：69人 ⇒ 目標（H31）：156人 

ひとり親家庭高等学

校卒業程度認定試験

合格支援事業 

好条件での就職や、就職に有利な資格取得の促進を目的に、

ひとり親家庭の学び直しを支援するため、高卒認定講座終了

時と検定合格時に受講料などの一部を補助します。 

子）子育て支援部 ○高卒認定試験合格者数（累計） 

[21百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：140人 

ひとり親家庭支援セ

ンター等運営事業 

ひとり親家庭の一般的な生活相談をはじめ、専門家による法

律相談等を実施するとともに、資格取得講習会や、就業情報

の提供から職業紹介に至る一貫した就業支援サービスを実

施します。 

子）子育て支援部 ○就業相談を通じた就業件数 

[176百万円]  H26：102件 ⇒ 目標（H31）：120件 

母子家庭等日常生活 

支援事業 

就職活動や疾病等により日常生活を営むのに支障がある場

合に家庭生活支援員を派遣し、生活援助を行うとともに、ひ

とり親家庭の子どもを対象に、学習支援を行います。 

子）子育て支援部 ○家庭生活支援員の派遣件数（実数） 

[42百万円]  H26：119件 ⇒ 目標（H31）：130件 

母子・父子・寡婦福

祉資金貸付事業 

母子・父子・寡婦家庭に対して、経済的自立と生活意欲の助

長を図るため、修学資金等の貸付を行います。 

子）子育て支援部 ○資金貸付 

[1,094百万円]  H26：実施 ⇒ 目標（H31）：実施 
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

サッポロサタデース

クール事業 

地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の豊かな社会資

源を活用したプログラムを土曜日等に実施する「サッポロサ

タデースクール」を通して、地域の教育力向上を図るととも

に、地域と学校の連携の仕組みを整えます。 

教）生涯学習部 ○サッポロサタデースクール実施校数 

[35百万円]  H26：3校 ⇒ 目標（H31）：45校 

児童会館の地域多世

代交流機能の拡充 

小学校と複合化した「新型児童会館」が、学校・保護者・地

域と連携して子育ち・子育てを支援する拠点施設の役割を担

うため、コーディネーター21 を配置し、地域との共催イベン

トを実施するなど、地域多世代交流を推進します。 

子）子ども育成部 ○コーディネーター配置数 

[4百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：1人 

新型児童会館整備事

業 

中学校区単位を基本に設置している児童会館や、それを補完

するミニ児童会館を、小学校やまちづくりセンターと複合化

した新型児童会館として整備していきます。 

子）子ども育成部 ○新型児童会館整備数 

[1,218百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：7館 

地域子育て支援拠点

事業 

安心して子育てができる環境を充実させるため、子育てサロ

ンがない小学校区や乳幼児数の多い小学校区などで、既存常

設サロンのスタッフ等が行う週１回の出張サロンを実施し

ます。 

子）子育て支援部 ○出張サロン実施カ所数 

[1,068百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：4カ所 

地域子育て支援事業 各区のちあふるや保健センター等で様々な子育て支援の取

組を実施するほか、地域で子育てを支える環境づくりのた

め、地域主体の子育てサロン運営を支援します。 

子）子育て支援部 ○地域主体の子育てサロン数 

[252百万円]  H26：173カ所 ⇒ 目標（H31）：173カ所 

中央区避難所運営体

制づくり取組支援事

業 

災害時に円滑な避難所運営を可能とするため、地域住民、地

域の協力団体や企業、基幹避難所である小中学校及び中央体

育館、区役所による協議の場をつくり、地域住民の継続した

自主運営体制づくりを支援します。 

中）市民部 ○個別マニュアルを作成し運営体制を構築した避難所の数 

[13百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：25カ所 

地域コミュニティ形

成促進事業 

町内会が設立されていない地域に対し、町内会の新規設立を

促し地域コミュニティの形成を促進します。 

東）市民部 ○町内会・自治会の設立（累計） 

[1百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：2カ所 
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

高齢社会に向けた地

域活動の担い手創出

事業 

大学を活用して種々の社会的学習プログラムに関する講座

を高齢者に提供し、高齢者に対する地域活動への意識付けと

ともに、その担い手創出や地域課題の解決のための相談役の

育成などにつなげていきます。 

厚）保健福祉部 ○大学の開催する講座への年間参加者数 

[1百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：200人 

とよひらまちづくり

パートナー事業 

地域のまちづくりに参加・協力する意向のある企業・学校・

各種団体を「まちづくりパートナー」として登録し、様々な

地域の活動につなげていくことを通じて、多様な担い手によ

るまちづくりを進めるための機運醸成を図ります。 

豊）市民部 ○パートナー登録企業・団体数 

[1百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：50企業・団体 

南区若い力を活かし

たまちづくり事業 

学生と地域が連携し、真駒内駅等公共施設等のデザイン装飾

化を行うとともに、小学生に地域の魅力を知ってもらうた

め、地域住民を講師とした体験事業等を実施します。 

南）市民部 ○若者の「南区まちづくり事業」参加事例数（累計） 

[9百万円]  H26:9件 ⇒ 目標（H31）：15件 

安全・安心なまちづ

くり総合戦略事業 

手稲区の安全・安心なまちづくりを、防災・防犯防火・交通

安全などの観点から、市民・企業・行政が一体となって総合

的・戦略的に取り組みます。 

手）市民部 ○手稲区の防災、防犯防火、交通安全事業の協力事業者数 

[14百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：22事業者 

学校施設改築事業 耐震性能が低く、また、老朽化が進んでいる学校施設の改築

を行うとともに、小学校については公共施設との複合化を検

討します。 

教）生涯学習部 ○計画期間内の事業着手校数（累計） 

[37,168百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：15校 

地域交流拠点まちづ

くり推進事業 

地域交流拠点 32の機能向上を図るため、良好な民間開発への

支援を行うほか、総合的なまちづくりを各拠点の特性に応じ

て市民や事業者との協働で推進します。 

市）都市計画部 ○拠点まちづくり指針の策定地区数（累計） 

[84百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：2地区 

児童相談体制の強化 増加する児童虐待や障がい相談、非行などへの対応や地域と

の連携強化に向け、医師職の配置や第２児童相談所の開設な

ど、要保護児童に対する相談体制強化を検討します。 

子）児童相談所 ○基本計画の策定 

[7百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H29）：策定 
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

子ども安心ネット 

ワーク強化事業 

ー１８９46（いちはや

く）対応ー 

児童相談所（子ども安心ホットライン）が、増加する児童虐

待や養護相談に“いちはやく”対応するため、児童相談所と

児童家庭支援センターのさらなる連携により、相談体制を強

化します。 

子）児童相談所 ○ホットライン年間相談対応件数 

[324百万円]  H26：3,147件 ⇒ 目標（H31）：3,920件 

児童虐待防止対策支

援事業 

虐待が疑われる児童を早期に発見し、より迅速で適切な対応

を行うため、一般市民をはじめ、企業や関係機関等を対象に

各種児童虐待防止の普及・啓発事業を行います。 

子）児童相談所 ○児童虐待通告件数 

[39百万円]  H26：1,256件 ⇒ 目標（H31）：1,880件 

知的障がい者のため

の教室事業 

特別支援学校47を修了し、既に社会参加している知的障がい者を

対象とした「成人学級」の開設や、特別支援学校の児童生徒と

地域住民等とが交流などを行う「地域連携事業」を実施します。 

教）生涯学習部 ○成人学級及び地域連携事業への延べ参加者数 

[10百万円]  H26：1,901人 ⇒ 目標（H31）：2,400人 

市立特別支援学校の

教育内容等の拡充 

市立特別支援学校において、児童生徒の障がいの重度化・重

複化や多様化に対応するため、安心して学び育つための教育

環境の整備や、生徒の自立や就労に向けた教育内容を充実さ

せます。 

教）学校教育部 ○企業就労を目指す生徒の就労率 

[97百万円]  H26：30％ ⇒ 目標（H31）：100％ 

（仮称）南部高等支援

学校における就労支

援体制の拡充 

平成 29 年開校の（仮称）南部高等支援学校において、就労

ニーズに応じた作業カリキュラムを用意し、生徒の適性に応

じて選択可能とするなど、特色ある教育を実施し、高い就労

率を実現します。 

教）学校教育部 ○企業就労を目指す生徒の就労率 

[3,857百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：100％ 

特別支援学級整備事

業 

できるだけ身近な地域で学べる環境づくりを目指し、子ども

の障がいの状態等に十分配慮しながら、特別支援学級の整

備・拡充を図ります。 

教）学校教育部 ○市立小中学校における特別支援学級の整備率 

[127百万円]  H26：78.6％ ⇒ 目標（H31）：85.0％ 

学びのサポーター活

用事業 

特別な教育的支援を必要とする子どもに対する、学校生活を

送る上で必要な支援を充実させるため、有償ボランティアで

ある学びのサポーターの活用時間を増やします。 

教）学校教育部 ○特別な教育的支援を必要とする子ども一人当たりに対する支

援可能時間数 

[827百万円]  H26：133時間 ⇒ 目標（H31）：202時間 

                                              
46【189（いちはやく）】 児童相談所全国共通ダイヤル。 
47【特別支援学校】 主に障がいの比較的重い児童生徒のための学校。 
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事業名・担当部 事 業 内 容 

（計画事業費） 活 動 指 標 

特別支援教育・障が

い児保育補助事業 

要支援児の受入促進のため、幼稚園に対する補助制度を見直

し、拡充します。 

子）子育て支援部 ○補助制度の充実強化と適正化 

[4,622百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H29）：補助拡充 

特別奨学金支給事業 技能習得を目的とした高等学校等に通う、生活困窮世帯（生

活保護基準の 1.5倍以内）の子どもに対し、奨学金を支給し

ます。 

子）子育て支援部 ○奨学金支給 

[76百万円]  H26：実施 ⇒ 目標（H31）：実施 

児童養護施設等入所

児童への大学進学等

奨励給付事業 

児童福祉施設入所児童（里親委託児童を含む）で、大学など

に入学するため措置解除となる場合、進学に際し必要な経費

及び生活費などについての措置費を支給します。 

子）児童相談所 ○年間支給人数 

[24百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H31）：10人 

（仮称）子ども貧困

対策計画策定 

子どもの将来が、その生まれ育った環境によって左右される

ことのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することの

ないよう、教育・生活・就労などの分野を総合的に支援する

ために「（仮称）子ども貧困対策計画」を策定します。 

子）子ども育成部 ○（仮称）子ども貧困対策計画の策定 

[14百万円]  H26：－ ⇒ 目標（H29）：策定 

子どもの学びの環境

づくり事業 

学校以外の子どもの学びの環境づくりを進めるため、不登校

児童生徒の受け皿となっているフリースクールなど民間施

設に対する支援を実施します。 

子）子ども育成部 ○フリースクールなど民間施設事業費補助団体数 

[62百万円]  H26：6団体 ⇒ 目標（H31）：7団体 

不登校対策事業 不登校児童生徒に対し、学校復帰や社会的自立に向けた相談

指導教室及び教育支援センターでの支援の充実を図るとと

もに、個別相談を実施することにより、子どもや保護者の不

安を和らげる取組を推進します。 

教）学校教育部 ○相談指導教室や教育支援センターにおける不登校状況の

改善率 

[453百万円]  H26：41.3％ ⇒ 目標（H31）：50.0％ 

相談支援パートナー

事業 

不登校の子どもに対し、個の状況に応じたきめ細かな支援を

行い状況改善を図るとともに、小学校段階における早期の支

援を実施し、不登校の未然防止に資する取組を推進します。 

教）学校教育部 ○パートナー配置・派遣校における登校状況の改善率 

[463百万円]  H26：32.1％ ⇒ 目標（H31）：37.0％ 

中学校卒業者等 

進路支援事業 

中学・高校卒業時の進路未決定者及び高校中退者に対し、電

話相談や個別面談等の支援を実施します。 

子）子ども育成部 ○進路未決定者等の学校からの情報提供数 

[14百万円]  H26：25件 ⇒ 目標（H31）：40件 



 
 

  



 
 

 

 

資 料 編 

 

１ 計画の策定体制 

２ 計画の策定経過 

(1) 計画策定までの検討の経過 

(2) 有識者会議 

３ 各種調査 

(1) 結婚及び出産・育児に関する意識調査 

(2) 出産・育児に関する意識調査 

(3) 社会移動及び人口減少に関する意識調査 

(4) 地元就職促進施策検討調査 

４ 計画策定段階での市民意見 

(1) 学生ワークショップ 

(2) 「（仮称）さっぽろ未来創生プラン」策定に関する  

  ワークショップ 

５ 計画案に対する市民意見 

(1) パブリックコメントの概要 

(2) パブリックコメントの内訳 

(3) パブリックコメントに基づく当初案からの変更点 

(4) パブリックコメントの概要とそれに対する札幌市 

  の考え方 

(5) さっぽろ未来人材ワークショップ 

(6) 高校生ワークショップ 

６ 用語集 

 



 
86 

１ 計画の策定体制 

 

 

  

 

 

１ 計画の策定体制 

札幌市 庁内の策定体制 

本部会議 

（本部長：市長） 

幹事会 

（部長会議） 

札幌市人口減少対策推進本部 

 札幌市議会・有識者会議 

札幌市議会 

（大都市税財政制度・人口 

  減少対策調査特別委員会） 

(仮称)さっぽろ未来創生プラン 

策定検討有識者会議 

報告 意見 

市民からの意見聴取の取組 

結婚及び出産・育児に関する意
識調査 

（89 ページ） 

出産・育児に関する意識調査 

（89 ページ） 

 

学生ワークショップ 

（91 ページ） 

 

「（仮称）さっぽろ未来創生プラ
ン」策定に関するワークショップ 

（93 ページ） 

 

計
画
案
策
定
段
階
で
の
意
見 

計
画
案
へ
の
意
見 

■意識調査 ■ワークショップ 

■パブリックコメント 

 幅広い年代の市民によるワークシ
ョップ（平成 27 年 7 月） 

 
18～49歳の男女の独身者に対する

意識調査（平成 27 年３月～４月） 
 

 20～49歳の男女の有配偶者に対す
る意識調査（平成 27 年３月～４月） 

 大学生、大学院生によるワークショ
ップ（平成 27 年 5 月） 

地元就職促進施策検討調査 

（90 ページ） 

 

 大学生、大学院生に対する意識調査
（平成 27 年４月～６月） 

社会移動及び人口減少に関する
意識調査  

（90 ページ） 

 
 
18 歳以上の男女に対する意識調査
（平成 27 年４月） 

パブリックコメント  

（95 ページ） 

 
案を公表し、市民の意見を広く募集
（平成 27 年 11 月～12 月） 

さっぽろ未来人材ワークショップ  

（128 ページ） 

 

 
20 歳代の大学生・社員によるワー
クショップ（平成 27 年 12 月） 

高校生ワークショップ  

（129 ページ） 

 

 
高校生によるワークショップ 

（平成 27 年 12 月） 

■ワークショップ

高校出前講座 
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２ 計画の策定経過 

(1) 計画策定までの検討の経過 

 

 

札幌市は、広範な分野にわたる人口減少対策に、全庁をあげて取り組んでいくため、

札幌市長を本部長とする「札幌市人口減少対策推進本部」を設置し、計画の検討を進

めてきました。 

 また、札幌市議会「大都市税財政制度・人口減少対策調査特別委員会」での審議や、

「（仮称）さっぽろ未来創生プラン策定検討有識者会議」における専門的な見地から

の意見を踏まえながら計画の策定を進めました。 

 

開催日 札幌市の主な動き 有識者会議 札幌市議会 

平成 27．６．８ 第１回札幌市人口減少対

策推進本部会議 

・人口の現状の課題 

・将来展望と重点分野 

・策定体制等 

  

７．10 第１回本部幹事会 

・骨子（案）について 

  

７．22   調査特別委員会 

・骨子（案）の報告 

７．23  第１回 

・骨子（案）について 

 

８．19 第２回本部幹事会 

・素案について 

  

８．31  第２回 

・素案について 

 

９．１   調査特別委員会 

・素案の報告 

10．５ 第３回本部幹事会 

・計画（案）について 

  

11．４   調査特別委員会 

・計画（案）の報告 

11．９  第３回 

・計画（案）について 

 

11．26～12.25 計画（案）の公表（パブリックコメントの実施） 

平成 28．１．28 第２回札幌市人口減少対

策推進本部会議 

・計画の確定 

  

２ 計画の策定経過 

 (1) 計画策定までの検討の経過 
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定検討有識者会議 

 

さっぽろ未来創生プランの策定に当たり、専門的な知見を活用して計画の方向性や

具体案について検討するため、札幌市まちづくり戦略ビジョン審議会の委員を務めた

有識者のほか、人口学に関する知見を有する方や、札幌市に本拠を置く、経済団体、

金融機関、労働団体及びメディアなどからそれぞれ委員を選任し、「（仮称）さっぽろ

未来創生プラン策定検討有識者会議」を設置しました。 

また、北海道と緊密に連携を図りながら計画を策定するため、オブザーバーとして

参加いただきました。 

 

（五十音順、敬称略） 

役 職 氏 名 所    属 分 野 備 考 

座 長 内田 和男 北海道武蔵女子短期大学学長 学識経験者  

副座長 小林 英嗣 
(一社)都市・地域共創研究所 

代表理事 
学識経験者  

委 員 

阿部 夕子 
(株)Ｍａｍｍｙ Ｐｒｏ 

代表取締役 
子育て・しごと 第２回より就任 

上杉 真 
(株)北海道銀行取締役 

常務執行役員 
金融機関  

近江 秀彦 (株)北洋銀行常務取締役 金融機関  

梶井 祥子 札幌大谷大学教授 学識経験者  

木村 奈津美 行政書士法人エニシア副代表 子育て・しごと 第２回より就任 

杉岡 直人 北星学園大学教授 学識経験者  

堰八 義博 
札幌商工会議所さっぽろ成長

戦略特別委員会委員長 
経済団体  

寺澤 純 
(株)北海道新聞社取締役 

経営企画局長 
メディア  

原 俊彦 札幌市立大学教授 学識経験者  

平野 博宣 
連合北海道札幌地区連合会 

事務局長 
労働団体  

 

オブザーバー 北海道 

  

 (2) 有識者会議 
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３ 各種調査 

 

 

計画策定にあたって、結婚・出産・子育てや、社会移動、人口減少に関する事柄な

どについて、市民の意識の把握及び分析を行うために、４種類の調査を行いました。 

なお、各調査結果については、 

札幌市のホームページ（http://www.city.sapporo.jp/kikaku/miraisousei/chosa.html）

に掲載しています。 

 

調査概要 

育児に対する意識調査 

 

① 調査の目的 

   独身者の結婚や出産等に関する意識を把握するために実施 

 ② 調査方法 

   インターネット調査 

 ③ 主な調査項目 

「結婚に対する意欲」、「結婚の利点」、「独身の利点」、「女性の生き方」、「結婚・

家族に関する意識」、「独身でいる理由」、「結婚への障害」、「希望子ども数」など 

 ④ 調査対象者 

   札幌市在住の 18～49歳の男女の独身者 

 ⑤ 調査実施期間 

   平成 27年３月 30日～４月４日 

 ⑥ 有効回答数  

1,600人 

 

(2) 出産・育児に関する意識調査 

 

① 調査の目的 

   有配偶者の出産や育児等に関する意識を把握するために実施 

② 調査方法 

   インターネット調査 

③ 主な調査項目 

  「夫婦が知り合ったきっかけ」、「結婚・家族に関する意識」、「実際に持つつも

りの子ども数（予定子ども数）」、「予定子ども数を実現できない場合の理由」、「育

児に際しての不安」など 

④ 調査対象者 

   札幌市在住の 20～49歳の男女の有配偶者 

３ 各種調査 

 (2) 出産・育児に関する意識調査 

 (1) 結婚及び出産・育児に関する意識調査 
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⑤ 調査実施期間 

   平成 27年３月 31日～４月７日 

⑥ 有効回答数 

1,536人 

 

(3) 社会移動及び人口減少に関する意識調査 

 

① 調査の目的 

   社会移動の状況や人口減少等に関する意識を把握するために実施 

② 調査方法 

   郵送による配布・回収 

 ③ 主な調査項目 

   「札幌市以外からの転入の理由」、「札幌市から転出する可能性がある場合の理

由」、「人口減少が進むことへの将来の不安」、「人口減少に対応するために札幌市

で必要な取組」など 

④ 調査対象者 

   札幌市在住の 18 歳以上の男女 10,000 人 

⑤ 調査実施期間 

   平成 27年４月６日～４月 22日 

⑥ 有効回答数 

   3,655人（回収率 36.6％） 

 

(4) 地元就職促進施策検討調査 

 

① 調査の目的 

   大学生及び大学院生の就職に関する意識や希望等を把握するために実施 

② 調査方法 

   各大学・大学院で調査票を配布、郵送回収 

 ③ 主な調査項目 

   「就職希望地・就職予定地」、「道外を主な勤務地として予定する理由」、「希望

する業種」、「就職先を選ぶ際に重視すること」、「地元企業は就職先の対象となる

か」、「地元企業について知りたいこと」、「地元企業から必要な情報は提供されて

いるか」など 

④ 調査対象者 

   札幌市内 15大学に在籍する大学生（４年生）、大学院生（修士課程２年生） 

⑤ 調査実施期間 

   平成 27年４月 15日～６月３日 

⑥ 有効回答数 

 1,023人 

 (3) 社会移動及び人口減少に関する意識調査 

 (4) 地元就職促進施策検討調査 
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４ 市民意見 

 

 

(1) 学生ワークショップ 

 

市内大学生の約４割が就職を理由として道外へ転出している札幌市の状況を踏ま

え、地元企業への就職促進に必要な取組について、当事者である就職活動中の学生か

ら意見を引き出すため、ワークショップを開催しました。 

 

① 日時・会場 

  平成 27年５月 16 日（土） 14時 00分～17時 00分 

  ＴＫＰ札幌ビジネスセンター カンファレンスルーム５Ｂ 

 

②  参加者数 

  市内大学に通う大学生や大学院生 19名 

 

③  ワークショップの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 学生ワークショップ 

４ 計画策定段階での市民意見 

１ なぜ、札幌／他地域で就職したいのか 

３グループに分かれ、札幌または他地域で就職を希望する理由や札幌の

強みや弱みについて意見を交換 

２ 地元企業への就職促進にどのような取組が必要か？ 

  １で議論した内容をまとめ、学生が、札幌で就職してもらうために必要

な取組について検討 

 

３ 検討結果の発表 

  各グループで取りまとめた４つ程度の提案を発表し、参加者全員で取組

内容について意見を交換 
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④  主な意見 

グループ 主な意見 

Ａグループ 

 ○札幌の暮らしやすさや北海道の環境・観光をアピール 

 ○ＳＮＳ20やスマホアプリの活用による中小企業の情報発信の強化 

 ○大学と企業の連携（体験型インターンシップ 39や地元企業の社員

による大学での講義の実施など） 

 ○転勤の交通費や生活費の助成などの実施 

 ○札幌勤務限定の採用がある企業を増やす取組 

Ｂグループ 

 ○北海道に特化した就職活動サイトの開設 

 ○大学におけるインターンシップの必修化 

 ○北海道の技術・職業・企業・地域資源の掘り起こし・ＰＲ、技術 

向上 

 ○地元企業の首都圏 8進出や北海道の食のアピールなど、地元企業 

  の発展、ＰＲの促進 

Ｃグループ 

 ○企業誘致や起業の支援 

 ○市内企業による道外での企業説明会の開催や道外学生が市内企

業に就職するときの経済的援助など、Ｕターン希望者に対する支

援 

 ○道外出身学生の親に対する北海道への移住支援 
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(2) 「（仮称）さっぽろ未来創生プラン」策定に関するワークショップ 

 

札幌市の低い出生率や若者の道外への転出超過の要因について意見を交換した上

で、出生率の向上や若者の市内定着に必要な施策の方向性を提案してもらいました。 

 

①  日時・会場 

  第１回 平成 27年７月 18日（土） 13 時 00分～16時 00分 

  第２回 平成 27年７月 25日（土） 13 時 00分～16時 00分 

ＳＴＶ北２条ビル６階 ＡＢ会議室 

 

②  参加者数 

  第１回 合計：52 人        第２回 合計：53人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  ワークショップの流れ 

  ○第１回 

 

 

 

 

 

 ○第２回 

 

 

 

 

 

 

年代 
人数 

  内訳 

20代 20人 
男性 13人 

女性 7人 

30代 11人 
男性 6人 

女性 5人 

40代 19人 
男性 4人 

女性 15人 

50代 2人 
男性 2人 

女性 0人 

60代 1人 
男性 0人 

女性 1人 

年代 
人数 

 内訳 

20代 19人 
男性 12人 

女性 7人 

30代 11人 
男性 6人 

女性 5人 

40代 19人 
男性 4人 

女性 15人 

50代 2人 
男性 2人 

女性 0人 

60代 1人 
男性 0人 

女性 1人 

 (2) 「（仮称）さっぽろ未来創生プラン」策定に関するワークショップ 

１ 低い出生率／若者の道外への転出超過の要因について意見交換 

  ７～８人のグループに分かれ、低い出生率または若者の道外への転出超

過の要因を意見交換した上で、課題を抽出し、取り組むべき方向性を提示 

２ １回目で抽出した課題の解決に必要な取組について検討 

  ７～８人のグループに分かれ、１回目で抽出した課題の解決に必要な取

組について検討した後、グループで取りまとめ 



 
94 

④ 主な意見 

 取組の方向性 必要な取組 

低い 

出生率 

○子どもの養育費の負担軽減 

○社会の出産・子育てへの理解 

○女性へのサポートの充実 

○地域内の交流を増やす 

○子育て施策の充実 

○就学以降の医療費補助 

○子育て世帯の住宅支援 

○奨学金の拡充（教育費の軽減） 

○子育て支援の取組を知る場づくり 

○共働きしやすい環境づくり 

○育児後の女性の就職支援 

○企業への産休・育休の支援 

○地域交流の場づくり 

○ボランティアによる子育て相談 

○延長保育の拡充 

○病児保育サービスの拡充 

○子育て相談支援の強化 

若者の 

道外への 

転出超過 

○まちの魅力向上・発信 

○企業誘致 

○札幌で就職できる環境整備 

○特色のある大学づくり 

○観光施設などの市民割引の拡充 

○企業誘致や起業支援 

○企業と大学の連携強化 

○Ｕ・Ｉターン希望者に対する支援 

○札幌に「住む」という良さを市外 

にＰＲ 

○地域の特色を生かした大学教育の 

充実 

○外国人留学生の受入れ強化 
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対する市民意見 

(1) パブリックコメント 

 

 

 

 計画案について、パブリックコメントを実施し、市民の皆さんからのご意見を

募集しました。 

  

①  意見募集期間 

  平成 27年 11月 26日（木）から平成 27年 12月 25日（金） 

②  意見提出方法 

  郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、ホームページ上の意見募集フォーム、持参 

③  資料の配布・閲覧場所 

 ・札幌市役所本庁舎（２階市政刊行物コーナー、10階市長政策室政策企画部企

画課） 

 ・各区役所（総務企画課広聴係） 

 ・各まちづくりセンター 

 ・札幌市ホームページ 

 

 

  

 

①  意見提出者数・意見件数 

  67人・142件 

②  年代別内訳 

 

 

 

 

③  提出方法別内訳 

提出方法 郵送 ＦＡＸ Ｅメール ホームページ 持参 合計 

提出者数 10 5 6 11 35 67 

構 成 比 14.9％ 7.5％ 9.0％ 16.4％ 52.2％ 100.0％ 

 

年代 19 歳以下 20代 30代 40代 50代 60代 70 歳以上 不明 合計 

人数 24 23 3 4 3 3 1 6 67 

件数 43 51 6 7 4 18 3 10 142 

 (1) パブリックコメントの概要 

５ 計画案に対する市民意見 

 (2) パブリックコメントの内訳 
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 ④ 意見内訳 

分  類 件数 構成比 

計画書全体 2 1.4％ 

さっぽろ未来創生プランの策定について 0 0.0％ 

人口ビジョン編 13 9.2％ 

 

第１章 人口ビジョン編の策定に当たって 0 0.0％ 

第２章 札幌市の人口 8 5.6％ 

第３章 札幌市の人口動態の考察 5 3.5％ 

第４章 目指すべき札幌の将来 0 0.0％ 

総合戦略編 125 88.0％ 

 

第１章 総合戦略編の策定に当たって 2 1.4％ 

第２章 基本目標 110 77.5％ 

 

基本目標１ 安定した雇用を生み出す 65 45.8％ 

 (1)札幌市産業の競争力強化【分野別】 23 16.2％ 

 (2)札幌市産業を支える基盤づくり【業種横断的】 24 16.9％ 

 (3)地域が必要とする人材の育成・定着 18 12.7％ 

基本目標２ 結婚・出産・子育てを支える環境づくり 45 31.7％ 

  (1)結婚・出産・子育ての切れ目のない支援   22 15.5％ 

  (2)子どもへの支援の充実 14 9.9％ 

  (3)子育てを支える社会の形成 9 6.3％ 

第３章 未来創生アクション 8 5.6％ 

第４章 プラン推進に当たって 3 2.1％ 

第５章 主要事業一覧 2 1.4％ 

その他 2 1.4％ 

合計 142 100.0％ 
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 人口ビジョン編 

 第２章 札幌市の人口 

意見の概要 修正内容 
市の 

考え方 

「札幌市の人口増加数の推移」のグ

ラフは、どのようにみればよいか。 

≪Ｐ７≫ 

図表「札幌市の人口増加数の推移」

に注釈を追記 

【注釈】各年 10月１日を基準とした

５年間の増加数である。 

101 

ページ 

「転入超過数の推移」、「転入者数及

び転出者数の推移」の図表の掲載順

について、本文の記載と合わないた

め、逆にした方がよい。 

≪Ｐ９≫ 

「転入超過数の推移」と「転入者数

及び転出者数の推移」の図表を入れ

替え 

101 

ページ 

「総人口に与えてきた自然増減と

社会増減の影響」の図表の数字（50、

55、60…）について、数字が元号で

あることをわかるようにすべき。 

≪Ｐ10≫ 

図表内の数字に元号を追記 

101 

ページ 

「人口減少に対応するために札幌

市において必要だと考える取組別

割合」などの図表について、割合が

高い順に並べた方が見やすい 

≪Ｐ14、18≫ 

回答割合が高い順に図表を変更 

102 

ページ 

 

 第３章 札幌市の人口動態の考察 

意見の概要 修正内容 
市の 

考え方 

合計特殊出生率 4を最新の数値であ

る平成 26年値に変更した方がよ

い。 

≪Ｐ15 等≫ 

【合計特殊出生率】 

平成 25 年 1.14 

↓ 

平成 26 年 1.16 

 

※全国、東京都、北海道の数値も平

成 26 年値に変更 

103 

ページ 

  

 (3) パブリックコメントに基づく当初案からの変更点 
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総合戦略編 

 計画書全体 

意見の概要 修正内容 
市の 

考え方 

合計特殊出生率 4と転出超過数の数

値目標の根拠を分かりやすく伝え

てほしい。 

≪Ｐ29≫ 

【数値目標】 

平成 42 年（2030年）までに合計特

殊出生率を 1.5まで上昇させること

を目指して、平成 31年（2019 年）

の数値目標を設定します。 

↓ 

平成 42 年（2030年）までに合計特

殊出生率を 1.5まで上昇させること

を目指します。その過程として、平

成 31 年（2019年）には、平成 15年

以降 14,000 人台で推移してきた年

間出生数を、15,000人台にまで上昇

させることを目指して数値目標を設

定します。 

 

道外への転出と道外からの転入の差

し引きを均衡させることを目指し

て、平成 31年（2019年）の数値目

標を設定します。 

↓ 

道外への転出と道外からの転入を均

衡させることを目指します。その過

程として、平成 31年（2019 年）に

は、転出超過数を半減させる数値目

標を設定します。 

104 

ページ 
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 第２章 基本目標 

 基本目標１ 安定した雇用を生み出す 

(1) 札幌市産業の競争力強化【分野別】 

意見の概要 修正内容 
市の 

考え方 

ホテル建設の対策を行うなど、より

多くの観光客を受け入れることが

できる環境をつくるべきではない

か。 

≪Ｐ31≫ 

●外国人観光客の受入体制整備 

【施策内容】 

客室グレードアップなど外国人富裕

層等の受入環境を改善する宿泊施設

の増改築を支援します。 

↓ 

外国人富裕層等に向けた客室グレー

ドアップといった宿泊施設の増改築

等への支援や、急増する宿泊需要へ

の対応策の検討など受入環境の改善

に取り組みます。 

106 

ページ 

 

 (2) 札幌市産業を支える基盤づくり【業種横断的】 

意見の概要 修正内容 
市の 

考え方 

競争力を高める付加価値の創出と

して、ＩＴ企業の市場開拓に触れて

いるが、札幌はコールセンターか、

下流過程（詳細仕様作成とプログラ

ミング、テスト）に限定されている

ので、いわば「ＩＴ出稼ぎ」ができ

るよう「都内の住居費と往復の交通

費を自腹で払う」方々へ補助するな

ど、ＩＴ企業を支援する仕組みを考

えてはどうか。 

≪Ｐ36≫ 

【施策の追加】 

●ＩＴの積極的な活用による戦略的

な地域活性化 

スマートフォンの普及やＳＮＳ20 

（ソーシャル・ネットワーキング・

サービス）の発展など、市民を取り

巻く情報通信環境の急速な変化に対

応し、ＩＴの利活用を進めることで、

様々な分野の産業振興や市民の暮ら

しの利便性向上を図る総合的な計画

を策定します。 

109 

ページ 
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 (3) 地域が必要とする人材の育成・定着 

意見の概要 修正内容 
市の 

考え方 

息長く専門家で活躍する風土があ

る海外のように、60 代前半でも第

一線の仕事を続けられる環境を整

えるため、雇用の機会を増やすな

ど、求人側の発想を変えるように、

札幌市から働きかけてほしい。 

≪Ｐ39≫ 

また、就労の不安を軽減し、将来に

わたり安心して活躍できる環境づく

りに取り組みます。 

↓ 

また、若者や女性の就労の不安を軽

減し、将来にわたり安心して活躍で

きる環境づくりに取り組むととも

に、高齢者が、豊富な経験や知識を

生かしながら働き続け、あるいは、

まちづくりの担い手となり、サービ

スを受ける側だけではなく、サービ

スを提供する側となって社会に貢献

できるよう環境を整えるなど、誰も

が生涯現役として輝き続ける街の実

現を目指します。 

112 

ページ 

 

第３章 未来創生アクション 

意見の概要 修正内容 
市の 

考え方 

札幌市の取組を知ることができた。

これからも、障がい者や高齢者、妊

婦などサポートの必要な人が安心

して暮らせる街にしてほしい。 

≪Ｐ52≫ 

将来を担う若者や子どもたちが、明

るい未来を描くことができる「さっ

ぽろ」の実現に向けて、 

↓ 

札幌市では、まちづくりの指針である

「札幌市まちづくり戦略ビジョン」に

おいて、目指すべき２つの都市像「北

海道の未来を創造し、世界が憧れるま

ち」、「互いに手を携え、心豊かにつな

がる共生のまち」を掲げ、その実現に

向けた取組を進めています。この目指

すべき都市像を実現することで、「さっ

ぽろ」のまちの魅力が高まり、将来を

担う若者や子どもたちが、明るい未来

を描くことができると考えています。 

この計画においても、「さっぽろ」の魅

力を高めるため、 

124 

ページ 
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計画書全体 

意見の概要 市の考え方 

〇他の自治体でも、同様の方

針があり、計画に独自色が薄

いのではないか。 

計画策定に当たっては、札幌市の実情にあった計画

とするため、札幌市の人口動向や独自の意識調査を

行い、そこから導き出された結果に基づいて、基本

目標等を定めています。 

〇人口減少に伴う税収の減少

を想定した施策を考え、盛り

込んでおくべき。 

札幌市の人口は、ここ数年のうちに減少局面を迎え、

この傾向は長期間継続するものと考えられます。そ

のため、本計画においては、これらのことを前提と

して、各種施策を盛り込んでいます。 

人口ビジョン編 

第２章 札幌市の人口 

意見の概要 市の考え方 

〇国勢調査結果を引用する際

には、「調査年次」と「総務

省統計局」が出典であること

を明示すべきではないか。 

本計画では、総務省統計局が示している出典記載例

を参考に極力簡素に表現し、『総務省「国勢調査」』

と記載しています。 

また、年次は、表題、グラフ内等において表記する

ことで対応しています。 

〇「札幌市の人口増加数の推

移」のグラフは、どのように

みればよいか。 

10月１日現在を基準とした５年間の増加数を示して

います。例えば、「昭和 25年～30年」という表記の

場合、昭和 25 年 10月１日から昭和 30年 10月１日

までの人口増加数を表しており、このことをグラフ

に注記しました。 

〇「転入超過数の推移」、「転

入者数及び転出者数の推移」

の図表の掲載順について、本

文の記載と合わないため、逆

にした方がよい。 

ご意見を踏まえ修正しました。 

〇「総人口に与えてきた自然

増減と社会増減の影響」の図

表の数字（50、55、60…）に

ついて、数字が元号であるこ

とをわかるようにすべき。 

ご意見を踏まえ修正しました。 

 

 (4) パブリックコメントの概要とそれに対する札幌市の考え方 
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意見の概要 市の考え方 

〇「人口減少に対応するため

に札幌市において必要だと考

える取組別割合」などの図表

について、割合が高い順に並

べた方が見やすい。 

ご意見を参考に修正しました。 

〇人口が減少すると何が問題

なのか、危機感が持てない。 

人口が減少した場合、第２章「３ 人口減少が札幌

市に与える影響」に記載しているとおり、例えば、

生産年齢人口の減少によって、経済規模の縮小が懸

念されるなどの問題があります。 

〇生産年齢人口の減少と経済

規模の縮小の関係性について

は、生産年齢人口の減少より

も、生産効率（生産年齢人口

一人当たりの生産量）が上が

っていないことの方が問題な

のではないか。 

人口減少社会では、ご指摘いただいた生産効率を向

上させることと同時に、売上向上のため域外の需要

を取り込んでいくことも必要であり、企業の経営基

盤の強化のために様々な施策を構築していきます。 

なお、生産年齢人口一人あたりの生産量（昼間就業

者一人当たりの市内純生産）は、最新データである

平成 24年度と 10年前を比較すると７％減少してい

ますが、３年前と比較すると３％増加と回復傾向に

あります。 

〇「人口減少が札幌市に与え

る影響」として社会保障制度

の危機があげられているが、

社会保障制度は国の制度であ

るため、札幌市への人口減少

の影響として例示するのはふ

さわしくないのではないか。 

ここでは、札幌市が率先して社会保障制度を維持す

べきということを示すためではなく、人口減少や少

子高齢化のもたらす影響の大きさをイメージとして

わかりやすく示すために、社会保障制度の持続可能

性を例示したものです。 
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第３章 札幌市の人口動態の考察 

意見の概要 市の考え方 

〇安定した雇用の創出の重要

性を訴えるためにも、『男性

不足に端を発する 3低（女性

婚姻率、出生率、年少人口比

いずれも低い）の連鎖』が札

幌の人口減を他都市と比べて

も相対的に速めていること、

男性をつなぎ留められない最

大の要因は相応の所得を得ら

れる雇用が不足しているため

と考えられること、との認識

をもっと市民と共有するべき

ではないか。 

また、他の大都市との定量的

な比較により札幌として努力

の余地があることも共有すべ

きではないか。 

年齢別の女性の未婚率や年齢別性比 11、男女別の転

出入状況、大学卒業後の就職状況など、各種調査・

分析結果を掲載しています。 

また、これらの分析から安定した雇用の創出を基本

目標の一つとしており、これに向けた取組を進める

こととしています。 

今回は、札幌市独自の意識調査があるため、大都市

との比較は行っていませんが、ご指摘のとおり、市

民にわかりやすい情報発信や、大都市との比較によ

る分析は重要であると考えておりますので、市民と

の認識を共有するため、今後ともこれらの充実に取

り組んでいきます。 

〇合計特殊出生率 4を最新の

数値である平成 26年値に変

更した方がよい。 

ご意見を踏まえ修正しました。 

〇合計特殊出生率を比較する

のであれば、東京都ではなく、

人口規模が比較的近い他の政

令指定都市と比較した方が、

札幌市の特徴や問題を明確に

できるのではないか。 

ここでは、札幌市の合計特殊出生率が都道府県で最

も低い東京都と同水準であるという、札幌市の合計

特殊出生率の低さを示しています。 

〇予定子ども数が実現できな

い場合の理由を、意識調査結

果から導くことは妥当なの

か。 

予定子ども数が実現できない理由は、それぞれの夫

婦の状況によるものであるため、直接の当事者であ

る市民（夫婦）の方を対象とした意識調査を行い、

結果を導き出しています。 

〇理系の大学卒業者の半数以

上が道外を就職地としている

現状は、単に生産年齢人口の

ロスとなるだけでなく、産業

競争力の強化を行うための人

材確保という意味でも、札幌

市の未来にとって非常に大き

な問題であると思われる。 

健康・医療・バイオ関連企業や研究機関の誘致促進、

ＩＴを活用した他産業の付加価値創出など、理系人

材の受け皿となる産業の振興について取り組むこと

としています。 
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総合戦略編 
 
第１章 総合戦略編の策定に当たって 

意見の概要 市の考え方 

〇合計特殊出生率 4と転出超

過数の数値目標の根拠を分か

りやすく伝えてほしい。 

合計特殊出生率はできる限り早期に、市民の希望出生

率 13である 1.5の水準を目指し、平成 26年の 14,568

人の出生数が、平成 31年に 15,000人台に増加する水

準の合計特殊出生率である 1.36を数値目標に設定し

ました。 

転出超過数については、平成 26年の 2,637人を 10年

後に均衡させることを目指し、平成 31年に半減とな

る 1,300人を数値目標に設定しました。 

ご意見を踏まえ、より分かりやすくするために文言を

追記しました。 

〇安定した雇用や結婚、出産、

子育てのような、従来どおり

の目標を掲げることはナンセ

ンスであり、パラダイムの転

換が必要なのではないか。 

札幌市で行った意識調査からも、経済的な不安を軽

減するために、「安定した雇用を生み出す」ことは

重要と考えており、安心して子どもを生み育てるこ

とができる環境づくりと合わせて取り組みます。 

 

第２章 基本目標 

基本目標１ 安定した雇用を生み出す 

(1) 札幌市産業の競争力強化【分野別】 

意見の概要 市の考え方 

〇ＭＩＣＥ15、６次産業 17化な

どの施策を重視するにあたり、

地域経済分析システム「ＲＥＳ

ＡＳ」などを活用して、データ

によるエビデンスを根拠とし

た施策展開をするべき。 

「札幌市産業振興ビジョン１」や「札幌市観光まちづく

りプラン」など各部門別計画において、各種統計や企

業・市民の方への意識調査などを用いて、課題や現状の

把握を行い、対応する事業を構築・展開しています。 

今後もこれまでの情報に加え、段階的に機能が拡張され

ている「ＲＥＳＡＳ」も活用しながら、客観的なデータに

基づいた政策立案、効果検証に努めていきます。 

○観光や次世代エネルギー、医

療といった分野は、いずれもラ

イバルとなる都市も多く、「あ

えて札幌に」という合理的な理

由が見当たらない。 

世界的に見て札幌のメリット

が生かせる分野をもっと限定

して振興していくことが重要

なのではないか。 

（類似意見 １件） 

札幌市は、冷涼な気候風土や北海道の豊富な一次産

品、研究機関の集積、研究シーズの蓄積など、様々

な資源を有していることが強みと考えています。 

このような札幌の強みを生かす分野として、食や観

光はもとより、環境や一次産品を活用した健康、バ

イオテクノロジーを生かした医療などに関連する産

業を育成支援し、札幌の経済を将来にわたって活性

化していきたいと考えています。 
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意見の概要 市の考え方 

〇全国的に人口が減っていく

中で、札幌だけ活性化させる

には、もっとインパクトのあ

る特色のある施策が必要だと

思う。 

冬季五輪等の話もあるが、そ

こに投資していく体力がある

のかどうか不安も感じるの

で、今後は小さく賢くまと 

まっていく社会という方向も

あるのではないか。 

札幌の明るい未来を築いていくためには、「食」や

「観光」をはじめとした「北海道・札幌の持つ強み」

を生かすことが重要と考え、北海道全体の発展が、

札幌市の発展にもつながるという考えの下、道内の

市町村とも連携し、互いの強みを生かし合いながら、

取り組んでいきます。 

なお、冬季オリンピック・パラリンピックの開催に

当たっては、既存の施設を最大限に活用しながら、

財政負担などの軽減を目指していきます。 

〇観光に力を入れているが、

日本一の清々しい夏と世界に

誇れる雪、広々とした緑と水

に恵まれた大地には、高い費

用をかけた設備や対応がなく

とも観光客はやってくる。 

観光バスの駐車場不足や案内

の表示の不行届きなど不快な

気持ちにさせず、市民が素直

に笑顔で対応し、もう一度来

たいという、快適さや安心安

全を感じてもらえる受入環境

を整えることが重要。 

札幌・北海道は日本の中でも観光の優位性の高い地

域であり、その強みを生かして、様々な業種に波及

効果のある観光産業の活性化に力を入れていきたい

と考えています。 

また、ご指摘のとおり、観光客に対する受入環境の

整備は課題であることから、観光バス対策や観光案

内サイン等の充実などを行い、滞在者の満足度向上

に取り組んでいきます。 

〇今あるものをもっと活用し

たり、新たなものをつくった

り、札幌の観光地ならではの

資源をつくってほしい。 

（類似意見 ５件） 

札幌らしい観光資源としては、雪まつりなど、四季

折々に大通公園で開催するイベントなどが代表的な

ものだと考えていますが、今後は既存の観光資源の

魅力アップや、新たな観光資源の発掘を行っていき

ます。 

〇外国人観光客向けに各言語

で書かれたガイド、ガイド 

マップや掲示、外国語（英語、

アジア諸国言語、欧州諸国言

語）を話せるスタッフを増や

してほしい。 

外国人観光客向けには、観光マップ、パンフレット、

公式観光サイト「ようこそさっぽろ」、公式観光ア

プリ「札幌いんふぉ」のほか、観光案内サインを多

言語で作成しています。 

また、事業者向けに外国語コミュニケーション講座

等を開催し、外国語を話せる人材の育成を進めてい

ます。 

今後も情報内容を充実させながら、札幌を訪れる方

のニーズに応えていけるよう努めていきます。 
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意見の概要 市の考え方 

〇「外国人富裕層」に対する

施策だけではなく、単価は低

くても全体を底上げできるよ

うな、一般観光客の誘致に 

もっと力を入れることが、結

果的に将来の「富裕層」の需

要増加につながると思う。 

ＫＰＩの「観光地としての総

合満足度」での評価を継続し

て行ってほしい。 

札幌市では、公共無線ＬＡＮの整備や観光バス対策

などの受入環境の向上や、イベントや観光資源の魅

力アップなど様々な取組を進めており、富裕層に限

らず観光客の方の満足度を高めることを目指してい

ます。 

また、「観光地としての総合満足度」については、

引き続き調査を継続し、評価していきたいと考えて

います。 

〇ホテル建設の対策を行う

等、より多くの観光客を受け

入れることができる環境をつ

くるべきではないか。 

ホテルなど宿泊施設に対する支援については、今後、

調査を行った上で、どのような支援をするかを検討

していくことにしています。 

本文にも対応策の検討について追記し、いただいた

ご意見は今後の参考にいたします。 

〇新千歳空港の海外直行便誘

致について、北海道・札幌市

だけでなく、千歳市との連携

が必要ではないか。 

新千歳空港の国際化等を推進する「新千歳空港国際

化推進協議会」には、札幌市や千歳市をはじめとし

て関連団体が加盟しており、その事業の中で直行便

誘致や航空会社に対する支援など、海外路線の維

持・拡大に向けた取組を実施しているところです。 

今後も千歳市をはじめとした関連団体との連携の

下、取組を進めていきます。 

〇「新たなＭＩＣＥ15施設の

整備」というハードもさるこ

とながら、ＭＩＣＥ誘致に係

る体制強化も含めたソフト面

の具体策を教えてほしい。 

平成 27年４月に策定した「札幌ＭＩＣＥ総合戦略」

において、札幌国際プラザ・コンベンションビュー 

ロー34を中心に庁内の関係部局や関係企業、大学と連

携しながら、札幌に優位性のある学術系の大中規模

会議や東アジア・東南アジアのインセンティブツ 

アー等の誘致を積極的に展開しています。 

また、コンベンションビューローの専門性を高める

ため、平成 27 年度にコンベンションビューローの正

規職員を２名増員し、人員体制の強化を図っていま

す。 
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意見の概要 市の考え方 

〇オータムフェストにおい

て、「食」の魅力を世界に発

信していくことはとても良い

と思うが、出店する企業側も

より魅力を感じられるような

仕組みにできないか。 

「さっぽろオータムフェスト」は、「北海道・札幌

の食」をメインテーマとし、道内市町村や民間事業

者と連携して、道内各地から旬の食材、ご当地グル

メを一堂に取り揃えることによって、道内各地域の

「食」のアンテナショップとしての役割を果たし、

北海道全体の活性化に貢献することを目的としてい

ます。 

札幌市としては、来場される方々はもとより、出店

される企業の皆さんにも魅力を感じられる仕組みと

なるよう、引き続き実行委員会に働きかけていきま

す。 

〇今ある市電は沿線の住民し

か利用しないので、路線を拡

充するなど、観光スポットも

網羅すべきではないか。 

市電の路線拡充については、「都心地域」、「桑園

地域」、「創成川以東地域」を検討対象としていま

す。 

今後は、ループ化の効果を十分に検証し、路線拡充

による交通面、まちづくり面、経営などに与える影

響も踏まえながら、必要な調査をしていきます。 

〇冬の寒さを和らげられるよ

う、市電の電停を駅舎化する

など、簡易でもいいから冬囲

いが欲しい。 

全停留場には上屋を設置しているほか、開業した都

心線停留場については、ガラス壁面にして風除け対

策を行ったところです。 

その他の既存停留場については、スペースが限られ

ており、駅舎化することは困難ですが、今後、改修

時期にあわせ、どのような風除け対策が可能か検討

していきます。 

〇外の景色を眺めながらの観

光スポット巡りができるよ

う、観光客のために簡単で利

用しやすい交通網を整備すべ

き。 

様々な来訪者による観光周遊を支援するため、えき

バス・ナビの活用やＳＡＰＩＣＡの利便性向上等を

進めてきています。 

今後も、利便性の高い交通サービスの提供を図るべ

く各種交通施策を進めていきますので、いただいた

ご意見は今後の参考にいたします。 

〇周辺の自治体とも共同し、

札幌圏の農林水産業により力

を入れ、産業の地盤を固めた

上で、観光や食産業、そして

雇用の安定化へとつなげてほ

しい。 

札幌周辺の８市町村で構成する札幌広域圏組合を中

心に、地産地消の推進など圏域にまたがる共同ソフ

ト事業に取り組んでいます。 

また、道産品の商品開発や販路拡大など道内企業も

対象とした支援事業を展開し、道内の農林水産業の

付加価値向上や販路拡大などを支援しています。 
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意見の概要 市の考え方 

〇大学での専攻がそのまま仕

事に直結している割合は３割

とも言われており、理系人材

の受け皿は必ずしも理系の産

業とは限らない。 

産業の分野が問題なのではな

く、働きがいのある職場で見

合う賃金が支払われるかが重

要ではないか。 

多様な働き方に対応するため、雇用の場の確保とと

もに、雇用の質を向上させることを意識して施策を

展開していきます。 

〇健康・福祉産業の振興にあ

たっては、規制を超えた柔軟

な対応が可能になるよう特区

指定への取組も併せて考える

ことが必要ではないか。 

札幌市は、「北海道フード・コンプレックス国際戦

略総合特区」の指定を北海道などとともに受けてお

り、その取組の一環として、健康な体づくりに関す

る科学的な研究が行われたことを認定する「北海道

食品機能性表示制度」が実施されています。 

特区指定を契機に、こうした全国の先駆けとなる取

組や、ご意見にあるような規制を超えた対応が実現

できれば、産業振興の弾みになるものと考えられま

す。 

健康福祉や医療分野の産業育成に向け、引き続き事

業者や関係機関などの意見をよく聞きながら、具体

的な施策を検討していきます。 

 

 (2) 札幌市産業を支える基盤づくり【業種横断的】  

意見の概要 市の考え方 

〇産学連携を強化してほし

い。 

札幌市では、例えば、北海道大学や北海道、北海道

経済連合会などの産学官が連携する「北大リサーチ

＆ビジネスパーク推進協議会」に参画しており、機

能性食品の開発から製品化までの一貫した支援や、

道内外の企業交流会等での情報発信などに取り組ん

でいます。 

今後も、企業のノウハウや大学の知見を地域の活性

化に生かすことができるよう、様々な機会を通じ、

産学と連携しながら取り組んでいきます。 

〇企業の内部留保をなるべく

減らすように促し、お金の流

れを良くして経済を活性化さ

せてほしい。 

企業が安心して投資できる環境づくりに向けて、札

幌市内の経済の活性化に努めていきます。 
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意見の概要 市の考え方 

〇日本における東京の役割の

ように、札幌が北海道のまと

め役を担い、道内各地の中小

企業が札幌を起点に、国内外

で競争力を発揮できるよう、

支援補助をしてほしい。 

「北海道の発展なくして、札幌の発展はない」との

考えの下、北海道全体の発展を常に意識し、道内の

魅力資源と札幌の都市機能 22を融合させながら、他

の都市と連携して北海道の魅力のさらなる向上に取

り組んでいます。 

札幌市で運用している、製品の付加価値向上や国内

外への販路拡大などの支援は、この考えに基づき、

道内企業も対象としており、これらの施策を着実に

進めながら道内企業の競争力向上を後押ししていま

す。 

〇企業アピール、企業間のパ

イプづくりにも支援すべきで

はないか。 

さっぽろ産業振興財団内にコーディネーター21を配

置し、企業訪問などを通じて企業間のネットワーク

を強化するとともに、札幌の企業を紹介するホーム 

ページを運用し、企業ＰＲの支援を行っています。 

〇競争力を高める付加価値の

創出として、ＩＴ企業の市場

開拓に触れているが、札幌は、

上流過程（コンサルティング、

概要仕様作成）は不十分で、

コールセンターか、下流過程

（詳細仕様作成とプログラミ

ング、テスト）に限定されて

いるので、いわば「ＩＴ出稼

ぎ」ができるよう「都内の住

居費と往復の交通費を自腹で

払う」方々へ補助するなど、

ＩＴ企業を支援する仕組みを

考えてはどうか。 

北海道ＩＴレポート 2014によると、札幌市内は「下

流過程」と呼ばれる業務を担うＩＴ企業が多く、そ

の売上高はＩＴ産業全体の４割を占めており、「上

流過程」を行うことができる人材を確保し、ＩＴ企

業による需要獲得が重要な課題であると考えていま

す。 

優秀な人材を確保し、ＩＴ企業はもとより産業全体

の振興を支援するため、ご意見も参考にしながら、

必要な支援策を検討していきます。 

また、ＩＴ産業を含めた産業振興にもつなげていけ

るよう、札幌市におけるＩＴの積極的な活用につい

て追記しました。 

〇中小ベンチャーの事業に対

して支援することで、企業の

育成を促進すべき。 

ベンチャー企業への支援は重要と考え、これまでに

も各種事業による支援を行ってきており、新たな取

組として平成 27年度からは、市内の有望なベン 

チャー企業を表彰する「さっぽろベンチャーグラン

プリ」を実施するなど、引き続きベンチャー支援に

力を入れていきたいと考えています。 

〇学生に向けた起業支援をし

てほしい。 

学生向けに特化した起業支援は行っていませんが、

札幌市で行っている各種起業支援施策については、

学生の方も対象となりますので、ぜひ積極的にご利

用していただければと考えています。 
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意見の概要 市の考え方 

〇新たな産業の創出や創業に

は資金も時間も必要になるた

め、５年間という期間を一部

では超えて支援できないか。 

計画期間以降も札幌経済の活性化を図るため、取組

の成果を見ながら、効果的な支援となるよう鋭意努

力していきます。 

〇明らかに無理のある起業を

させないことも必要ではない

か。 

起業を志望する方に対しては、起業や経営に関する

相談窓口の設置や経営知識習得のためのセミナーの

開催など、事業の継続につながる経営支援に引き続

き努めていきます。 

〇北海道発信の最新技術を有

した大企業があまりない中、

マーケットを生み出すことと

合わせて、そのマーケットを

獲得していくため、北海道に

本社を置くような、北海道特

有の企業を生み出すことがで

きれば、若年層も定着するの

ではないか。 

 

〇札幌のメリットを他の都府

県にアピールし、企業を集め

ることが、今後札幌が発展す

るために必要なことではない

か。 

企業や人材を惹きつけるフィールドを醸成するた

め、札幌の魅力を高め、国内外に発信することで、

本社機能をはじめとした企業の誘致につなげていき

ます。 

また、特に理系人材の受け皿とするため、北海道や

周辺市町村と連携して、健康・医療・バイオ関連企

業や研究機関の誘致に積極的に取り組んでいきま

す。 

〇代表的な会社が１社でも移

転すれば他企業も追随するの

で、海外を含めて既にブラン

ドが確立されている有名企業

の誘致に注力すべき。 

本社機能をはじめとした企業の誘致・集積を進めて

いくためには、何より札幌の魅力を高め、それを国

内外に発信していくことが重要であり、これまでの

誘致実績も併せて情報発信しながら、積極的な誘致

活動に取り組んでいきます。 

〇就職先のバリエーションを

増やすなど、若者が活躍でき

る場所を増やしてほしい。 

（類似意見 １件） 

既存の企業の魅力をさらに向上させるとともに、企

業誘致などで新たな企業を創出し、若者が活躍でき

る場所を増やしていきます。 

〇理系の企業誘致を積極的に

行うべき。 

（類似意見 １件） 

理系人材の道外への転出を抑制し、道外からの転入

を促進させるため、「健康・医療・バイオ」や「Ｉ

Ｔ」など、その雇用の受け皿となる分野の振興に取

り組むとともに、これらの分野の企業誘致にも、引

き続き積極的に取り組んでいきます。 
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意見の概要 市の考え方 

〇企業誘致において都市間競

争に勝つには、企業ニーズの

把握とともに、産業振興部門

だけではなくコスト、機能両

面で多大な貢献が可能な都市

計画関連部門、教育に関わる

部門など多岐にわたる部門の

持てる力を結集する必要があ

るのではないか。 

企業誘致を効果的に進めるためには、ご意見のとお

り、多様な企業ニーズをしっかり踏まえながら、企

業や人材を惹きつけるまちづくりに取り組むことが

必要であると考えています。 

今後、庁内関係部局が一層連携し、全庁をあげて札

幌の魅力を高める施策に取り組み、企業誘致につな

げていくよう努めていきます。 

〇SAPP‿ RO（サッポロスマイ

ル）のマークをＰＲするなど、

札幌で有名なものを増やすの

が大切。 

SAPP‿ RO（サッポロスマイル）は、官民連携のもと、

市内外に対し積極的なロゴＰＲを行うとともに、「笑

顔になれる街さっぽろ」というコンセプトや、市民

が「笑顔」で札幌の魅力を楽しむ姿等を通じた「札

幌ならではの魅力」を内外に発信する取組を行って

います。 

その取組を通じて、観光客の皆さんに札幌のまちを

ＰＲするとともに、市民の皆さんには我がまち札幌

に対する「誇り」や「愛着」を感じていただけるよ

う努めていきます。 

〇物流などの機能を強化し

て、丘珠空港を活性化してほ

しい。 

丘珠空港は、都心から約６㎞に近接する、利便性の

高い空港であることから、経済の活性化のためにも、

地域の生活環境を守りつつ、まだ使われていない発

着枠を活用して丘珠空港の活性化を図っていきま

す。 

〇地下鉄東豊線を、札幌ドー

ムを経由して羊が丘まで延伸

するなど、地下鉄のそれぞれ

の路線について、延伸しては

どうか。 

地下鉄の延伸については、将来の人口減少や高齢化

の進行、建設事業費が多大であることなどから慎重

に判断しなければならない状況です。 

清田区方面への地下鉄の延伸については、冬季オリ

ンピック・パラリンピックの招致動向を踏まえ、沿

線地域の土地利用が変わっていくことが見込まれる

場合などには、今後、必要な検討を行っていきます。 

〇雇用創出にもつながるの

で、私鉄を誘致し、札幌の公

共交通網の一翼を担ってもら

ってはどうか。 

札幌市では、地下鉄及びＪＲを基軸として大量交通

機関を配置し、後背圏からのバスネットワークを各

駅に接続することなどにより、都心等へ向かう広範

な交通を大量交通機関に集中させることを基本とし

ております。 

いただいたご意見は、今後の参考にいたします。 
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意見の概要 市の考え方 

〇市内中心部において、人と

車が共存できるように、駐停

車禁止の徹底やマイカーの乗

り入れ規制をするなど、歩行

者優先に立ち返ってはどう

か。 

札幌市では、自家用車から公共交通への利用転換を

促進する取組を進めているほか、都心部への不必要

な自動車利用を抑制するために周辺道路の整備など

都心通過交通の分散化を進めているところです。 

今後も都心の回遊性を高めるために、歩道のバリア

フリー化や路上駐車対策等を進めていきますので、

いただいたご意見は、今後の参考にいたします。 

〇ゴミが多すぎたり、自転車

の放置が多いので、住みやす

い街に向けて、景観を良くし

てほしい。 

安全で美しい街にするため、平成 17 年に「札幌市た

ばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する

条例」を施行し、札幌市全域でポイ捨てを禁止して

おり、この条例を周知・啓発することで、たばこの

吸い殻や空き缶等のポイ捨てを防止していきます。 

放置自転車の防止に向けては、平成 27 年度は空き地

になった土地を活用するなど、５か所約 1,500台分

の駐輪場を増やしています。 

駐輪場の整備には、敷地の確保や、多くの予算を必

要としますが、今後も工夫しながら、引き続き整備

を進めていきます。 

また、自転車を道路に置かないように、駐輪ルール

やマナーを呼び掛ける取組も並行して行っていきま

す。 

〇人口減少、高齢化社会が進

む中、高齢者が外へ出ても困

ることのないよう、高齢者で

も過ごしやすいように、バリ

アフリー化を進めてはどう

か。 

札幌市では、「新・札幌市バリアフリー基本構想」

を策定し、施設が集積する地区において重点的かつ

一体的にバリアフリー化を推進することとしていま

す。 

今後も、高齢者を含む全ての人が安全で快適に暮ら

せるよう、生活環境のバリアフリー化を着実に進め

ていきます。 

 

(3) 地域が必要とする人材の育成・定着  

意見の概要 市の考え方 

〇息長く専門家で活躍する風

土がある海外のように、60代

前半でも第一線の仕事を続け

られる環境を整えるため、雇

用の機会を増やすなど、求人

側の発想を変えるように、札

幌市から働きかけてほしい。 

高齢者が培ったスキルや経験を生かし、希望に応じ

て働き続けることは、労働力人口の減少に歯止めを

かけるためにも、必要なことと考えています。 

今後は、様々な職場で高齢者が活躍できるよう、求

人開拓と併せて働き方のモデルを企業に提案してい

きます。 

ご意見を踏まえ、誰もが生涯現役で活躍できる社会

を目指すことについて、追記しました。 



 
113 

 

意見の概要 市の考え方 

〇高齢者の割合が高くなる

中、介護サービスの充実や介

護職の雇用者を増やすなどの

問題に、一つ一つ市民と協力

して取り組むことが大切では

ないか。 

高齢者人口が増加する中、将来にわたり適切な介護

サービスを提供していくことは重要な課題であると

認識しています。 

札幌市では、介護保険事業計画に基づき、施設サー

ビスや在宅サービスの均衡を図りながら着実に整備

を進めています。 

また、介護職員に対して仕事に役立つ知識の研修を

実施することで、介護職員の質の向上などを促し、

充実した介護サービスの提供を図るとともに、介護

事業者を対象とした人材確保に関するセミナーや合

同就職相談説明会などを開催し、介護職員の雇用拡

大を図ります。 

〇保育士の地位、待遇の向上

や保育士養成施設の増加な

ど、北海道とも連携しながら、

保育の量、質共に向上してほ

しい。 

（類似意見 ３件） 

国や北海道とも連携しながら、保育士の処遇改善や

認可保育所等の保育の受け皿拡大をはじめ、安心し

て子どもを生み育てる環境づくりを進めるため、

様々な施策を実施していきます。 

〇女性や子ども、高齢者のみ

の支援だけではなく、保育士

や介護士、助産師など、その

方々を支える人たちの支援の

充実や雇用の拡大をしてほし

い。 

（類似意見 １件） 

これからの社会を支える存在として、介護士や保育

士の役割はより一層重要なものになり、従事者確保

の面からも処遇改善が重要であると認識していま

す。 

札幌市では、介護士に対して仕事に役立つ知識の研

修を実施するなど、働きやすい職場づくりを進めら

れるよう支援するとともに、介護士の雇用拡大を図

るため、介護事業者を対象とした人材確保に関する

セミナーや合同就職相談説明会などを開催していき

ます。 

また、保育士については、施設に給付する処遇改善

加算等により、確実に賃金改善等が図られるよう事

業者に働きかけていきます。 

〇従事者に支払われている賃

金など、医療分野と福祉分野

では状況があまりに違うの

で、一緒に考えることに無理

があるのではないか。 

医療・福祉分野は今後需要が拡大し成長が見込める

分野として考えており、各業界の実状を考慮しなが

ら、雇用の場の確保とともに、雇用の質を向上させ

ることを意識して施策を展開していきます。 
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意見の概要 市の考え方 

〇大学が集積する札幌圏にお

いて、大学生・大学院生へア

プローチすることは、人口流

動だけではなく、将来的な少

子化対策も含めて重要な観

点。各大学による就職活動や

キャリア教育といった取組だ

けではなく、具体的な事業を

開発・研究するべき。 

市内に就職を希望する学生に対して魅力ある市内企

業の情報を効果的に伝えるほか、室蘭工業大学を中

心とした北海道における雇用創出・若者定着に係る

プロジェクトに参画するなど、札幌圏のみならず、

道内の大学や企業と連携し、取組の具体化に向け検

討を進めていきます。 

〇若者の道外への人口流出を

抑制するためにも、私立も含

めてより高いレベルの大学や

理系の大学を増やしてほし

い。 

（類似意見 ３件） 

札幌市には多くの高度教育機関が集積しており、

個々の特性を生かした教育を行っています。 

札幌市としても、大学の知見を生かした地域活性化

に連携して取り組むほか、地域貢献を通じた人材育

成に協力するなど、札幌市立大学はもとより様々な

大学の魅力が高まる環境づくりに努めます。 

〇札幌に移住するようにＰＲ

するよりも、今住んでいる人

の流出を減らした方がいい街

になると思う。札幌には良い

ところがたくさんあるので、

まずは市民に札幌市の魅力を

理解させてほしい。 

札幌市の魅力は、明確な四季や美味しい食べ物、年

間を通じて行われるイベントなど、札幌の魅力を味

わいながら笑顔で楽しんでいる市民の皆さんの「生

活そのもの」にあると考えています。 

このことから、「笑顔になれる街さっぽろ」を表し

たロゴマークである SAPP‿RO(サッポロスマイル）を

活用しながら、市民の皆さんに外部から見た札幌の

評価や観光資源の紹介等を通じ魅力を再発見してい

ただく取組をあらゆる機会を捉えて行い、我がまち

札幌に対する「誇り」や「愛着」を深めていただく、

いわゆるシビックプライドの醸成を図っていきたい

と考えています。 

〇安定した雇用を生み出すに

は、学生などの定着意欲の向

上も必要であるため、道内企

業の魅力や、札幌就職のメ 

リットなどを就職活動を始め

る前に教えてもらえる機会を

つくってほしい。 

学生が地元に定着するためには、就職活動の際に魅

力的な市内企業の情報を簡単に入手できることが必

要と考えています。 

今後は、こうした企業が学生の利用率の高い民間の

就職支援サイトに企業情報を掲載することを支援す

るほか、大学を通じた企業情報の提供にも努めてい

きます。 
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意見の概要 市の考え方 

〇就職の支援というよりは、

一度正規で雇用してくれた会

社を辞めずにすむように、就

職後の３年～４年にわたり仕

事に適応するためのメンタル

面や相談場所等のケア的支援

が必要なのではないか。 

若年層の早期離職を予防し職場定着を図るため、入

社３年以内の若手社員や若手社員を指導する企業の

人事・人材育成担当者などを対象に講演会や研修を

実施しています。 

また、若年層を対象とした各種就職支援事業におい

ても、働き続けることの大切さを考え、理解しても

らう内容の研修に力を入れています。 

ご意見のメンタル面のケアや相談体制づくりは非常

に大切なことであり、上記研修等の中でさらに充実

させていきます。 

平成 27年度から若年層を対象とした職場定着状況等

の調査を行うなど、今後も若年層の早期離職を予防

するよう努めていきます。 

〇道内雇用を守り、道外雇用

を取り入れるため、リモート

ワークの推進や、企業に対す

る情報プラットフォームの提

供などが必要ではないか。 

在宅でも仕事ができるようなテレワークの導入を支

援するほか、札幌の企業を紹介するホームページを

運用するなど、「安定した雇用を生み出す」という

目標に向かって、積極的に市内の中小企業を支援し

ていきます。 

 

基本目標２ 結婚・出産・子育てを支える環境づくり 

(1) 結婚・出産・子育ての切れ目のない支援 

意見の概要 市の考え方 

〇結婚する人を増やすため、

出会いの場を増やしてほし

い。 

結婚の希望をかなえる支援として、北海道と連携し

て、結婚支援情報の発信強化を図るとともに、独身

の方を対象とした男女の出会いの場を創出します。 

〇晩婚化の原因はたくさんあ

るが、その中でも子育ての環

境が大切であることから、保

育所を増やし、働く女性が育

児休業を取りやすくするべ

き。 

また、出会いの場を増やして

結婚する人を増やし、少子化

を進めないようにすると良

い。 

保育サービスを必要とする全ての児童に必要な保育

サービスを提供できるよう、認可保育所・認定こど

も園や小規模保育事業等の追加整備を今後とも計画

的に行います。 

また、結婚の希望をかなえる支援として、北海道と

連携して、結婚支援情報の発信強化を図るとともに、

独身の方を対象とした男女の出会いの場を創出しま

す。 
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意見の概要 市の考え方 

〇結婚にメリットがあること

をアピールするために、お祝

い金や各種制度の優遇措置が

あると良い。 

札幌市が実施した意識調査では、未婚者の結婚への

最大の障害は「結婚後の生活を維持していくための

資金」との回答が最も多くなっています。 

このため、本計画では「安定した雇用を生み出す」

ことで、経済的な不安を軽減することとしています。 

いただいたご意見は、今後の参考にいたします。 

〇結婚した際の 100万円の支

給や、保育園・幼稚園・小学

校に通う幼児・児童への１月

当たり３万円の支給といった

結婚・育児補助を行うことで、

安心して家庭を築くことがで

きるのではないか。 

結婚に際して現金支給は行っていませんが、子育て

世代が安心して子どもを生み育てていけるようにす

るために、児童手当や保育所保育料の軽減、幼稚園

保育料の補助などを行うことにより、子育て世帯の

家計全体を支援していくこととしています。 

いただいたご意見は、今後の参考にいたします。 

〇職場結婚の数に応じた補助

金をつくるなど、職場結婚を

推奨する事業を実施してほし

い。 

 

〇学生のうちに結婚しても学

生を続けられる環境づくりを

してほしい。 

結婚の希望をかなえる支援は重要であると認識して

います。 

いただいたご意見は、今後の参考にいたします。 

〇結婚するかどうか、子ども

をつくるかどうかは、愛を貫

く心と態度の問題であり、支

援策の充実度に左右されるも

のではない。 

人口が減少していく中で、そ

れに対応していくための施策

を打ち出してほしい。 

市民個人の自己決定権を尊重しつつ、結婚や出産を

望む市民の希望がかなえられる社会の実現を目指し

ています。その実現のために、安心して働ける環境

づくりを進め、社会全体で子育て支援をすることと

しています。 

また、今後想定される人口減少社会の到来を見据え、

まちづくりの基本的な指針として、平成 25年に「札

幌市まちづくり戦略ビジョン」を策定し、重点的に

取り組む施策を記載しています。 

〇男性が育児に積極的に参加

できる体制づくりとして、企

業と市の連携や 10代からラ

イフプラン 26を考える機会が

必要。 

男性が育児に積極的に参加できるよう、企業への助

成金交付や普及啓発などを通じて、引き続きワー

ク・ライフ・バランス 31の推進を図っていきます。 

また、学生を対象としたライフプランセミナーを開

催することで、早くから結婚・出産・子育てなどに

ついて考えてもらう機会をつくっていく予定です。 
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意見の概要 市の考え方 

〇結婚、出産、子育てに関し

て、出会いから子どもへの教

育まで全てをサポートしてく

れる環境づくりに感銘した。 

結婚から出産・子育てまでの切れ目のない支援や子

どもへの支援の充実等により、結婚・出産・子育て

を支える環境づくりに取り組んでいきます。 

〇保健センターで行われる母

親教室について、平日の昼間

の開催だけでなく、働く女性

に配慮してほしい。 

初めてお子さんを迎える働く女性とその配偶者を対

象に「ワーキングマタニティスクール」を開催して

います。 

開催日は奇数月の土曜または日曜日で、妊娠期の健

康管理や育児に関する正しい知識の普及・啓発と情

報提供等を行っており、引き続き、働く女性が子育

てしやすいサポートを考えていきます。 

なお、各区保健センターで開催している母親教室は、

産休後にも参加いただけるほか、初めてお子さんを

迎えるご夫婦を対象に、平日夜間や土曜日の両親教

室も実施していますので、ご活用ください。 

〇女性が働くほど保育料が高

くなり、女性の社会進出を躊

躇させる一因となっているの

で、フルタイムで働く女性へ

の支援も必要。 

保育料は、保護者の所得（ご夫婦で働かれている場

合は二人の所得の合算）に応じて負担していただく

金額が増減する、応能負担となっています。従って、

女性だけに特化して応能負担の原則を変えるという

のは難しいものと考えています。 

男性も女性も含めた子育て家庭が安心して働き続け

られる環境を整えるため、ワーク・ライフ・バラン

ス 31の推進等により、社会全体で子育て家庭を支援

していく環境を整えていきます。 

〇札幌が全国一子育てしやす

い街になれば、札幌への移住

者も増えるのではないか。 

基本目標として「結婚・出産・子育てを支える環境

づくり」を掲げ、子どもを生み、育てやすい環境づ

くりに努めることとしています。 

〇子どもを預けられる環境を

充実させるべき。 

（類似意見 １件） 

保育サービスを必要とする全ての児童に必要な保育

サービスを提供できるよう、認可保育所・認定こど

も園や小規模保育事業等の追加整備を今後とも計画

的に行うとともに、保護者の就労形態の多様化に伴

う、様々な保育ニーズに対応するため、保育時間を

延長する延長時間外保育や休日保育、夜間保育を引

き続き実施していくほか、病気回復期の児童を一時

的に保育する施設の拡大を行うこととしています。 
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意見の概要 市の考え方 

〇資金提供、保育環境の向上、

休暇制度の改善により、出生

数を増やしていくべき。 

子育て世代が安心して子どもを生み育てていけるよ

うにするために、児童手当や保育所保育料の軽減、

幼稚園保育料の補助等を行うことにより、子育て世

帯の家計全体を支援していくこととしています。 

今後の保育環境の整備に当たっては、「新・さっぽ

ろ子ども未来プラン」に基づき、将来的に保育所等

を利用したいという潜在的なニーズも含め、平成 30

年４月時点でニーズ量を上回る保育サービスの拡大

を目標としており、目標達成に向け着実に整備を進

めていきます。 

また、希望どおりに育児休暇等が取得できるよう、

企業に対する助成金の交付や、普及啓発を進め、出

産・子育てを支える環境を整備していきます。 

〇育児をする人が孤立しない

ように、育児している人同士

が触れ合える機会を設けてほ

しい。 

札幌市では、乳幼児を持つ子育て家庭の孤立を予防

し、子育てに関する不安や負担感を軽減するため、

気軽に参加し自由に交流できる子育てサロンの整備

を進めています。子育てサロンでは、支援スタッフ

に見守られながら親同士、子ども同士で交流を深め

られますので、ぜひご利用ください。 

〇都心部常設キッズサロン

は、利用者が少ないのではな

いか。 

都心部常設キッズサロンは、子育てに対する不安感

や負担感の解消と、社会全体で子育て家庭を支える

意識のさらなる醸成を図ることを目的としていま

す。 

多くの子育て家庭が気軽に出かけ、参加しやすいも

のとなるよう、大通中心部の民間ビルを活用し、土

日を含む週６日間開催することを予定しているほ

か、子育て講座等の取組も実施していきます。 

〇赤ちゃんとお母さんが集ま

るイベントがあれば、ボラン

ティアとして参加したい。 

札幌市では、地域の中で子育て家庭を支える人材の

確保のため、子育てボランティアの養成や活動場所

の紹介などの支援を行っています。 

子育て支援総合センターや各区保育・子育て支援セ

ンター、各区保健センターにてボランティア講習会

等を行っていますので、ぜひご参加ください。 
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意見の概要 市の考え方 

〇子育てしながら働き続ける

環境づくりのためには、第三

者のサポートが得られやすい

仕組みが必要。 

企業に対する助成金の交付や、普及啓発などを通じ

て、企業が社員の出産・子育てをサポートできる環

境整備を進めるほか、子育てを支援したい人（提供

会員）と、援助したい人（依頼会員）による会員組

織をつくり、会員間での子どもの預かり支援を 

コーディネート 40する「子育て援助活動支援事業」

を実施するなど、子育てしながら働き続ける環境づ

くりを進めていきます。 

〇札幌に住み続ける若者に対

し、子育て支援が手厚いと実

感できるような、経済的支援

を行うべき。 

（類似意見 ２件） 

３歳未満の第２子の保育料の無料化や小学１年生の

通院に係る医療費の助成などにより、子育て世帯の

経済的負担の軽減を図ります。 

また、技能習得を目的とした高等学校等に通う生活

困窮世帯の子どもへの奨学金支給や児童福祉施設入

所児童への大学進学に係る支援等により、経済的な

困難を抱えた子どもへの支援も実施します。 

いただいだご意見は、今後の参考にいたします。 

 

(2) 子どもへの支援の充実 

意見の概要 市の考え方 

〇ＡＬＴの活動を増やすこと

等により、市内の小・中・高

校での英語教育をより充実さ

せてほしい。 

子どもたちが国際感覚豊かになり、異文化に対する

理解や興味を深めることができるよう、小・中・高

等学校等において、ＡＬＴ(外国語指導助手)を活用

した体験的、実践的な学習を行っているところです。

今後も、計画的に増員し、英語教育の充実を図って

いきます。 

また、教員の資質向上に向けても、引き続き、研修

の充実を図っていきます。 

〇算数の少人数指導はとても

いい取組だと思う。 

算数は、小学校高学年になると、中学年までに得た

知識を活用して考える学習が増え、苦手意識を持つ

子どもが増える傾向にあるため、高学年を対象に、

25人程度の少人数での学習により、個に応じた手厚

い指導を充実していきたいと考えています。 

〇札幌の公立高校において、

個性のある高校を増やした

り、編入の制度を見直すこと

で、道外から人を呼びこむこ

とができるのではないか。 

市立高校においては、これまでも平岸高校の「デザイ

ンコース」や清田高校の「グローバルコース」の設置

など各校の特色化を進めており、現在もさらなる特色

化の充実に向け検討を行っているところです。 

また、市立高校への転編入学を希望する生徒が一定の

基準を満たす場合には、転編入学を許可しています。 
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意見の概要 市の考え方 

〇小中一貫教育や、中学校の

授業体験は、心の準備ができ

て良いと思う。 

子どもが中学校に進学するときに、新しい環境での

生活や学習に円滑に移行・接続できるよう、これま

でも小中連携・接続の在り方について実践的な研究

を行ってきており、例えば、中学校の英語の教員が

小学校で指導するなどの取組が進んできています。 

また、小中一貫教育については、先進都市の視察や

モデル校での調査・研究を通して、教育的効果や課

題を整理するなど、その在り方などについて多角的

に検討していきます。 

〇安心して過ごせる学校の環

境づくりは重要だと思う。 

子どもが安心して生活できる環境を整えるために

は、子どもが不安になったり悩みを抱えたりしたと

きにいつでも気軽に相談できることが大切です。 

それには、学校や施設にいる子どもを取り巻く大人

が、子どもから信頼される存在となるほか、複数の

目で子どもを見守る体制が重要となります。 

各学校においては、スクールカウンセラーなどの心

の専門家による相談体制を充実するよう努めていき

ます。 

〇保護動物の現状を知ること

は、子どもたちの道徳観や人

格的な成長を促し、「命を大

切する心」、「弱者に対する

思いやり」、「命に対する倫

理観」、「最後まで面倒を看

る責任感や根気強さ」、「公

共の利害にも深く関わる行動

規範」等、人としてあるべき

姿を体感できる道徳教育の機

会と考える。 

そのためにも、札幌市動物管

理センターに、子どもたちが、

遠足や課外学習などでも利用

できる、学習室も併せ持った

教育の場が必要。 

（類似意見 １件） 

札幌市動物愛護管理基本構想において、動物管理セ

ンターは、「市民の愛護意識を高めるとともに、動

物とのふれあいなどを通じ、幼少期からの命の大切

さを学び、体感できるような動物愛護教育の機能」

を担うものとしており、今後その機能の充実につい

て検討していきます。 
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意見の概要 市の考え方 

〇札幌市に、動物や植物等の

生物を通した市民が交流でき

る、気軽に立ち寄ることので

きる参加型の施設があれば、

観光や教育でも札幌市のイ 

メージアップにもつながり、

若者が定着する愛着の持てる

街になる。 

命みつめ、優しく温かな心を

持った子どもを社会全体で育

てることこそが、札幌市が魅

力ある街として発展していく

要と考える。 

（類似意見 １件） 

札幌市動物愛護管理基本構想において、動物管理セ

ンターは、「子どもから大人まで、多くの市民が集

い、愛護動物について理解を深めることができる機

会の提供やペットにかかわる問題解決に向けた市民

との交流を推進する機能」を担うものとしており、

今後その機能の充実について検討していきます。 

〇幼少期、小学校期からス 

ポーツに親しむ機会を充実す

べきであり、中学校では、現

在でも運動部に所属する生徒

は多いため、むしろ文化部を

振興すべきではないか。 

また、スポーツ・文化に親し

む機会を充実させるには、各

区体育館や地区センター等に

スポーツ道具を揃えたスポー

ツセンター機能を追加するこ

とや、各種文化施設の招待券

を小中学校に配布すること等

を実施してはどうか。 

札幌市の子どもは、体力・運動能力や運動習慣に課題

があり、その解決に向けては、幼少期から運動・ス 

ポーツに親しむことが重要であると考えています。 

市立幼稚園では、子どもが戸外で解放感を味わいなが

ら思い切り活動したり、様々な遊びをする中で多様な

動きを身に付けられるようにするなど、体を動かす楽

しさや心地よさを十分経験できるようにしています。 

また、小学校では、子どもの運動・スポーツへの興味・

関心を高め、日常的に運動に親しめるよう、体育の授

業の充実はもとより、縄跳びなど学校全体で行う取組

やウインタースポーツのほか、休み時間における身体

を動かす遊びの充実などを図っています。 

中学校における部活動は、生徒がスポーツや文化に親

しむ上でとても身近な存在として定着しています。 

今後も、運動系か文化系かにかかわらず、生徒が入部

を希望する部活動が設置できるよう努めていきます。 

現在、中学校における運動部活動の設置数が減少傾向

にあることから、運動部活動の振興に重点を置いて施

策を推進する方向で検討しています。 

今後も子どもを含めた市民がスポーツ・文化に親しむ

機会の充実に取り組んでいきます。 

〇幼少期の子どもが自然と触

れ合える機会を増やすべき。 

子どもの豊かな人間性や社会性を育むため、青少年

山の家などを活用した体験学習や林間学校等の野外

教育の充実を図っているところです。 
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意見の概要 市の考え方 

〇教育水準の向上のため、無

償で放課後のフォローアップ

を実施すべき。 

市立小中学校等においては、現在、放課後に追加授

業を行うなど全市共通の取組は実施しておりません

が、児童生徒からの個別の相談への丁寧な対応や、

学習支援などは行っているところです。 

〇「いじめ」に対する打開策

として、学校のあり方そのも

のを変えるモデル校を設置し

てほしい。 

（類似意見 １件） 

いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいか

にしてつくるかという学校を含めた社会全体に関す

る全国的な課題と認識しています。 

現在、札幌市教育委員会として、いじめ対策のモデ

ル校を設置する予定はありませんが、各学校では、

いじめ防止対策推進法に基づく具体的な対応方針を

定め、いじめのない学校づくりの取組のさらなる充

実に取り組み始めたところです。 

今後も定期的に各学校での取組を改善しながら、い

じめの未然防止、いじめが発生した後の措置を適切

に行うことができるように、各学校の状況に応じて、

取組を推進していきます。 

 

(3) 子育てを支える社会の形成 

意見の概要 市の考え方 

〇女性の結婚・出産後の働き

方について、女性のみの負担

を軽減するとともに、女性支

援の制度の利用状況を企業や

職場、地域によって差が出な

い環境づくりをしてほしい。 

 

〇ワーク・ライフ・バランス 31

を推進し、女性の選択が尊重

される社会を目指してほし

い。 

育児休業の取得などが困難と想定される中小企業を

中心に、助成金の交付や、普及啓発などを通じて 

ワーク・ライフ・バランスをより一層推進させ、希

望通りに仕事や出産・子育てができる環境整備を進

めていきます。 

〇地区によって治安の差があ

るので、子育てしやすい環境

のため、改善してほしい。 

札幌市では、平成 21年 4月に「札幌市犯罪のない安

全で安心なまちづくり等に関する条例」を定め、こ

の条例に基づいて、平成 27年 3月には「第 2次札幌

市犯罪のない安全で安心なまちづくり等基本計画」

を策定し、全庁をあげて様々な取組を進めています。

今後も、この計画に基づいて、北海道警察や関係機

関とより一層連携を図りながら、安全で安心なまち

づくりを進めていきます。 
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意見の概要 市の考え方 

〇地下鉄がない清田区ではバ

スを活用して活性化を図って

ほしい。 

地下鉄等の軌道系交通機関が整備されていない清田

区においては、区民の方々やバス事業者と連携しな

がら、バスの利便性向上に向けた取組を進めていま

す。 

いただいたご意見は、今後の参考にいたします。 

〇公共の建物（市役所、区役所、

保健所、年金事務所、選挙の投

票所等）は、公共交通機関の近

くにあると利便性が向上し、も

っと住みやすくなる。 

市民の利便性を高めるため、区役所などの公共機能

については、アクセスが容易な地下鉄駅や JR駅周辺

などの地域交流拠点 32へ集約を図ります。 

〇障がいのある子とない子が

お互いに信頼できる友人関係

になれるよう教育環境を充実

させてほしい。 

障がいのある子どもとない子どもが相互にふれあっ

たり、共に学んだりすることは、お互いを正しく理

解し、共に助け合い、支え合って生きていくことな

どを学ぶことのできる大切な機会です。 

現在、各学校では、運動会などの学校行事や給食な

どの日常的な活動、総合的な学習の時間などにおけ

る学習活動などにおいて、障がいのある子どもとな

い子どもが交流をしたり、共に学んだりする機会を

もつよう努めていますので、今後もこういった取組

の充実を図っていきます。 

〇特別支援学級の充実のた

め、特別支援学校 47と人事交

流を行うべき。 

特別支援学校と特別支援学級の間での人事交流はこ

れまでも行っているところです。 

また、可能な限り安定した教員配置を行えるよう、

特別支援学校教諭の免許を所有している専門性の高

い教員の確保に努めていきます。 

〇義務教育後の進学率を上げ

るために、教育を受けるチャ

ンスを増やしてほしい。 

技能習得を目的とした高等学校等に通う生活困窮世

帯の子どもに奨学金を支給するとともに、児童福祉

施設入所児童の大学進学を支援するなど、経済的な

理由により、進学が困難な子どもへの支援を行いま

す。 

〇「子どもの貧困対策」では、

給食費補助を検討してほし

い。 

子どもの将来が、その生まれ育った環境によって左

右されることのないよう、また、貧困が世代を超え

て連鎖することのないよう、教育・生活・就労など

の分野を総合的に支援するために「（仮称）子ども

貧困対策計画」を平成 29年度に策定します。 

計画の策定に当たっては、いただいたご意見を参考

に検討いたします。 
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第３章 未来創生アクション 

意見の概要 市の考え方 

〇札幌市の取組を知ることが

できた。これからも、障がい

者や高齢者、妊婦などサポー

トの必要な人が安心して暮ら

せる街にしてほしい。 

これからの人口減少・超高齢社会を見据え、誰もが

安心して暮らし、人とつながり、生涯現役として必

要とされ、札幌の市民であることに誇りを持ちなが

ら、生き生きと輝ける街を目指していきます。 

ご意見を踏まえ、「未来創生アクション」において、

「互いに手を携え、心豊かにつながる共生のまち」

を目指していることがわかるよう追記しました。 

〇全体を通じて、若者の希望

をかなえ、安心して子育てが

できる街「さっぽろ」を真に

実現することができれば、世

界から人が集まる街になると

思うが、そのためには、都市

間競争だということを認識

し、他の街に勝つ魅力的な札

幌にすることが必要ではない

か。 

企業や人材が集まるまちづくりに向けては、様々な

観点から札幌の魅力を高めることが重要と考えてお

り、「未来創生アクション」では、札幌の街が持つ

強みを最大限に生かし、伸ばしていくことに着目し

た「グローバル展開」や「まちの魅力アップ」、市

民の暮らしを大切にしていくことに着目した「若者

の希望実現」や「安心子育て」、札幌の未来を形づ

くる源である「人」に着目した「人材の育成」を 

「さっぽろ」の未来をつくる重要なテーマとして設

定し、取り組むこととしています。 

〇新たなフィールドを醸成す

るためには、東京などと比べ

情報が遅いという課題解決に

向けて、まず「海外観光客の

集客」を行い、「札幌らしさ

の周知」をすることが重要。 

それにより、人口増加、給与

水準の上昇が期待でき、最終

的には全国の中でも札幌に注

目が集まり、情報を集めるこ

とができるのではないか。 

観光やＭＩＣＥ15など、海外からの誘客を促進し、再

訪にもつながるよう観光客の満足度を高める受入環

境を整えることとしています。 

さらに「食」をはじめとした北海道・札幌の魅力を、

札幌の都市ブランドとして、海外での戦略的な情報

発信を行い、札幌の認知度を高めていきます。 

〇北海道の食材をアピールす

る方法として、義務教育学校

の給食に加えて高校、大学、

専門学校等各種教育機関と連

携し、「食育」を充実させ、

北海道の食文化のすばらしさ

を発信するツールとしてはど

うか。 

義務教育の学校給食では、既に道産食材を使用し児

童・生徒の食育に活用しており、高校、大学、専門

学校等については、学生食堂等へ、食育のツールの

一つとして道産食材を使ったレシピ集の配布を行う

など、今後も北海道の食文化を伝える取組を継続し

ていきます。 
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意見の概要 市の考え方 

〇「さっぽろ」らしさとして、

「食」に加え、木工分野の専

門家との連携など自然環境を

意識した「木育」に取り組ん

ではどうか。 

札幌市では、北海道・国と連携し、森林ボランティ

ア団体による環境教育や、みどりのイベントにおけ

る木育コーナーの設置など木育の普及啓発に努めて

おり、今後も引き続き取り組んでいきます。 

〇世界から注目を集められる

よう、まちの魅力を高めるた

め、海外から札幌に来る動機

付けとして、為替レートを市

内で安くすることができれ

ば、消費も促進されるのでは

ないか。 

海外からの誘客や消費拡大はもとより、国内外から

企業や人材、プロジェクトなど様々な分野の活性化

につながる資源を呼び込むためにも、外需獲得の仕

組みづくりなど、様々な観点からまちの魅力を高め

る必要があると考えています。 

いただいたご意見は、今後の参考にいたします。 

〇「子育てしやすい環境」を

アピールするなど、若者の流

出を防ぐために、「さっぽろ」

に住みたい、「さっぽろ」で

働きたいとの気持ちを少しで

も持ってくれた若者に対して

の様々な支援を積み重ね、実

感へとつなげていくべき。 

若者の希望をかなえるため、子育ての面から、経済

的負担の軽減や多様な保育サービスの提供、子育て

しながら働ける環境づくりに取り組むとともに、雇

用の面から、正社員就職の推進や地元就業の機会創

出など、質の確保や量の拡大を図り、積極的に情報

を発信しながら、若者が明るい未来が描けるまちづ

くりに努めていきます。 

〇教育・福祉に対し、様々な

金銭的な援助を充実してほし

い。 

札幌市では、有用な人材を育成することを目的に、

能力があるにもかかわらず経済的理由によって修学

困難な学生に札幌市奨学金を支給しています。 

札幌市奨学金は返還不要の奨学金であり、学生に借

金を背負わせることがないという点が特長です。 

今後も財源の確保など制度の充実に努めていきま

す。 

また、福祉分野では、介護人材の育成について、直

接の金銭的な援助は行っていませんが、介護事業を

支える人材の確保を図るため、介護分野に就職を希

望する方を対象とした合同就職相談説明会などを開

催していきます。 
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第４章 プランの推進に当たって 

意見の概要 市の考え方 

〇総合戦略編の計画期間終了

後、「ＫＰＩ」が未達成だっ

た項目については、外部の人

がその原因を分析し、次の計

画に反映させるという手法を

採用してほしい。 

本計画においては、目指すべき数値として「数値目

標」及び「ＫＰＩ」を設定し、計画期間内に外部の

有識者などの意見も取り入れつつ、施策の効果を検

証し、必要に応じて取組内容の変更や追加を行うこ

ととしています。 

〇札幌市は北海道の代表都市

としての役割を果たしていく

べきだと思う。 

札幌の魅力は、豊かな自然や食など、その多くが北

海道の魅力そのものであることから、「北海道の発

展なくして札幌の発展はない」という考えのもと、

北海道や道内市町村との関係を強化し、北海道活性

化の推進エンジンの役割を果たしていきます。 

〇北海道との良い関係をつ 

くってほしい。 

北海道知事と札幌市長が双方に関係する懸案事項に

ついて意見交換を行う「北海道・札幌市行政懇談会」

や、各企画部門が随時、意見交換や調整を行う「政

策ミーティング」などを通じ、幅広い分野で連携・

協力していきます。 

 

第５章 主要事業一覧 

意見の概要 市の考え方 

〇時計台や地下街に、エスカ

レーターを設置してほしい。 

時計台は国指定重要文化財であるため、新たな設備

を設置するなどの現状変更行為が厳しく規制されて

いることから、エスカレーターの設置を行うことは

難しいと考えています。 

なお、バリアフリー対応として、国指定外の部分に 2

階までの昇降機を設置しており、ご利用いただくこ

とが可能です。 

また、地下街においては、快適に地上地下を回遊で

きるよう、地下街沿道ビル開発などの機会を捉え、

関係者と協力しながらエスカレーター設置等の検討

を進めます。 

〇「高断熱・高気密住宅」な

どの省エネ技術は、更なる向

上の余地があるのではない

か。 

住宅で使用される暖房エネルギーを削減するため、

国の基準を上回る高断熱・高気密住宅の基準である

「札幌版次世代住宅基準」の運用を平成 24年度から

開始し、高断熱・高気密住宅の普及に取り組んでお

ります。 

今後はより一層の普及に取り組んでいきます。 
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その他 

意見の概要 市の考え方 

〇高齢者が増え、子どもも増

えたら、子どもを持たない納

税者の負担が大きくなるので

はないか。 

税制度は、国において、社会経済状況の変化を踏ま

え、検討を行っています。 

なお、国からは経済社会の構造変化に対応するため

に、経済力を重視した世代内・世代間の公平性を確

保し、生活基盤を下支えするといった観点から税制

改革を行うとの考え方が示されています。 

〇若者が、市のイベントにボ

ランティアとして参加するよ

うになったらいいと思う。 

雪まつりをはじめとする各種イベントでは、ボラン 

ティアを広く募集しているところです。 

いただいたご意見は、今後の参考にいたします。 
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 将来の札幌の担い手である大学生・若手社員の皆さんに、「さっぽろ未来創生プラ

ン（案）」について意見を出し合っていただき、「新たな活力を生み出すフィールドの

醸成」に向け、新たな施策を検討するためのアイデアを提案していただきました。 

 

①  日時・会場 

  平成 27年 12月５日（土） 14時 00分～17時 00分 

  ＳＴＶ北２条ビル６階 ＡＢ会議室 

 

②  参加者数 

  市内の大学に通う大学生や市内企業に勤める若手社員 18名 

 

③  実施内容 

   ・「さっぽろ未来創生プラン（案）」の説明 

  ・３グループに分かれ、「さっぽろ未来創生プラン」についての意見を出し合い、   

今後の「新たな活力を生み出すフィールドの醸成」に向けたアイデアの検討 

  ・検討したアイデアの発表 

 

 

 

 

 

 

 

④ 主な意見（アイデア） 

グループ 

（テーマ） 
主な意見（アイデア） 

Ａグループ 

（安定した雇用

を生み出す） 

〇札幌の象徴となるような企業を育成するための支援 

〇ＵＩＪターン 24を促進するため、札幌での就業メリットをＰＲ 

〇就職を控えた学生に対する地元企業に関する情報発信の強化 

Ｂグループ 

（結婚・出産・

子育てを支える

環境づくり） 

〇労働環境の改善など、保育士に対する支援 

〇男性が育児に興味を持つきっかけづくり 

〇結婚・出産をサポートする企業の制度づくりに対する支援 

Ｃグループ 

（安定した雇用

を生み出す） 

〇札幌への企業（本社）誘致 

〇札幌の国際都市化 

〇「農業ＩＴ」などを活用した農業と観光を結び付ける産業の創出 

 (５) さっぽろ未来人材ワークショップ 
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札幌の未来を担う高校生の皆さんに、「新たな活力を生み出すフィールドの醸成」

に向け、新たな施策を検討するためのアイデアを提案していただきました。 

 

①  日時・会場 

  平成 27年 12月 17 日（木） 16時 00分～17時 30分 

北海道札幌旭丘高等学校 

 

②  参加者数 

  生徒会の皆さん 17 名 

 

③  実施内容 

   ・「さっぽろ未来創生プラン（案）」についての説明 

  ・３グループに分かれ「新たな活力を生み出すフィールドの醸成」に向けたアイ

デアを検討 

  ・検討したアイデアの発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  主な意見（アイデア） 

グループ 主な意見（アイデア） 

Ａグループ 

○区体育館の増設や札幌ドームの積極活用 

○休日・夜間保育、病児保育の充実 

○三世代同居や地域の子育てサポートの促進 

○札幌のＰＲのために、「SAPP‿RO」やゆるキャラを積極的に活用 

Ｂグループ 

○理系人材の受け皿となる企業の積極的な誘致 

○音楽ライブ、コミックマーケットなど若者が楽しめるイベント開催 

○外国人向け観光ガイドの増員などおもてなし力の向上 

○子育てを楽しんでできる社会づくり 

Ｃグループ 

○除雪ビジネスの振興 

○６次産業 17化など北海道の強みである１次産業を活用した産業振興 

○若いうちに結婚できる環境づくり 

○有志のお年寄りによる子育て支援 

 (6) 高校生ワークショップ 
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番
号 語 句 解   説 

1 
札幌市産業振興ビ 
ジョン 

札幌の産業振興の目指すべき姿やその実現に向けた方向性
を示した計画。 

2 年間商品販売額 1年間の事業所における商品の販売額をいう。 

3 
社会移動及び人口
減少に関する意識
調査 

社会移動の状況や人口減少等に関する意識を把握するため
に市内在住の 18歳以上の男女に対し実施した調査。調査概
要は、資料編の各種調査参照。 

4 合計特殊出生率 
その年次の 15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計した
もので、一人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生
の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。 

5 
結婚及び出産・育児
に関する意識調査 

独身者の結婚や出産等に関する意識を把握するために市内
在住の 18～49歳の独身の男女に対し実施した調査。調査概
要は、資料編の各種調査参照。 

6 完結出生児数 

夫婦が結婚後、十分に時間が経過して、もはや子どもを生
まなくなった時点の子ども数。わが国の場合、結婚から 15
年を経過すると追加出生がほとんどみられなくなるので、
出生動向基本調査では結婚持続期間 15～19年の夫婦の平均
出生児数を完結出生児数としている。 

7 
出産・育児に関する
意識調査 

有配偶者の出産や育児等に関する意識を把握するために市
内在住の 20～49歳の有配偶の男女に対し実施した調査。調
査概要は、資料編の各種調査参照。 

8 首都圏 ここでは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県を指す。 

9 文系・理系 

ここでは、文系は、人文科学系、社会科学系（未来デザイン
学部を除く）、教育系、芸術系（芸術学部）、その他（国際
広報メディア研究科、国際広報メディア・観光学院）の各学
科・専攻分野を指す。理系は、理学系、工学系、農学系、保
健系、家政系、社会科学系（未来デザイン学部）、芸術系（デ
ザイン学部）、その他（生命科学院、デザイン研究科）の各
学科・専攻分野を指す。 

10 
地元就職促進施策
検討調査 

就職に関する意識や希望等を把握するために市内 15大学に
在籍する大学４年生及び大学院修士２年生に対し実施した
調査。調査概要は、資料編の各種調査参照。 

11 性比 女性 100人に対する男性の数。 

12 純移動率 ある地域の人口に対する他地域との転入超過数の割合。 

13 希望出生率 若い世代の結婚や出産の希望が実現した場合の出生率。 

14 人口置換水準 
人口移動がない状況で人口が増加も減少もしない均衡した
状態となる出生率の水準。 

15 ＭＩＣＥ 

多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称。
Meeting（会議・セミナー）、Incentive Travel(Tour)（企業
報奨・研修旅行）、Convention（大会・学会・国際会議）、
Exhibition（イベント・展示会・見本市）の頭文字をとったも
の。 

６ 用語集 
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番
号 

語 句 解   説 

16 
地域スポーツコミ
ッション 

大会誘致によるスポーツ振興や観光振興、地域経済の活性
化を目指して、地方公共団体、民間企業、スポーツ団体等
により構成される地域レベルの連携組織で、①国際スポー
ツ大会等のスポーツ関連イベントの誘致、②スポーツ合宿、
会議の誘致、③大会開催、合宿等に対する協力、支援等を
行う。 

17 ６次産業 
第１次産業、第２次産業、第３次産業を融合させ、農水畜
産物等に新たな付加価値を生み出そうとする考え方を表す
用語。１×２×３＝６であることに由来する。 

18 
スマートコミュニ 
ティ 

電力、水、交通・物流、医療、情報など、あらゆるインフ
ラの統合的な管理・最適制御を実現した次世代のコミュニ
ティ。 

19 バイオ産業 バイオテクノロジー技術を応用して商品開発を行う産業。 

20 ＳＮＳ  
ソーシャル・ネットワーキング・サービス。インターネッ
ト上でのメッセージのやり取りなどを通じて、人と人との
交流を広げていくサービス。 

21 コーディネーター 物事の調整・まとめ役。 

22 札幌の都市機能 
ここでは、業務、商業、居住、工業、交通、政治、行政、
教育などの諸活動によって担われる都市の持つ種々の働き
のことをいう。 

23 グローバル化 
ヒト、モノ、カネ、情報の国境を越えた移動が地球規模で
盛んになり、政治や経済など様々な分野での境界線がなく
なることで、相互依存の関係が深まっていく現象。 

24 ＵＩＪターン 

大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称。Ｕターン
は出身地に戻る形態、Ｊターンは出身地の近くの地方都市
に移住する形態、Ｉターンは出身地以外の地方へ移住する
形態を指す。 

25 あいワーク 
ハローワークと札幌市が協力して運営する就職に関する相
談窓口。 

26 ライフプラン 自分らしく幸せに生きるための人生設計。 

27 産前・産後ケア 
妊産婦などに対する相談支援や産後の母子に対する心身の
ケア。 

28 課題探究的な学習 児童生徒自らが疑問や課題を持ち、主体的に解決する学習。 

29 放課後児童クラブ 
放課後帰宅しても保護者が就労などにより家庭にいない児
童に対し、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全育成
を図る事業。 

30 ＩＣＴ 

インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テク
ノロジーの略。情報や通信に関連する科学技術の総称。Ｉ
Ｔ（インフォメーション・テクノロジー：情報通信技術）
もほぼ同義として用いられる。 

31 
ワーク・ライフ・バ
ランス 

「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動とい
った「仕事以外の生活」との調和をとり、その両方を充実
させる働き方・生き方。 
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 語 句 解   説 

32 地域交流拠点 

交通結節点である主要な地下鉄・ＪＲ駅の周辺で、都市基
盤の整備状況や機能集積の現況・動向などから、地域の生
活を支える主要な拠点としての役割を担う地域や、区役所
を中心に生活利便機能が集積するなど、区の拠点としての
役割を担う地域。 

33 公衆無線ＬＡＮ 
駅や空港などの公共施設や飲食店などで、ケーブルがなく
てもインターネットに接続できる仕組み。 

34 
コンベンション  
ビューロー 

公益財団法人札幌国際プラザの主要事業部門の一つ。コン
ベンション（大会・学会・国際会議）誘致やコンベンショ
ン関連産業の振興などを行う。 

35 ＨＡＣＣＰ 

原材料の受入から製造・出荷までの全ての工程で発生しう
る危害（異物混入など）を予測し、危害発生を防止するた
めの重要なポイントを特定して、継続的に監視し、管理す
る手法。 

36 水素社会 
家庭用燃料電池や燃料電池自動車など、日常生活や産業活
動にクリーンエネルギーとして水素が本格的に利活用され
ている社会。 

37 クリエイター 創造的な仕事をしている人。創作家。制作者。 

38 
優良建築物等整備
事業 

民間の建築活動の適切な誘導により市街地環境の向上など
を図るため、国や地方公共団体が必要な助成を行うもので、
国の制度要綱に基づく法定手続きによらない事業。 

39 インターンシップ 
高い職業意識の育成や就職後の職場への適応力の向上を図
るため、学生が企業等において一定期間実習・研修的な就
業体験をする制度。 

40 コーディネート 調整し、全体をまとめること。 

41 
幼保連携型認定こ
ども園 

幼稚園・保育所両方の法的位置付けを持つ単一施設タイプ
の認定こども園。 

42 
幼稚園型認定こど
も園 

幼稚園が保育機能も兼ね備えるタイプの認定こども園。 

43 幼稚園型 
ここでは、幼稚園が在園児を対象として預かり保育を実施
する類型をいう。 

44 ＩＢプログラム 

国際バカロレア機構（ＩＢＯ）が定める、異文化に対する
理解と尊敬を通じて、平和でよりよい世界の実現のために
貢献する、探究心、知識、思いやりのある若者の育成など
を目的とした国際的な教育プログラム。 

45 民間児童育成会 
放課後帰宅しても保護者が就労などにより家庭にいない児
童に対し、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全育成
を図る民間組織の総称。 

46 
１８９（いちはや
く） 

児童相談所全国共通ダイヤル。 

47 特別支援学校 主に障がいの比較的重い児童生徒のための学校。 
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